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はじめに 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、石油資源の輸送、

備蓄等の過程における環境汚染・腐食漏洩事故の防止・浄化に対し微生物作用を活用する

ための情報整備を行うべく、平成１７年度から平成２０年度までの４か年にわたり、独立

行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）等に委託して「微生物を利用した石油の環境

安全対策に関する調査」を実施した。 

具体的には、「石油関連施設の微生物腐食対策技術調査」として、石油備蓄設備等を腐

食させる微生物の分離・同定技術、及びその除去又は働きを低減させる技術を確立し、デ

ータベースとして整理することで、知的基盤としての活用を可能とし、また、「石油の国

際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査」として、インドネシア沿岸域におけるバ

イオレメディエーションを実現する微生物の分離・同定技術、及び最適な栄養塩添加条件

等を解明し、データベースとして整理することで、知的基盤としての活用を可能とした。 

本書は、当該事業の事業評価（事後評価）の報告であり、「微生物を利用した石油の環

境安全対策に関する調査」事後評価委員会による事後評価に基づき作成したものである。 

 

経緯 

（１）当該事業の事後評価の実施要領を決定（平成２１年２月２日） 

（２）環境技術開発部に「微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査」事後評価

委員会を設置 

（３）事後評価委員会を開催（平成２１年６月１２日） 

（４）環境技術開発部において、各委員の事後評価コメントに基づき事業評価書（事後評

価書）の案を作成 

（５）委員の意見を踏まえて修正した事業評価書（事後評価書）案を委員長が了解 

（平成２１年１０月１３日） 

（６）報告書としての編集・調整を経て確定（平成２１年１２月） 

１ 
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Ｐ０５０３２ 


「微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査」実施方針 
 
１. 件名 


微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査 


 
２. 背景と目的 
（１）現在の人類が直面する大きな課題として、エネルギーや資源の確保と、その利用にあたっ


ての安全と環境の保全がある。この中で石油資源の適正な管理は重要な課題であるが、わが国


にとっては、その輸送、保管などの過程における安全の確保、事故や環境汚染への対処力の向


上は、地球環境問題への貢献につながるとともに、関連諸国に対する国際的な貢献として意義


のあるものである。 


こうした石油資源の輸送･保管にかかる問題として、タンカーなどの海難事故や、石油施設に


おける腐食などによる石油の流出があり、こうした事故を防止し、また事故による環境汚染を


回復する技術基盤の向上が求められる。 


他方、こうした石油の環境安全において、環境中の微生物が重要な役割を果たすことは良く


知られているが、その現場における対策適用のための情報はまだ不十分な状況である。本調査


ではこれらの中で特に微生物の寄与が大きいと考えられる、石油製品の保管取扱施設の漏洩事


故における微生物腐食への対策と、石油の国際輸送過程での環境汚染修復における微生物の活


用（バイオレメディエーション）について調査を行う。 


（２）石油関連施設微生物腐食対策 


石油備蓄基地設備（備蓄タンク、原油移送配管類、付属設備等）の腐食において、微生物が


関与する現象は、微生物腐食（Microbiologically Influenced Corrosion: MIC）と呼ばれ、


古くから問題視され研究されてきたが、その原因菌や腐食の機構については不明な点が多い。


微生物腐食は、備蓄基地設備のみならず、石油掘削用資材や天然ガス・パイプライン等でも問


題となっており、米国での損害は年間 1200 億ドル、腐食防止に使われる殺菌剤の費用のみで


も年間 13 億ドルに上っている。腐食のうち何パーセントが微生物腐食によって起こるかにつ


いては、確定的な見解は得られていないが、全体の 70%近くに達するとの見解もあり、わが国


においても微生物の関与したと思われる設備の腐食の事例は多く観察されている。 


 こうした微生物腐食の機構は複雑であると思われるが、微生物腐食の研究を効率的に推進し、


防食技術を開発するためには、現場での腐食対策に従事している人たちとの密接な協力のもと、


微生物腐食に関与すると思われる微生物の分離・同定を行うことが第一に必要である。さらに、


分離された微生物について、その腐食の機構を明らかにすることが求められる。本調査では、


石油設備の腐食に関与する微生物を、最新の分子的手法を駆使し、分離・同定し、その特性な


どを明らかにし、対策実施のための基盤的情報の整備を行うことを目的とする。 


（３）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


 日本向けの石油輸送において、インドネシア周辺海域の占める地位は極めて大きい。この海域


は、狭く浅瀬が多いうえに１日数百隻もの大型タンカーが行き交う海の難所でもあり、航行過


密による接触事故や海洋汚染も懸念されている。日本向けタンカーでは祥洋丸(1975)、長崎ス


プリット号(1992)、マースクー・ナビゲータ号(1993)などの事故が知られているが、今後この


海域で大規模な原油流出事故が起きた場合には生物資源の豊富なこの地域の環境に多大な影







響が懸念され、事前の対策検討が必要である。オイルフェンスなどの緊急対策設備の設置など


については、わが国とインドネシア政府の協力により対策が進められているが、沿岸部の長期


的な汚染の修復については対策が準備されていない。 


 石油流出事故後の環境修復技術の一つとして、微生物を用いた浄化、いわゆるバイオレメディ


エーション、特に現存微生物の活性化による環境浄化（バイオスティムレーション）がある。


この技術は、アラスカの石油流出事故の際に使用され、その後幾つかの研究が行われているが、


それらは、まだ一般的技術として普及するに至っていない。特にインドネシア沿岸などの高温


の水域でどのような石油分解微生物が存在し、どのような条件下で“活性化”されるかについ


ては情報が得られていない。このため、これに関する調査を実施して情報を整備しておくこと


は重要であり、石油輸送の環境汚染対策を向上させ国際貢献に資するものと考えられる。本調


査では、インドネシア沿岸などにおける石油流出事故へのバイオレメディエーションの適用に


あたり、当該微生物等の特性を明らかにし、対策実施のための基盤的情報の整備を行うことを


目的とする。 


 


３. 調査内容 
３．１ 調査全体計画 
（１）石油関連施設微生物腐食対策 


本テーマにおける調査課題は以下のとおりである。 
 ①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査 


 ②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


 ③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


 ④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


 ⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


 これらの課題につき、概ね以下のようなスケジュールで実施するものとする。 


 


 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 


(1)① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


    


 


（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 
以下のような課題を調査･検討し、得られた情報をデータベースとして整備するものとする。 


 ①擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査   


 ②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析   


 ③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析  


 ④分離した石油分解菌での石油分解の特性の調査  


 ⑤安全性に関する調査  







 これらの課題は日本及びインドネシア沿岸の海水を対象に、概ね以下のようなスケジュールで


実施するものとする。 


 


 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 


(2)① 


② 


③ 


 


④ 


⑤ 


    


（日本沿岸の微生物） 


（インドネシア沿岸の微生物） 


 


なお、調査の進展に伴い、必要に応じ、調査内容、スケジュールなどは変更されることができる。 


 
３．２ 平成 1７年度調査の内容 
（１）石油関連施設微生物腐食対策 


(a)設備材料の腐食部分の微生物群集の解析調査 
 腐食の可能性のある設備及び、石油タンク内の底水等からサンプルを採取し、微生物のDNA
を抽出し、DGGE（Denaturing Gradient Gel Eledtrophoresis : 濃度勾配ゲル電気泳動）に


よる微生物群集解析を行い、腐食材料等に生息する微生物を同定する。 
(b)腐食部分の微小構造調査 
 腐食部分のサンプルを採取し、腐食部分の微細構造を電子顕微鏡、原子力間顕微鏡等で観


察し、微生物の関与状況に関する基礎的な調査を行う。 
(c)腐食部分で生育する微生物の純粋培養 
 腐食部分より微生物を採取し、硫酸還元菌を中心に分離･培養を行う。培養は石油由来成分


またはその分解産物を与えて行い、腐食物質の発生能力、電子供与体の解明、pH などの環境


条件の影響などについて基礎的な調査を行う。 
(d)腐食試験の基礎調査 
 培養した微生物により、鉄鋼材料の腐食試験を行うための基礎的な調査を行う。まず、基


礎的な腐食試験についてその試験の条件を設定し、さらに腐食の進行を把握・評価するため


の方法などにつき実験、調査を行う。また、短期間で腐食試験を行うための、電気化学的な


腐食評価方法につき調査、検討を行う。 
 
（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 
 (a)擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査   


原油（あるいは重油等の石油製品）が海水に流出した時にできるムース状の石油を調製し、


これを海水で湿った砂・礫に加え、標準的な擬似的石油汚染砂礫を作成する。また、これら


の砂礫に波の洗浄条件を与え、非生物的な除染の度合を評価する。 
 (b)沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析   


インドネシアおよび日本沿岸での海水を採取し、カラム実験により集積された石油分解


菌・乳化菌の群集解析を行う。擬似的石油汚染砂礫を円筒カラムに詰め、無処理あるいは栄







養塩を添加し、複数の水温条件下で、どのような微生物がカラム内に増殖したかを DGGE に


よって解析する。 
また増殖した微生物から、石油分解菌・乳化菌を分離し、遺伝子の塩基配列を決定し、分


類学的位置を同定する。 
試料とする海水については、塩分、栄養塩濃度などの分析を行う。 


 (c)日本沿岸海水中の石油分解菌の海浜模擬実験での増殖、分離、解析   


日本沿岸海水中の石油分解菌を海浜模擬実験装置により干満を行い、微生物の増殖試験の


方法を試験するとともに、種々の水温や栄養塩等の条件下での微生物の生育状況を調査し、


増殖した微生物を DGGE によって解析する。 
また、増殖した微生物から、石油分解菌・乳化菌を分離し、遺伝子の塩基配列を決定し、


分類学的位置を同定する基礎調査を行う。 
 (d)分離した石油分解菌での石油分解の特性の基礎調査   


 礫表面の油に付着した微生物によって、どの程度石油が分解・乳化されたかを調査する。


さらに、分離された石油分解菌・乳化菌を石油と栄養塩を含む海水中で培養し、石油がどの


程度分解・乳化されたかを解析し、また強い石油分解・乳化活性を持つ株については、石油


の分解・乳化特性から、どのような石油分解・乳化酵素を持つかを推定し、その活性に関す


る解析を行うための基礎調査を行う。 
なお、（２）の調査については、その必要性・効率性を考慮し、インドネシア現地において


一部の調査･試験を実施する。 
 


（３）平成１７年度予算規模 


  １．９億円（予定） 


 


４. 調査の実施方法 
事業を効率的に推進するため、ＮＥＤＯ技術開発機構で委託先を選定して実施する。 


 


５．その他の重要事項 
（１）運営・管理 


 事業の効率的な運営・管理を図るため、委託先機関等からのヒアリングにより、事業目標に


対する成果状況などの報告を受けるほか、必要に応じて当該分野の周辺動向の調査を行い、次


年度の業務委託の可否や、実施内容･体制、予算規模等、所用の見直しを弾力的に行う。また、


年度内にあっても、加速的又は緊急的に研究を推進させる必要が生じた場合は、同様に弾力的


な見直しを行う。 


（２）年間スケジュール 


   平成１７年４月 契約 


   平成１８年３月 プレ成果報告書受領 


 


 


以上 







（別紙）事業実施体制の全体図 
 
 


「化学物質総合リスク評価管理システムの開発」実施体制 
 


海浜模擬試験装置による試験等 


再委託 


再委託先（必要に応じ） 


委託 


（１）石油関連施設微生物腐食対策 
(a)設備材料の腐食部分の微生物群集の解析 
(b)腐食部分の微小構造調査 
(c)腐食部分で生育する微生物の純粋培養 
(d)腐食試験の基礎調査 


 
（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 
 (a)擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査 


 (b)沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析  


 (c)日本沿岸海水中の石油分解菌の海浜模擬実験での増殖、分離、解析  


 (d)分離した石油分解菌での石油分解の特性の基礎調査  


 


独立行政法人製品評価技術基盤機構 


ＮＥＤＯ 







Ｐ０５０３２ 
平成１8 年度実施方針 


 
１. 件名：プログラム名 燃料技術開発プログラム 


      （大項目）微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査 


 
２. 背景及び目的 


（１）現在の人類が直面する大きな課題として、エネルギーや資源の確保と、その利用にあたっ


ての安全と環境の保全がある。この中で石油資源の適正な管理は重要な課題であるが、わが国


にとっては、その輸送、保管などの過程における安全の確保、事故や環境汚染への対処力の向


上は、地球環境問題への貢献につながるとともに、関連諸国に対する国際的な貢献として意義


のあるものである。 


こうした石油資源の輸送･保管にかかる問題として、タンカーなどの海難事故や、石油施設に


おける腐食などによる石油の流出があり、こうした事故を防止し、また事故による環境汚染を


回復する技術基盤の向上が求められる。 


他方、こうした石油の環境安全において、環境中の微生物が重要な役割を果たすことは良く


知られているが、その現場における対策適用のための情報はまだ不十分な状況である。本調査


ではこれらの中で特に微生物の寄与が大きいと考えられる、石油製品の保管取扱施設の漏洩事


故における微生物腐食への対策と、石油の国際輸送過程での環境汚染修復における微生物の活


用（バイオレメディエーション）について調査を行う。 


（２）石油関連施設微生物腐食対策 


石油備蓄基地設備（備蓄タンク、原油移送配管類、付属設備等）の腐食において、微生物が


関与する現象は、微生物腐食（Microbiologically Influenced Corrosion: MIC）と呼ばれ、


古くから問題視され研究されてきたが、その原因菌や腐食の機構については不明な点が多い。


微生物腐食は、備蓄基地設備のみならず、石油掘削用資材や天然ガス・パイプライン等でも問


題となっており、米国での損害は年間 1200 億ドル、腐食防止に使われる殺菌剤の費用のみで


も年間 13 億ドルに上っている。腐食のうち何パーセントが微生物腐食によって起こるかにつ


いては、確定的な見解は得られていないが、全体の 70%近くに達するとの見解もあり、わが国


においても微生物の関与したと思われる設備の腐食の事例は多く観察されている。 


 こうした微生物腐食の機構は複雑であると思われるが、微生物腐食の研究を効率的に推進し、


防食技術を開発するためには、現場での腐食対策に従事している人たちとの密接な協力のもと、


微生物腐食に関与すると思われる微生物の分離・同定を行うことが第一に必要である。さらに、


分離された微生物について、その腐食の機構を明らかにすることが求められる。本調査では、


石油設備の腐食に関与する微生物を、最新の分子的手法を駆使し、分離・同定し、その特性な


どを明らかにし、対策実施のための基盤的情報の整備を行うことを目的とする。 


（３）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


 日本向けの石油輸送において、インドネシア周辺海域の占める地位は極めて大きい。この海域


は、狭く浅瀬が多いうえに１日数百隻もの大型タンカーが行き交う海の難所でもあり、航行過


密による接触事故や海洋汚染も懸念されている。日本向けタンカーでは祥洋丸(1975)、長崎ス


プリット号(1992)、マースクー・ナビゲータ号(1993)などの事故が知られているが、今後この


海域で大規模な原油流出事故が起きた場合には生物資源の豊富なこの地域の環境に多大な影







響が懸念され、事前の対策検討が必要である。オイルフェンスなどの緊急対策設備の設置など


については、わが国とインドネシア政府の協力により対策が進められているが、沿岸部の長期


的な汚染の修復については対策が準備されていない。 


 石油流出事故後の環境修復技術の一つとして、微生物を用いた浄化、いわゆるバイオレメディ


エーション、特に現存微生物の活性化による環境浄化（バイオスティムレーション）がある。


この技術は、アラスカの石油流出事故の際に使用され、その後幾つかの研究が行われているが、


それらは、まだ一般的技術として普及するに至っていない。特にインドネシア沿岸などの高温


の水域でどのような石油分解微生物が存在し、どのような条件下で“活性化”されるかについ


ては情報が得られていない。このため、これに関する調査を実施して情報を整備しておくこと


は重要であり、石油輸送の環境汚染対策を向上させ国際貢献に資するものと考えられる。本調


査では、インドネシア沿岸などにおける石油流出事故へのバイオレメディエーションの適用に


あたり、当該微生物等の特性を明らかにし、対策実施のための基盤的情報の整備を行うことを


目的とする。 


 


３. これまでの事業実施状況及び評価 


（１）石油関連施設微生物腐食対策 
(a)設備材料の腐食部分の微生物群集の解析調査 
 腐食の可能性のある設備及び、石油タンク内の底水等からサンプルを採取し、微生物のDNA
を抽出し、DGGE（Denaturing Gradient Gel Electrophoresis : 濃度勾配ゲル電気泳動）に


よる微生物群集解析を行った。また、これらのサンプルを実験室内で鉄の粒子とともに培養


し、鉄の表面に付着する微生物より DNA を抽出した。DGGE 解析を実施し、鉄に付着する


硫酸還元菌の存在を確認した。 
(b)腐食部分の微小構造調査 
 腐食部分の微細構造を電子顕微鏡で観察するための条件検討を実施した。 
(c)腐食部分で生育する微生物の純粋培養 
 石油備蓄タンク、石油採取地等より多くのサンプルを集め、そこより多くの硫酸還元菌を


中心とした嫌気性微生物の培養に成功した。特に、石油タンク内の底水等から採取したスラ


ッジから、鉄片を激しく腐食させる菌の集積培養に成功した。 
(d)腐食試験の基礎調査 
 鉄鋼材料の腐食試験を行うための基礎的な調査として、試験条件の設定、腐食進行の把握


方法などにつき実験、検討を行った。その結果、嫌気状態で硫酸還元菌の作用により電位が


変化することを確認した。 
（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 
 (a)擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査   


原油を２１０℃で処理し軽質分を除去した原油を用い、原油等が海水に流出したときに出


来るムース化条件及びＧＣ－ＭＳを用いた原油中の半揮発性有機化合物の検出を行い、分析


条件を設定した。また、擬似的石油汚染砂礫を作成し、非生物的除染の状況を調査した。 
 (b)沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析   


インドネシアおよび日本沿岸での海水を採取し、カラムを始め複数の集積系を用いて、石


油分解菌・乳化菌の集積を行った。そこより、石油分解菌・乳化菌を分離し、遺伝子の塩基


配列を決定し、分類学的位置を同定した。 







 試料とする海水については、塩分、栄養塩濃度などの分析を行った。 
 (c)日本沿岸海水中の石油分解菌の海浜模擬実験での増殖、分離、解析   


日本沿岸海水中の石油分解菌につき、海浜模擬実験装置を用い、原油の分解に伴う微生物


群集の変化を調べた。また、増殖した微生物を分離し、分類学的位置を同定した。 
 (d)分離した石油分解菌での石油分解の特性の基礎調査   


 礫表面の油に付着した微生物によって、どの程度石油が分解・乳化されたかを調査した。


乳化活性の強い石油分解菌を分離し、その株の石油分解能を調べた。 
（実施体制：委託先 独立行政法人製品評価技術基盤機構、 


再委託先 株式会社海洋バイオテクノロジー研究所、新日本製鐵株式会社） 


 以上の調査により、石油関連施設の微生物腐食と海洋汚染対策に関する基本的な知見が得られ、


想定した調査全体計画により、更に調査の推進を行っていくことが必要かつ適切と評価された。 
 
実績額推移（百万円）： 17 年度   
      一般会計 191 百万円  
特許出願件数（件）： 0   
論文発表数（件）： 0   
フォーラム等（件）： 0   
 
４. 調査内容 


４．１ 調査全体計画 
（１）石油関連施設微生物腐食対策 


本テーマにおける調査課題は以下のとおりである。 
 ①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査 


 ②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


 ③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


 ④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


 ⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


 これらの課題につき、概ね以下のようなスケジュールで実施するものとする。 


 


 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 


(1)① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


    


 


（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 
以下のような課題を調査･検討し、得られた情報をデータベースとして整備するものとする。 


 ①擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査   


 ②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析   


 ③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析  







 ④分離した石油分解菌での石油分解の特性の調査  


 ⑤安全性に関する調査  


 これらの課題は日本及びインドネシア沿岸の海水を対象に、概ね以下のようなスケジュールで


実施するものとする。 


 


 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 


(2)① 


② 


③ 


 


④ 


⑤ 


    


 


なお、調査の進展に伴い、必要に応じ、調査内容、スケジュールなどは変更することがある。 


 
４．２ 平成 1８年度調査の内容 
（１）石油関連施設微生物腐食対策 


(a) 設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査 


設備材料（炭素綱の試験片：クーポン）を、複数個、石油・ガス関連施設内等に設置し、


腐食の進行度の異なる材料について、微生物群集を解析し、腐食部分に生育する微生物の種


類を明らかにする。また、腐食部分の微小構造の調査を実施する。 
また、設備材料（上記クーポン等）を実験室内において微生物存在下で腐食させ、腐食し


た材料について、微生物群集の解析を行い、腐食部分に生育する微生物の種類を明らかにす


る。 
 (b) 腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


収集した腐食サンプル、あるいは、腐食菌が存在すると思われる環境より収集した微生物


の純粋培養を行う。硫酸還元菌の他に、鉄酸化細菌等、腐食に関係すると思われる微生物の


分離・培養を実施する。分離した微生物に関しては、分類学的同定等、微生物の基礎的な性


状を明らかにする。 
(c) 培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


腐食試験法を、純粋培養できた硫酸還元菌等について実施し、硫酸還元菌と腐食との関係


を明らかにする。 
また、微生物が付着してバイオフィルムが形成されたクーポンについても、腐食の動向を


電気化学的に測定する。 
（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 
 (a) 沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


 日本国内およびインドネシア沿岸の海水を採取し、その中の石油分解菌・乳化菌を集積し、


分離する。また、分離した菌についてはその分類学的同定等を行い、その菌の基本的性状を


明らかにする。 
 (b) 沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析   


 インドネシアにおいて、タンク内に原油で汚染された砂利を置き、海浜に見立てた状況で、


（インドネシア沿岸の微生物） 


（日本沿岸の微生物） 







石油分解実験を行う。石油分解の進行と、微生物集団の変化を、同時にモニターする。 
インドネシアでの実験を推進するため、インドネシアの研究環境を整え、現地研究者との


交流を行う。このため、インドネシアにおいて現地研究者とのワークショップを開催する。 
 また、バイオレメディエーションにおける新たな評価法として、浄化現場の mRNA の変動


を解析する方法(community transcriptome 法)等の検討を行い、試行する。 
 (c) 分離した石油分解菌での石油分解の特性の調査 


 (a)で分離した石油分解菌については、様々な炭化水素の分解能力等を調べ、また、その代


謝経路等の解析を行う。 
 (d)安全性に関する基礎調査  


 (a)で分離した石油分解菌・乳化菌を栄養塩存在下で培養後、油分抽出及び培養液を濃縮し、


これを用いて石油分解代謝物の安全性テストの予備的な調査を行う。 
 


（３）平成１8年度事業規模 


  ２５６百万円 


  （注）事業規模については、多少の変動があり得る。 


 


（実施体制：委託先 独立行政法人製品評価技術基盤機構、株式会社海洋バイオテクノロジー研


究所、再委託先 新日本製鐵株式会社） 


 


５. 調査の実施方法 


事業を効率的に推進するため、別紙の体制により、委託して実施する。 


 


６. その他の重要事項 


（１）運営・管理 
 事業の総合的な運営・管理を図るため、外部有識者を含む調査推進委員会を活用し、進捗状


況や課題の検討、調整を行う。また、必要に応じて当該分野の周辺動向の調査を行い、次年度


の業務委託の可否や、実施内容･体制、予算規模等、所用の見直しを弾力的に行う。また、年


度内にあっても、加速的又は緊急的に研究を推進させる必要が生じた場合は、同様に弾力的な


見直しを行う。 


（２）年間スケジュール 


   平成１８年５月 契約 


   平成１９年３月 成果報告書受領 


 


 


以上 







（別紙）事業実施体制の全体図 
 
 


（１）石油関連施設腐食対策 
(a)腐食部分の微生物群集の解析


等 
(b)腐食部分の微生物の培養、同定


等 
(c)腐食試験、腐食作用機構の調査


（２）石油の海洋汚染対策 
 (a)石油分解菌の実験室での解析 


 (b)石油分解菌の海浜での解析 


 (c)分離石油分解菌の特性の調査 


 (d)安全性に関する基礎調査  


ＮＥＤＯ 


製品評価技術基盤機構 
(NITE) 


再委託 


 


海洋バイオテクノロジー研究所 
(MBI) 


 
（２）石油の海洋汚染対策 
 (b)石油分解菌の海浜での解析 


 (c)分離石油分解菌の特性の調査 


 


新日本製鐵株式会社 
(NSC)


（１）石油関連施設腐食対策 
(c)腐食試験、腐食作用機構の調査


 


調査推進委員会 
大学、産業界（石油、土木建設、金属工業）、


国立研究所等の学識経験者 
NEDO,NITE,MBI,NSC 


委託 


研究協力 







Ｐ０５０３２


平成１９年度実施方針 


 


バイオテクノロジー・医療技術開発部 


 


１．件名：プログラム名 燃料技術開発プログラム 


（大項目）微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査 


 


２．根拠法 


独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第１号ハ 


 


３．背景及び目的・目標 


現在の人類が直面する大きな課題として、エネルギーや資源の確保と、その利用にあたって


の安全と環境の保全がある。この中で石油資源の適正な管理は重要な課題であるが、わが国に


とっては、その輸送、保管などの過程における安全の確保、事故や環境汚染への対処力の向上


は、地球環境問題への貢献につながるとともに、関連諸国に対する国際的な貢献として意義の


あるものである。 


こうした石油資源の輸送･保管にかかる問題として、タンカーなどの海難事故や、石油施設


における腐食などによる石油の流出があり、こうした事故を防止し、また事故による環境汚染


を回復する技術基盤の向上が求められる。 


他方、こうした石油の環境安全において、環境中の微生物が重要な役割を果たすことは良く


知られているが、その現場における対策適用のための情報はまだ不十分な状況である。本調査


ではこれらの中で特に微生物の寄与が大きいと考えられる、（１）石油製品の保管取扱施設の


漏洩事故における微生物腐食への対策と、（２）石油の国際輸送過程での環境汚染修復におけ


る微生物の活用（バイオレメディエーション）について調査を行う。 


 


最終目標（平成２０年度） 


（１）石油関連施設微生物腐食対策 


石油備蓄基地設備（備蓄タンク、原油移送配管類、付属設備等）の腐食において、微生物


が関与する現象は、微生物腐食（Microbiologically Influenced Corrosion: MIC）と呼ば


れ、古くから問題視され研究されてきたが、その原因菌や腐食の機構については不明な点が


多い。微生物腐食は、備蓄基地設備のみならず、石油掘削用資材や天然ガス・パイプライン


等でも問題となっており、米国での損害は年間1200億ドル、腐食防止に使われる殺菌剤の費


用のみでも年間13億ドルに上っている。腐食のうち何パーセントが微生物腐食によって起こ


るかについては、確定的な見解は得られていないが、全体の70%近くに達するとの見解もあ


り、わが国においても微生物が関与したと思われる設備の腐食の事例は多く観察されている。 


こうした微生物腐食の機構は複雑であると思われるが、微生物腐食の研究を効率的に推進


し、防食技術を開発するためには、現場での腐食対策に従事している人たちとの密接な協力


のもと、微生物腐食に関与すると思われる微生物の分離・同定を行うことが第一に必要であ


る。さらに、分離された微生物について、その腐食の機構を明らかにすることが求められる。


本調査では、石油設備の腐食に関与する微生物を、最新の分子系統学的手法を駆使し、分


離・同定し、その特性などを明らかにし、対策実施のための基盤的情報の整備を行うことを


目標とする。 







具体的には以下の調査項目を実施する。 


（１）石油関連施設微生物腐食対策 


①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査 


設備材料の腐食部分に生育する微生物の種類を明らかにする。また、腐食部分の微


細構造を調査し、生育している微生物種と構造的にみた腐食状態との関連の有無を明


らかにする。 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


腐食部分で生育する微生物を純粋培養し、腐食試験を実施する。分離した微生物に


関しては、分類学的同定等、微生物の基礎的な性状を明らかにする。 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


石油関連施設サンプルの集積培養物から分離した鉄腐食性微生物による腐食条件を


探索し、腐食菌種差による腐食微細構造などの違いを調べ、腐食作用機構を明らかに


する。 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


腐食菌を培養・保存できる条件や生理学的性状、及びゲノム情報等をデータベース


化する。また、これら関連情報をもとに、これら腐食菌を、自然環境で検出する方法


を確立する。 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


腐食菌の増殖を阻害するための条件に関する文献調査を実施し、その効力をテストす


る。また、腐食菌の腐食に関係すると思われる遺伝子の同定方法を調査する。 


 


（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


日本向けの石油輸送において、インドネシア周辺海域の占める地位は極めて大きい。この


海域は、狭く浅瀬が多いうえに１日数百隻もの大型タンカーが行き交う海の難所でもあり、


航行過密による接触事故や海洋汚染も懸念されている。日本向けタンカーでは祥洋丸(1975)、


長崎スプリット号(1992)、マースクー・ナビゲータ号(1993)などの事故が知られているが、


今後この海域で大規模な原油流出事故が起きた場合には生物資源の豊富なこの地域の環境に


多大な影響が懸念され、事前の対策検討が必要である。オイルフェンスなどの緊急対策設備


の設置などについては、わが国とインドネシア政府の協力により対策が進められているが、


沿岸部の長期的な汚染の修復については対策が準備されていない。 


石油流出事故後の環境修復技術の一つとして、微生物を用いた浄化、いわゆるバイオレメ


ディエーション、特に現存微生物の活性化による環境浄化（バイオスティミュレーション）


がある。この技術は、アラスカの石油流出事故の際に使用され、その後幾つかの研究が行わ


れているが、それらは、まだ一般的技術として普及するに至っていない。特にインドネシア


沿岸などの高温の水域でどのような石油分解微生物が存在し、どのような条件下で“活性


化”されるかについては情報が得られていない。このため、これに関する調査を実施して情


報を整備しておくことは重要であり、石油輸送の環境汚染対策を向上させ国際貢献に資する


ものと考えられる。本調査では、インドネシア沿岸などにおける石油流出事故へのバイオレ


メディエーションの適用にあたり、当該微生物等の特性を明らかにし、対策実施のための基


盤的情報の整備を行うことを目標とする。 


 


具体的には以下の調査項目を実施する。 







（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


①擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査 


熱処理で軽質分を取除いた原油のムース化条件、及び GC-MS による原油中の有機化


合物の分析条件を設定する。また、このムース化油が付着した砂礫を作製し、非生物


的な除染の状況を調べる。 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


日本国内、インドネシア沿岸、及びマラッカ海峡の海水中の微生物群集解析を実施す


る。また、これら海水中より石油分解菌・乳化菌を培養・分離し、分類学的に比較解析


する。 


③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


日本とインドネシアで海浜模擬実験を行い、砂礫をサンプリングして、石油成分の変


動と微生物群集構造の変化をモニタリングし解析する。また、バイオレメディエーショ


ンの新規評価方法の確立を目指す。 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


分離した石油分解菌について、様々な炭化水素の分解能力等を調べ、その代謝経路等


の解析を行う。また、乳化作用を持つ菌の乳化活性を測定する。バイオレメディエーシ


ョンにおける役割を明らかにするとともに、分類学的性質を解明する。 


⑤安全性に関する調査 


石油分解菌、及び石油分解代謝物の安全性テストの調査と確認試験等を行い、汚染現


場へのバイオレメディエーション技術適用の安全性について評価する。 


 


４．実施内容及び進捗状況 


４．１ 平成１８年度委託事業内容 


以下の調査項目（１）、（２）を委託により実施した。 


調査項目（１）石油関連施設微生物腐食対策 


①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査 


設備材料（炭素綱の試験片：クーポン）を、複数個、石油・ガス関連施設内等に設置し、


腐食の進行度の異なる材料について、微生物群集を解析し、腐食部分に生育する微生物の


種類を明らかにした。また、腐食部分の構造を電子顕微鏡観察し、鉄酸化物を同定した。 


更に、設備材料（上記クーポン等）を実験室内において微生物存在下で腐食させ、腐食


した材料について、微生物群集の解析を行い、腐食部分に生育する微生物の種類を明らか


にした。（実施体制：独立行政法人製品評価技術基盤機構 －再委託 新日本製鐵株式會


社） 


 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


収集した腐食サンプル、あるいは、腐食菌が存在すると思われる環境より収集した微生


物の純粋培養を行った。メタン生成菌や硫酸還元菌の他に、ヨード酸化細菌等、腐食に関


係すると思われる微生物の分離・培養を実施した。分離した微生物に関しては、分類学的


同定等、微生物の基礎的な性状を明らかにした。（実施体制：独立行政法人製品評価技術


基盤機構） 


 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 







腐食試験を、純粋培養できた硫酸還元菌等について実施し、硫酸還元菌と腐食との関係


を明らかにした。 


また、微生物が付着してバイオフィルムが形成されたクーポンについても、腐食の動向


を電気化学的に測定した。（実施体制：独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


調査項目（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


日本国内およびインドネシア沿岸の海水を採取し、その中の石油分解菌・乳化菌を集積


し、分離した。また、分離した菌についてはその分類学的同定等を行い、その菌の基本的


性状を明らかにした。（実施体制：独立行政法人製品評価技術基盤機構、株式会社海洋バ


イオテクノロジー研究所） 


 


③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


インドネシアにおいて、タンク内に原油で汚染された砂利を置き、海浜に見立てた状況


で石油分解実験を行って、石油分解の進行と微生物群集の変化を同時にモニターした。 


インドネシアでの実験を推進するため、インドネシアの研究環境を整え、更に現地研究


者との交流のため、インドネシアにおいて現地研究者とのワークショップを開催した。


（実施体制：独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


また、バイオレメディエーションにおける新たな評価法として、浄化現場のmRNAの変動


を解析する方法(community transcriptome法)等の検討を行い、試行した。（実施体制：株


式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


 


④分離した石油分解菌での石油分解の特性の調査 


②で分離した石油分解菌については、様々な炭化水素の分解能力等を調べ、また、その


代謝経路等の解析を行った。（実施体制：独立行政法人製品評価技術基盤機構、株式会社


海洋バイオテクノロジー研究所） 


 


⑤安全性に関する基礎調査 


②で分離した石油分解菌・乳化菌を栄養塩存在下で培養後、油分抽出及び培養液を濃縮


し、これを用いて石油分解代謝物の安全性テストを行うための予備的な調査を行った。


（実施体制：独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


４．２ 実績推移 


 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度


実績額推移 


石特会計（エネ高）（百万円） １９１ ２５６


 


 


     


特許出願件数（件） ０ ２  


論文発表件数（報） ０ ０  


フォーラム等（件） ２ ５  


 







５．調査内容 


５．１ 平成１９年度事業内容 


以下の調査項目（１）、（２）について委託により実施する。 


調査項目（１）石油関連施設微生物腐食対策 


本テーマにおける調査課題は以下のとおりである。 


①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査（平成18年度終了） 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


 


また、これらの課題につき、概ね以下のようなスケジュールで実施するものとする。 


 


 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 


(1)① 


 ② 


 ③ 


 ④ 


 ⑤ 


    


（調査の進展に伴い、必要に応じ、調査内容、スケジュールなどは変更することがある。） 


 


（平成１９年度事業内容） 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


前年度に引き続き、石油備蓄基地等のサンプルから集積培養した嫌気性菌の純粋培養


化（純化）を進め、純化菌については腐食試験を実施する。また、本年度は従来とは異


なる培地でメタン生成菌の分離を目指し、分離した微生物の分子系統学的解析と至適培


養条件の決定を行う。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


前年度までに石油関連施設サンプルの集積培養物から純化した鉄腐食性のメタン生成菌


と硫酸還元菌について、腐食性メタン生成菌単独の培養、及び、腐食性メタン生成菌と硫


酸還元菌の共培養において、最も激しい腐食を起こす条件を検討する。（独立行政法人製


品評価技術基盤機構） 


また、腐食性メタン生成菌を単独で培養した場合と、腐食性メタン生成菌と硫酸還元菌


の共培養の場合での腐食部分の微小構造の違いを調査する。（新日本製鐵株式會社） 


更に、腐食能を持つMethanococcus maripaludis KA1株の全ゲノム解析を行い、鉄腐食


に関与する遺伝子の絞り込みを行う（独立行政法人製品評価技術基盤機構）。 


 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


腐食能を持つMethanococcus maripaludis 二株を、安定的に腐食能を保持させつつ培


養・保存できる条件を検討する。更にさまざまな生理学的性状を明らかにし、ゲノム情報


と併せて、それらの情報をデータベース化する。これら関連情報をもとに、これら腐食菌







を、自然環境で検出する方法を提案する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


メタン生成菌の増殖を阻害するための条件に関する文献調査を実施し、安価でかつメタ


ン生成菌に特異的に作用する増殖阻害法について、その効力を試行する。 


また、メタン生成菌Methanococcus maripaludisでの、腐食に関係すると思われる遺伝


子を同定する方法（例えば、腐食に関与すると考えられる遺伝子を破壊し、破壊株の腐食


能と調べる）を調査する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


調査項目（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


以下のような課題を調査･検討し、得られた情報をデータベースとして整備する。 


①擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査（平成17年度終了） 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


⑤安全性に関する調査 


 


また、これらの課題は日本及びインドネシア沿岸の海水を対象に、概ね以下のようなスケ


ジュールで実施するものとする。 


 


 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 


(2)① 


 ② 


 ③ 


 


 ④ 


 ⑤ 


    


（日本沿岸の微生物） 


（インドネシア沿岸の微生物） 


（調査の進展に伴い、必要に応じ、調査内容、スケジュールなどは変更することがある。） 


 


（平成１９年度事業内容） 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


マラッカ海峡の海水中の微生物群集解析を実施する。また、この海水中より、石油分解


菌・乳化菌を分離する。これらの結果を、前年度までのジャカルタ湾での微生物群集解析


結果、石油分解菌・乳化菌分離結果と比較する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 
③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


インドネシアにおいて、前年度の方法を改良し、よりスケールアップした、海浜模擬実


験を行う。浄化実験開始後一定期間をおいて砂礫をサンプリングして、石油成分の変動と


微生物群集構造の変化をモニタリングする。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


一方日本では、昨年度は20℃で海浜模擬装置実験を行ったが、本年度はインドネシア海


水の温度である30℃で、砂礫に吸着したムース油の微生物分解が、バイオスティミュレー


ションよってどのような影響を受けるかを調査する。浄化実験開始後一定期間をおいて砂







礫をサンプリングして、石油成分の変動と微生物群集構造の変化をモニタリングする。更


に分解を受けず剥離により砂礫から除去された油の量の定量を試みるとともに、そこに付


着した微生物をPCR-DGGE解析で検出する。（株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


また、前年度に引き続き新規バイオレメディエーション評価法として、浄化現場で発現


している遺伝子をモニタリングする方法の開発を行う。本年度は、石油分解系遺伝子の効


率的な検出を可能にするために、cDNAライブラリーからhousekeeping geneを除去する方


法を確立するとともに、確立した方法をバイオレメディエーション実験に応用し、有効性


を評価する。（株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


前年度までに得られた新規性の高い石油分解単離株のバイオレメディエーションにおけ


る役割を明らかにするとともに、分類学的性質を解明する。16S rRNA遺伝子の配列解析デ


ーターから新規性の高い配列をもつ分離株について、分類学的同定を行うために、より詳


細な分類学的調査（生理学的調査、脂肪酸組成調査、など）を行う。（独立行政法人製品


評価技術基盤機構、株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


また、乳化作用を持つ菌の乳化活性を測定する。（株式会社海洋バイオテクノロジー研


究所） 


 


⑤安全性に関する調査 


流出油除去処理のため、バイオレメディエーション技術を現場に適用した場合、乳化菌


による石油成分の乳化分散、分解菌による石油成分の分解代謝物などが生じることが、前


年度までの調査で明らかになったが、これらの成分が海水に溶解あるいは乳化分散した場


合、海洋生態系の安全性にどのように影響するのか明らかにされていない。そこで本年度


は、石油及びムース油の毒性実験を行い、バイオリメディエーション技術適用の安全性評


価を行なう。（株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


 


（注）．上記の（ ）内の企業・法人は、平成１７～１９年度における委託先である。 


 


５．２ 平成１９年度事業規模 


石特会計（エネ高）：２０８百万円（委託・継続） 


（注）１．事業規模については、多少の変動があり得る。 


 


６．その他の重要事項 


（１）運営・管理 


事業の総合的な運営・管理を図るため、外部有識者を含む調査推進委員会を活用し、進捗


状況や課題の検討、調整を行う。また、必要に応じて当該分野の周辺動向の調査を行い、次


年度の業務委託の可否や、実施内容･体制、予算規模等、所用の見直しを弾力的に行う。ま


た、年度内にあっても、加速的又は緊急的に研究を推進させる必要が生じた場合は、同様に


弾力的な見直しを行う。 


 


（２）継続事業に係る取り扱いについて 


前年度に独立行政法人製品評価技術基盤機構の再委託先であった新日本製鐵株式会社を委







託先とする。 


平成１９年度委託先：独立行政法人製品評価技術基盤機構、新日本製鐵株式会社、株式会社


海洋バイオテクノロジー研究所 


 


７．スケジュール 


（１）本年度のスケジュール 


平成１９年５月   契約 


平成１９年７月上旬 調査推進委員会 


平成２０年１月中旬 調査推進委員会 







（別紙）事業実施体制の全体図 


 


 


 


調査推進委員会 


大学、産業界（石油、土木建設、金属工


業）、国立研究所等の学識経験者 


NEDO,nite,MBI,NSC 


ＮＥＤＯ技術開発機構 


委託 


製品評価技術基盤機構 


(nite) 


（１）石油関連施設腐食対策 


②腐食部分の微生物の培養 


③腐食試験、腐食作用機構の調査 


④菌保存と関連情報のデータベース化 


⑤腐食低減条件調査と基盤情報整備 


（２）石油の海洋汚染対策 


②石油分解菌の実験室での増殖、解析 


③石油分解菌の海浜模擬試験、解析 


④分離石油分解菌の特性の調査 


（２）石油の海洋汚染対策 


（主に日本沿岸の微生物を対象） 


③石油分解菌の海浜模擬試験、解析


④分離石油分解菌の特性の調査 


⑤安全性に関する基礎調査 


海洋バイオテクノロジー


研究所(MBI)
（１）石油関連施設腐食対策 


③腐食試験、腐食作用機構の調査 


新日本製鐵株式会社


(NSC) 


 







Ｐ０５０３２


平成２０年度実施方針 


 


環境技術開発部 


 


１．件名：プログラム名 燃料技術開発プログラム 


（大項目）微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査 


 


２．根拠法 


独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第二号 


 


３．背景及び目的・目標 


現在の人類が直面する大きな課題として、エネルギーや資源の確保と、その利用にあたって


の安全と環境の保全がある。この中で石油資源の適正な管理は重要な課題であるが、わが国に


とっては、その輸送、保管などの過程における安全の確保、事故や環境汚染への対処力の向上


は、地球環境問題への貢献につながるとともに、関連諸国に対する国際的な貢献として意義の


あるものである。 


こうした石油資源の輸送･保管にかかる問題として、タンカーなどの海難事故や、石油施設


における腐食などによる石油の流出があり、こうした事故を防止し、また事故による環境汚染


を回復する技術基盤の向上が求められる。 


他方、こうした石油の環境安全において、環境中の微生物が重要な役割を果たすことは良く


知られているが、その現場における対策適用のための情報はまだ不十分な状況である。本調査


ではこれらの中で特に微生物の寄与が大きいと考えられる、（１）石油製品の保管取扱施設の


漏洩事故における微生物腐食への対策と、（２）石油の国際輸送過程での環境汚染修復におけ


る微生物の活用（バイオレメディエーション）について調査を行う。 


 


最終目標（平成２０年度） 


（１）石油関連施設微生物腐食対策 


石油備蓄基地設備（備蓄タンク、原油移送配管類、付属設備等）の腐食において、微生物


が関与する現象は、微生物腐食（Microbiologically Influenced Corrosion: MIC）と呼ば


れ、古くから問題視され研究されてきたが、その原因菌や腐食の機構については不明な点が


多い。微生物腐食は、備蓄基地設備のみならず、石油掘削用資材や天然ガス・パイプライン


等でも問題となっており、米国での損害は年間1200億ドル、腐食防止に使われる殺菌剤の費


用のみでも年間13億ドルに上っている。腐食のうち何パーセントが微生物腐食によって起こ


るかについては、確定的な見解は得られていないが、全体の70%近くに達するとの見解もあ


り、わが国においても微生物が関与したと思われる設備の腐食の事例は多く観察されている。 


こうした微生物腐食の機構は複雑であると思われるが、微生物腐食の研究を効率的に推進


し、防食技術を開発するためには、現場での腐食対策に従事している人たちとの密接な協力


のもと、微生物腐食に関与すると思われる微生物の分離・同定を行うことが第一に必要であ


る。さらに、分離された微生物について、その腐食の機構を明らかにすることが求められる。


本調査では、石油設備の腐食に関与する微生物を、最新の分子系統学的手法を駆使し、分


離・同定し、その特性などを明らかにし、対策実施のための基盤的情報の整備を行うことを


目標とする。 







具体的には以下の調査項目を実施する。 


①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析、腐食部分の微小構造の調査 


設備材料の腐食部分に生育する微生物の種類を明らかにする。また、腐食部分の微


細構造を調査し、生育している微生物種と構造的にみた腐食状態との関連の有無を明


らかにする。(平成１８年度終了) 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


腐食部分で生育する微生物を純粋培養し、腐食試験を実施する。分離した微生物に


関しては、分類学的同定等、微生物の基礎的な性状を明らかにする。 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


石油関連施設サンプルの集積培養物から分離した鉄腐食性微生物による腐食条件を


探索し、腐食菌種差による腐食微細構造などの違いを調べ、腐食作用機構を明らかに


する。 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


腐食菌を培養・保存できる条件や生理学的性状、及びゲノム情報等をデータベース


化する。また、これら関連情報をもとに、これら腐食菌を、自然環境で検出する方法


を確立する。 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


腐食菌の増殖を阻害するための条件に関する文献調査を実施し、その効力をテストす


る。また、腐食菌の腐食に関係すると思われる遺伝子の同定方法を調査する。 


 


（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


日本向けの石油輸送において、インドネシア周辺海域の占める地位は極めて大きい。この


海域は、狭く浅瀬が多いうえに１日数百隻もの大型タンカーが行き交う海の難所でもあり、


航行過密による接触事故や海洋汚染も懸念されている。日本向けタンカーでは祥洋丸(1975)、


長崎スプリット号(1992)、マースクー・ナビゲータ号(1993)などの事故が知られているが、


今後この海域で大規模な原油流出事故が起きた場合には生物資源の豊富なこの地域の環境に


多大な影響が懸念され、事前の対策検討が必要である。オイルフェンスなどの緊急対策設備


の設置などについては、わが国とインドネシア政府の協力により対策が進められているが、


沿岸部の長期的な汚染の修復については対策が準備されていない。 


石油流出事故後の環境修復技術の一つとして、微生物を用いた浄化、いわゆるバイオレメ


ディエーション、特に現存微生物の活性化による環境浄化（バイオスティミュレーション）


がある。この技術は、アラスカの石油流出事故の際に使用され、その後幾つかの研究が行わ


れているが、それらは、まだ一般的技術として普及するに至っていない。特にインドネシア


沿岸などの高温の水域でどのような石油分解微生物が存在し、どのような条件下で“活性


化”されるかについては情報が得られていない。このため、これに関する調査を実施して情


報を整備しておくことは重要であり、石油輸送の環境汚染対策を向上させ国際貢献に資する


ものと考えられる。本調査では、インドネシア沿岸などにおける石油流出事故へのバイオレ


メディエーションの適用にあたり、当該微生物等の特性を明らかにし、対策実施のための基


盤的情報の整備を行うことを目標とする。 


 


具体的には以下の調査項目を実施する。 


①擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査 







熱処理で軽質分を取除いた原油のムース化条件、及び GC-MS による原油中の有機化


合物の分析条件を設定する。また、このムース化油が付着した砂礫を作製し、非生物


的な除染の状況を調べる。（平成１７年度終了） 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


日本国内、インドネシア沿岸、及びマラッカ海峡の海水中の微生物群集解析を実施す


る。また、これら海水中より石油分解菌・乳化菌を培養・分離し、分類学的に比較解析


する。（平成１９年度終了） 


③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


日本とインドネシアで海浜模擬実験およびインドネシアで海浜実環境試験を行い、砂


礫をサンプリングして、石油成分の変動と微生物群集構造の変化をモニタリングし解析


する。また、バイオレメディエーションの新規評価方法の確立を目指す。 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


分離した石油分解菌について、様々な炭化水素の分解能力等を調べ、その代謝経路等


の解析を行う。また、乳化作用を持つ菌の乳化活性を測定する。バイオレメディエー


ションにおける役割を明らかにするとともに、分類学的性質を解明する。 


⑤安全性に関する調査 


石油分解菌、及び石油分解代謝物の安全性テストの調査と確認試験等を行い、汚染現


場へのバイオレメディエーション技術適用の安全性について評価する。 


 


４．実施内容及び進捗状況 


４．１ 平成１９年度委託事業内容 


以下の調査項目（１）、（２）を委託により実施した。 


調査項目（１）石油関連施設微生物腐食対策 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


・14環境試料（石油タンクおよび腐食環境由来）より、30属以上の細菌および6属のメタン


生成菌（アーキア）の分離に成功した。これら分離株について生理・生化学性状を調査


し、腐食試験でMethanococcus maripaludis、Desulfovibrio sp.、Thiomicrospira sp. に腐


食能が観察された。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


・好気性微生物による腐食試験：水溶性ガス田ヨード回収施設（腐食環境）で


Rhodobactereaceaやヨードイオン酸化細菌の存在を確認し、6株のヨウ素イオン酸化細菌


の分離に成功。dMB-MAT3株とIOB32株で強い腐食能を観察。ヨードイオンをヨウ素に酸


化し、ヨウ素が鉄の腐食を引き起こすと推定した。dMB-MAT3株は低いヨウ素イオン濃度


で腐食を引き起こすことから、菌体表面にヨウ素を濃縮させる機構を持つと推測した。


（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


・嫌気性微生物による腐食試験：腐食性のメタン生成菌Methanococcus maripaludisと硫酸


塩還元菌との共培養では、先ずメタン生成菌が増殖し、次いで硫酸還元菌が増殖すること


を確認した。この混合培養系での腐食を化学量論的に考察すると、メタン生成菌単独では


コントロールの16倍、混合系では70倍の腐食が起こると判明した。Bacteroides-like 
bacterium MIC1-1株は硝酸塩還元菌であり硝酸塩存在下で腐食能を示し、乳酸やピルビン


酸、酢酸の添加で腐食能が上昇することを観察した。（独立行政法人製品評価技術基盤機







構） 


・好気性微生物と嫌気性微生物の共存による腐食試験：腐食環境試料から鉄ホイルを使用し


た新規分離方法で金属付着性の細菌を6株純粋分離し解析した。9aB1株は、他の金属付着


性細菌の100～1000倍の速度で付着すると判明。鉄ホイル上に吸着させバイオフィルムを


発達させると、溶存酸素による鉄ホイルの腐食を低減した。一方、これらの金属付着性細


菌のバイオフィルムが形成した鉄ホイルをヨウ素イオン酸化細菌の培養液に投入して簡易


腐食試験を行った結果、バイオフィルムはヨウ素イオン酸化細菌によって引き起こされる


腐食には保護効果を示さないことを確認した。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


・腐食部分の微小構造の調査：腐食性メタン生成菌を単独で培養した場合と、硫酸塩還元菌


との共培養の場合で、共培養の場合には腐食が促進され、主要な腐食生成物はメタン生成


菌単独による腐食と同じ炭酸鉄であることを確認。共培養においても主要な腐食原因菌は


メタン生成菌と推定される。また、腐食ピットの底に塩素が濃化することを明らかにし、


更にタールエポキシ樹脂で塗装した鉄試験片の腐食試験で、塗膜欠陥部の激しい腐食のみ


ならず、塗膜の劣化剥離現象を新たに見出した。（新日本製鐵株式會社） 


・Methanococcus maripaludis KA1株のゲノム解析および腐食関与遺伝子の絞込み：H18年


度にMethanococcus maripaludis KA1株、H19年度に同OS7株の純粋分離に成功。生育至


適温度と鉄腐食能の至適温度は、共に35～42℃あった。鉄と共に様々な電子供与体（水


素・ギ酸・水素+ギ酸）を培地中に与えた場合でも腐食能を有することから、鉄腐食性メ


タン生成菌によるメタン生成および増殖は、鉄の腐食に直接は関係しないことが示唆され


た。2-bromoethanesulfonic acid (BES)をこのメタン生成菌に加えると、メタン生成およ


び増殖は止まるが、水素が発生し鉄の腐食が起こる等から、腐食メカニズムに関する新た


なモデルを提案した。また、メタン生成菌のDNA抽出法を改善し、ゲノム解析に提供可能


なDNAを抽出した。独立行政法人製品評価技術基盤機構の交付金によって、上記KA1株お


よびOS7株のゲノムの完全解読をほぼ完了した。Hydrogenase、Cytochrome、pili


（secretion pathway）等に着目して腐食に関与する遺伝子の絞込みに着手した。（独立


行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


・腐食に関係する細菌の16S rDNA遺伝子（硫酸塩還元菌およびメタン生成菌）、dsr（SRBの


異化的亜硫酸還元酵素）、mcr（メタン生成菌のメチルコエンザイムA還元酵素）について


プライマーを設計し、standardとDNA試料を用いてreal time PCRを行い、これらの遺伝子


が検出できることを確認した。環境中のメタン生成菌および硫酸塩還元菌の定量を可能に


した。また、OS7株のゲノム配列を参照しつつ腐食性メタン生成菌固有の遺伝子の絞込み


に着手した。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


・微生物腐食防止に用いられている過酸化水素（終濃度 3%）、次亜塩素酸ナトリウム（終


濃度 0.5%）、グルタルアルデヒド（終濃度 2.5%）による、メタン生成菌による微生物腐


食への阻害効果を調べ、グルタルアルデヒドが防止剤として最も優れていることが示され


た。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


 







調査項目（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析 


・マラッカ海峡の三箇所（Batu Berhanti, Batu Merah, Nongsa）においてサンプリングを


実施し、(1)自然海水中の微生物群集解析、および(2)原油とＮおよびＰの栄養塩存在下で


増殖してくる微生物の群集解析をDGGE解析で行なった。その結果、(1)同じマラッカ海峡


沿岸であっても、異なるサンプリングサイトでの自然海水中の微生物の構成は異なってい


ること、しかし(2)原油存在下で集積されてくる微生物は、サンプリングサイトが異なっ


ても同じであることが示された。また、マラッカ海峡海水より集積された微生物構成は、


ジャカルタ湾海水より集積された微生物構成に類似していたが、日本（内房・富津および


外房・鴨川）海水より集積された微生物構成とは異なっていた。インドネシアであるか日


本であるかに関らず総ての集積培養においてAlcanivorax属が優占化していたが、インド


ネシアおよび日本から分離されるAlcanivoraxは、種のレベルでの差異が認められた。 


・（石油汚染されていない）インドネシア海水および日本海水中の石油分解菌の分布を調べ


るために、これらの海水中の微生物を、原油を唯一の炭素源とする培地に蒔き、そこで増


殖してくる微生物を分離した。インドネシア海水からは、Oceanobacteria類縁菌を始め


としたgamma-Proteobacteriaに属する菌が多数分離されたが、日本海水よりは、alpha-
ProteobacteriaおよびActinobacteriaに属するものが多く分離された。（独立行政法人製品


評価技術基盤機構－共同実施インドネシア科学院） 


 
③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


・ジャカルタ湾沖のパリ島珊瑚礁内でバイオレメディエーションの海浜模擬試験を一ヶ月間


にわたり実施。肥料添加により微生物の活性（砂からの油の剥離）が促進されることを確


認。砂付着と剥離した油を抽出し、原油各成分の構成比を調べた。砂に付着している原油


では、その成分の変化がほとんど認められず、顕著な微生物分解は起こっていないものと


考えられた。一方、剥離した油では、アルカンやPAHの分解が進んでいた。以上の結果か


ら、バイオレメディエーションは以下の事象のように進むと推定した。(a)栄養塩存在下


で石油分解菌の増殖が促進される。(b)この結果、石油成分の乳化・分解が促進される。


(c)乳化・分解に伴って、石油成分は流出する。(d)流出した石油成分は、さらに微生物分


解を受ける。（独立行政法人製品評価技術基盤機構－共同実施インドネシア科学院） 


・日本の海浜模擬装置実験においては、インドネシア海水の温度である 30℃における砂に


吸着したムース油へのバイオスティミュレーションの効果を調べる実験（ＧＣ／ＭＳによ


る成分分析および吸光度測定による全石油分定量分析）を行い、30℃で原油ムースは柔ら


かく壊れやすいこと、バイオスティミュレーションにより砂付着油の離脱と分解が促進さ


れること、離脱油には Thioalkalivibrio の近縁種など特徴的な微生物が付着していること


が明らかとなった。これらの結果より、インドネシアでの流出油浄化にバイオスティミュ


レーションが有効であることが示唆された。（株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


・以上の解析結果を踏まえ、インドネシア現地において実環境下でのバイオレメディエー


ション実験を行った。その結果、海浜模擬装置試験結果と同様、実海域でも徐放性肥料の


添加により砂礫付着油の離脱促進効果がみられた。（株式会社海洋バイオテクノロジー研


究所、製品評価技術基盤機構－共同実施インドネシア科学院） 


・また、前年度に引き続き新規バイオレメディエーション評価法として、浄化現場で発現し


ている遺伝子をモニタリングする方法の開発を行った。本年度はcDNAライブラリーから







housekeeping geneを除去する方法としてsubtractive hybridization法を導入し、その効


果を確認した。確立した方法をバイオレメディエーション実験に応用してその有効性を確


認するとともに、Alcanivoraxの炭化水素分解系遺伝子がバイオレメディエーションの指


標になることを示唆するデータを得た。（株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


・前年度までにインドネシア海域から600株の石油分解菌を単離し、これら菌株のうち、こ


れまでに原油分解菌として報告のない51属の石油分解単離株について、原油中のさまざま


な炭化水素の分解能力（基質特異性と活性）を調べ、同じAlcanivorax属に分類された菌


でも、アルカンの資化能力が著しく異なるグループが存在することが明らかになった。


Alcanivorax属には分岐鎖アルカンを分解するものもが多いが、インドネシア海域に多数


生息する石油分解菌であるOceanobacter属の株では、分岐鎖アルカンの資化能力は認め


られなかった。なお、これまでに単離株より取得した石油分解関連遺伝子（alkBおよび


cyp153）のより詳細な解析を継続中である。（独立行政法人製品評価技術基盤機構－共


同実施インドネシア科学院、株式会社海洋バイオテクノロジー研究所） 


・また、菌の乳化活性を測定する方法を確立し、海浜模擬装置における浄化実験中に得たサ


ンプルから乳化作用を持つ細菌を単離した。該単離菌のなかに高い乳化作用をもつものが


いることを確認した。更に、今までに単離した石油分解菌と乳化菌（全体で51株）の凍結


保存を作成し、独立行政法人製品評価技術基盤機構への移管準備を完了した。（株式会社


海洋バイオテクノロジー研究所） 


 


⑤安全性に関する調査 


・東南アジア原産の海産魚であるジャワメダカ卵を用いて原油、ムース化油及び原油分解液


の毒性実験を行った。その結果、原油水溶性画分、ムース化油水溶性画分とも油分上昇に


伴い、卵死亡率の上昇が認められ、それぞれ最高濃度区ではほとんどの卵の死亡を確認し


た。一方、分解液を10、50及び250倍希釈した試験水では、ほとんどの卵の死亡を確認し


た。（国立大学法人鹿児島大学） 


・また、毒性実験に用いた海水の油分を測定したところ、原油水溶性画分及びムース化油水


溶性画分の最高油分は、98μｇ/Ｌ及び64μｇ/Ｌであったことから、油分64μｇ/Ｌで卵


に著しく有害な影響が現れるものと考えられる。一方、原油分解液の最大、最小油分濃度


は94μｇ/Ｌ及び不検出（＜0.1μｇ/Ｌ）であり、最小濃度でも高い毒性が観察されたこ


とから、PAHs以外の成分（PAHs分解産物を含む）の寄与も考えられた。（株式会社海洋バ


イオテクノロジー研究所） 


 


４．２ 実績推移 


 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度


実績額推移 


石特会計（エネ高）（百万円） １９１ ２５６


 


２２８ 


     


特許出願件数（件） ０ ２ ２ 


論文発表件数（報） ０ ０ ０ 


フォーラム等（件） ２ ５ １０ 







５．調査内容 


５．１ 平成２０年度事業内容 


以下の調査項目（１）、（２）について委託により実施する。 


調査項目（１）石油関連施設微生物腐食対策 


本テーマにおける調査課題は以下のとおりである。 


①設備材料の腐食部分の微生物群集の解析､腐食部分の微小構造の調査(平成１８年度終了) 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


 


また、これらの課題につき、概ね以下のようなスケジュールで実施するものとする。 


 


 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 


(1)① 


 ② 


 ③ 


 ④ 


 ⑤ 


    


（調査の進展に伴い、必要に応じ、調査内容、スケジュールなどは変更することがある。） 


 


（平成２０年度事業内容） 


②腐食部分で生育する微生物の純粋培養 


・当初の計画では、この課題についてはH19年度で終了する予定であったが、従来予想もさ


れなかった硝酸塩還元細菌による腐食の誘導がH19年度までに観察されたため、集積培養


した微生物の純粋培養化を継続し、分離した微生物に関しては、分類学的同定等、微生物


の基礎的な性状を明らかにする。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


③培養微生物による腐食試験、腐食作用機構の調査 


・当初の計画では、この課題についてはH19年度で終了する予定であったが、H19年度までに


分離された腐食菌、および②で新たに分離される腐食菌について、腐食作用機構を継続し


て考察する。 


・腐食性メタン生成古細菌による腐食機構の解明：鉄腐食を引き起こすメタン生成古細菌、


KA1株およびOS7株のゲノム解析結果をもとに、KA1株およびOS7株の遺伝子発現解析を


行い、腐食進行と連動する遺伝子情報を獲得し、腐食候補遺伝子の絞込みを行い、メタン


生成古細菌による腐食機構を推定する。また、硫酸塩還元菌との混合培養による腐食能の


増加原因について作業仮説を立て、その妥当性を新日本製鐵株式會社と分担して検証する。


（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


・硝酸塩還元細菌：腐食作用を持つ硝酸塩還元細菌MIC1-1株が、炭素源（酢酸、乳酸、ピ


ルビン酸など）を添加した条件で金属腐食が生じるか検討する。金属腐食が生じた際には、


新日本製鐵株式會社と共同で、腐食鉄量の定量的な解析および腐食生成物の解析を行う。


（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 







・金属への付着能の測定：腐食性メタン生成古細菌の金属表面への付着能（速度）を測定す


るとともに、非腐食性メタン生成古細菌や硫酸塩還元細菌に対しても同様の測定を行い、


金属付着性細菌と金属腐食性微生物とを混合培養した場合について検討を行う。（独立行


政法人製品評価技術基盤機構） 


・腐食性メタン生成菌と硫酸還元菌を用いて腐食試験を実施し、腐食能が増加する原因につ


いて作業仮説を立て、その妥当性を検討する。H19年度の調査で明らかになった両菌によ


る塗装試験片の腐食作用機構に関しても調査を進める。硝酸塩還元菌など他の嫌気性菌に


関しても腐食試験の進捗に応じて腐食生成物の解析を実施する。（新日本製鐵株式會社） 


 


④分離･培養した腐食菌の保存と関連情報のデータベース化 


・H19 年度までに分離された腐食菌、および②で新たに分離される腐食菌について、その一


般的性状（分子系統学的解析と至適培養条件、保存条件等）を明らかにするとともに保


存・分譲体制を整え、腐食微生物情報と微生物腐食診断法を統合してデータベース化する。


（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


⑤腐食低減のための条件等の調査と基盤情報の整備 


・腐食菌の検出技術開発：腐食菌を現場サンプルから検出するため、腐食試料からの DNA


抽出のプロトコールを確立し、real-time PCR により腐食試料中の微生物の検出方法の確


立を行う。腐食試料からの最適な DNA 抽出のために、スキムミルクや RNA の添加効果を


比較し、最適なプロトコールを確立する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


・防食技術確立のための調査：防食技術確立のための基礎情報として、一般に用いられて


いる安価な増殖阻害剤の効果を検討し、特に増殖阻害剤の生存率に対する影響を調べる。


また、増殖阻害剤の効果と環境条件（還元剤の存在、酸素の有無、温度等）の点につい


ても検討する。更に、石油パイプラインの高温滅菌の可能性を探るため、メタン生成菌


の増殖および生存に関して、温度依存性を検討する。（独立行政法人製品評価技術基盤


機構） 


・現場に則した条件での腐食試験：分離した腐食菌を現場の複雑な微生物と共存させた状態


で腐食試験を実施する。腐食環境から分離した微生物の実環境での腐食能について、腐食


菌の挙動や腐食への影響度は明らかにする。実環境での影響度を検討するために、環境試


料（海水や可能であればタンク底水等）を用いた腐食再現試験を行い、滅菌区、生試料区、


および各々への腐食菌添加区での腐食量を定量的に比較することで、実環境に近い状態で


の腐食能について検討を行う。また、微生物腐食が疑われる石油流出事故が報告された場


合は、石油連盟、および本プロジェクト分科会、推進委員会委員と協力し、現場での調査


を実施する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構） 


 


調査項目（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 


以下のような課題を調査･検討し、得られた情報をデータベースとして整備する。 


①擬似的石油汚染条件の設定と非生物的除染の調査（平成１７年度終了） 


②沿岸海水中の石油分解菌の実験室での増殖、解析（平成１９年度終了） 


③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


⑤安全性に関する調査 







また、これらの課題は日本及びインドネシア沿岸の海水を対象に、概ね以下のようなスケ


ジュールで実施するものとする。 


 


 


 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 


(2)① 


 ② 


 ③ 


 


 ④ 


 ⑤ 


    


（日本沿岸の微生物） 


（インドネシア沿岸の微生物） 


（調査の進展に伴い、必要に応じ、調査内容、スケジュールなどは変更することがある。） 


 


（平成２０年度事業内容） 


③沿岸海水中の石油分解菌の現地での海浜模擬実験での増殖、分離、解析 


・インドネシア海域での石油分解菌・乳化菌群集解析：ロンボク島周辺等の石油分解菌・乳


化菌群集解析を行い、日本への主要なオイルロードの周辺での一般海洋細菌および石油分


解菌の調査を完結する。複数地点より採取した海水を用いて自然海水中の微生物群集構造


解析、栄養塩濃度分析、石油分解菌の直接分離を行うとともに、原油を用いた集積培養を


行い、集積されてくる微生物群を比較する。ジャカルタ湾沖およびマラッカ海峡、ロンボ


ク海峡の沿岸海水を用いて得られた微生物群集構造解析結果、石油分解菌・乳化菌の分離


結果を比較解析する。さらに同様の実験を日本沿岸海水について行い、温帯域と熱帯域と


の差異についても比較検討する。海水採取時期により差異が生じることが考えられるため、


時期を変えて海水を採取し、再現性についても確認する。（独立行政法人製品評価技術基


盤機構－共同実施インドネシア科学院） 


・インドネシア、パリ島海浜における実環境バイオレメディエーション実験：インドネシア、


パリ島海浜において、実環境における石油分解実験を独立行政法人製品評価技術基盤機構


が大成建設株式会社に再委託して実施する。実施方法は、H19年度の試験結果に基づき、


必要な改良（栄養塩供給法、カラム中の原油抽出法など）を加える。また、バイオレメ


ディエーション処理で変化する砂礫および現場海水の微生物叢を解析し、バイオレメディ


エーション終了後、微生物天然フロラの回復が見られるか調査すると共に、浄化現場で発


現している遺伝子をモニタリングする方法（community transcriptome法）を適用し、石


油成分の減少（GC/MS分析）、微生物群集解析（DGGE分析等）と比較し、バイオレメディ


エーションにおける微生物の活動を把握する。更に、小型カラム装置を使用した実験室内


でのバイオレメディエーション実験を継続して行い、砂礫に付着したままの油、移動した


油の量を把握するとともに、H19年度確立した内部標準による原油成分の絶対量測定法等


を使用し、原油分解を経時的に測定する。また、微生物群集解析および栄養塩濃度等につ


いて経時的なデータを取得する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構－共同実施インド


ネシア科学院、－大成建設株式会社） 


 


④分離した石油分解菌の石油分解の特性の調査 


・インドネシア沿岸の海水中の石油分解菌・乳化菌の分離：ロンボク海峡海水を用いての石







油分解菌・乳化菌群集解析において、新規の石油分解菌が存在する思われる結果が得られ


た場合には、これらの新規石油分解菌の分離を試みる。 


・石油分解菌・乳化菌群集による石油分解・乳化能の解析：これまでに単離した石油分解菌


のうち、32属168株の株について機能解析（アルカン・PAHs分解特性、乳化能）および石


油分解関連遺伝子のクローニングを行う。また、単離菌株のグリセロールストックを作成


し、これまでに解析した菌株の機能および遺伝子情報と併せて、データベースを構築し、


インターネット上で公開する。 


・一般的解析：これまでに分離された菌株の中で未整理の菌株かつ分類学的に新規性の高い


ものについて、新種・新属を提案するために必要な化学分類学的性状を測定する。選抜後


の菌株数は約50株（種類）を目安とする。おもにLIPI-Biologyの研究員と共に実施する 


・本プロジェクトによって、世界最大の石油分解菌・乳化菌ライブラリーが構築され、この


成果を論文等にまとめ、世界に発信するとともに、菌株をNBRCに寄託し、また、データ


ベースを構築し、インターネット上で公開する。（独立行政法人製品評価技術基盤機構－


共同実施インドネシア科学院） 


 


⑤安全性に関する調査 


魚類による、原油水溶性画分、原油分解液からの多環芳香族炭化水素（PAHs）蓄積実験


を実施する。マダイ、ヒラメと比較してジャワメダカは高分子PAHs、特にB(a)P、を蓄積


することが分かっているので、材料としてはジャワメダカを使用する。原油水溶性画分あ


るいは原油分解液の希釈液でジャワメダカ成魚を飼育し、体内のPAHs蓄積量を測定する。


結果は、［PAHsの蓄積濃度（原油水溶性画分）－ PAHsの蓄積濃度（原油分解液）］の値


から判断する。上記の値がゼロあるいは負の値であれば、魚類PAHs蓄積に対する原油分解


液の影響なしと判断できる。なお、H19年度試験で高い毒性の認められた原油分解液につ


いて、その毒性値の確度を上げるための再試験を実施し、同時に毒性限界値を明らかにす


る。（鹿児島大学） 


 


（注）．上記の（ ）内の企業・法人は、平成１７～２０年度における委託先である。 


 


５．２ 平成２０年度事業規模 


エネルギー対策特別会計（需給）：１８６百万円（委託・継続） 


４百万円（委託・新規） 


（注）１．事業規模については、変動があり得る。 


 


６．事業の実施方式 


「調査項目（２）石油の国際輸送における海洋汚染対策 ⑤安全性に関する調査」は、平成


２０年度は、公募によって実施者を選定し、委託して実施する。 


 


６．１ 実施体制図（別紙参照） 


 


６．２   公募 


（１）掲載する媒体 


「ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページ」で行う。 







（２）公募時期・公募回数 


平成２０年３月の１回行う。 


 


（３）公募期間 


１４日間とする。 


 


６．３ 採択方法 


（１）審査方法 


委託先の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯ技術開発機構によ


る内部審査により行う。 


 


（２）公募〆切から採択決定までの審査等の期間 


１０日間以内とする。 


 


（３）採択結果の通知 


採択結果については、ＮＥＤＯ技術開発機構から申請者に通知する。なお不採択の場


合は、その明確な理由を添えて通知する。 


 


（４）採択結果の公表 


採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。 


 


７．その他の重要事項 


７．１ 運営・管理 


事業の総合的な運営・管理を図るため、外部有識者を含む調査推進委員会を活用し、進捗


状況や課題の検討、調整を行う。また、必要に応じて当該分野の周辺動向の調査を行い、次


年度の業務委託の可否や、実施内容･体制、予算規模等、所用の見直しを弾力的に行う。ま


た、年度内にあっても、加速的又は緊急的に研究を推進させる必要が生じた場合は、同様に


弾力的な見直しを行う。 


 


７．２ 継続事業に係る取り扱いについて 


平成１９年度・終了委託先：株式会社海洋バイオテクノロジー研究所（解散のため） 


平成２０年度・継続委託先：独立行政法人製品評価技術基盤機構、新日本製鐵株式会社 


 


８．スケジュール 


（１）平成２０年度のスケジュール 


平成２０年３月上旬 部長会 


３月中旬 公募開始 


３月下旬 公募〆切 


応募案件審査 


採択決定 


７月上旬 調査推進委員会 


平成２１年１月中旬 調査推進委員会 







（別紙）事業実施体制の全体図 


 


 


 


調査推進委員会 


大学、産業界（石油、土木建設、金属工


業）、国立研究所等の学識経験者 


NEDO, NITE, NSC, 鹿児島大学 


ＮＥＤＯ技術開発機構 


委託


（１）石油関連施設腐食対策 


②腐食部分の微生物の培養 


③腐食試験、腐食作用機構の調査 


④菌保存と関連情報のデータベース化 


⑤腐食低減条件調査と基盤情報整備 


（２）石油の海洋汚染対策 


②石油分解菌の実験室での増殖、解析 


③石油分解菌の海浜模擬試験、解析 


④分離石油分解菌の特性の調査 


 


 


 
（２）石油の海洋汚染対策 


（主にインドネシア沿岸の微生物を対象） 


②石油分解菌の実験室での増殖、解析 


③石油分解菌の海浜模擬試験、解析 


④分離石油分解菌の特性の調査 


インドネシア科学院


(LIPI） 


共同実施 再委託 


 
 
 
（２）石油の海洋汚染対策 


（主にインドネシア沿岸の微生物を対象） 


③石油分解菌の海浜模擬試験、解析 


 


大成建設株式会社 


（２）石油の海洋汚染対策 


⑤安全性に関する調査 


鹿児島大学 


（１）石油関連施設腐食対策 


③腐食試験、腐食作用機構の調査 


新日本製鐵株式會社


(NSC) 


 製品評価技術基盤機構 


(NITE) 
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平成２０年度 事業原簿（ファクトシート） 


 


平成２０年 ４月 １日作成 


平成２１年 ３月３１日更新 


制度・施策名称 工業標準・知的基盤の整備 


事業名称 
微生物を利用した石油の環境安全対策に関


する調査 


コード番号：P05032 


推進部署 環境技術開発部 


事業概要 


石油資源の輸送、備蓄などの過程における環境汚染・腐食漏洩事故


の防止・浄化に対し微生物作用を活用するための情報整備を行う。 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


石油備蓄設備等を腐食させる微生物の分離・同定技術、及びその除


去又は働きを低減させる技術を確立し、データベースとして整理する


ことで、知的基盤としての活用を可能とする。 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


バイオレメディエーションを実現する微生物の分離・同定技術、及


び最適な栄養塩添加条件等を解明し、データベースとして整理するこ


とで、知的基盤としての活用を可能とする。 


事業規模 


事業期間：平成１７～２０年度 


単位：百万円 H17 年度


（実績）


H18 年度


（実績）


H19 年度


（実績）


H20 年度


（実績） 


合計 


予算額 ２０１ ２６１ ２０９ １９１ ８６２


執行額 １９１ ２５６ ２２９ １９０ ８６６


(1) 腐食対策 


(2) 汚染浄化 


５８


１３３


７９


１７７


６４


１６５


５４ 


１３６ 


２５５


６１１


１．事業の必要性 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


石油備蓄設備やパイプライン等の維持管理における課題の一つとして腐食対策があ


る。近年、腐食に微生物が関与することが明らかになってきたが、その原因菌による腐


食の機構については不明な点が多く、機構が複合的であることも解明の進展を妨げてい


た。 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


マラッカ海峡等オイルロードでの油濁事故対策として、日本の援助等で油濁防除機材


基地等が設営されているが、オイルフェンスや分散剤では海岸に漂着した油に対応でき


ない。石油分解菌を活用した浄化（バイオレメディエーション）技術は、海岸に漂着し


た油の処理に用いられた実績があり、その効果は実証済みだが、表面海水温度 20℃以下


における漂着油のバイオレメディエーション技術の開発は行われていたものの、表面海


水温度が 30℃に近いマラッカ海峡沿岸での石油分解菌の調査は皆無であり、この海域で


の漂着油のバイオレメディエーション技術は調査開始時点では存在しなかった。 


３ 
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４ 


 


２．事業の目標、指標、達成時期、情勢変化への対応 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


①目標：石油備蓄設備等を腐食させる微生物を分離・同定してライブラリーを構築す


るとともに、微生物の除去又は機能を低減させるための基礎技術の確立を行う。本


技術調査の結果、得られる微生物については、保存・提供を可能とする。 


②指標 


・同定した腐食菌の数 


・開発した技術による微生物腐食の低減・遅延率 


③達成時期：平成２０年度 


④情勢変化への対応：特になし 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


①目標：インドネシア沿岸での漂着油のバイオレメディエーションに関し、栄養塩添


加条件等の最適化を図るとともに、マラッカ海峡沿岸国への適用可能性を確認する。


本技術調査の結果、得られる微生物については、保存・提供を可能とする。 


②指標 


・同定した分解菌の数 


・石油分解・浄化期間の短縮 


③達成時期：平成２０年度 


④情勢変化への対応：石油分解代謝物に魚毒性が疑われたため、平成１９年度から実


施体制に鹿児島大学農学部を加え、石油分解代謝物の安全性テストを実施した。さ


らに、同年度では、インドネシア沿岸における海浜模擬実験装置を用いた石油分解


試験を実施するため、加速的資金を確保・投入した。 


３．評価に関する事項 


(1) 評価時期 


 委託先に関連分野の有識者から成る調査推進委員会を設置し、年２回、事業の計画・


実績について御意見をいただく体制を整備した。平成２１年３月の事業終了後、直ちに


次項による事後評価を実施する。 


(2) 評価方法 


ＮＥＤＯ環境技術開発部に設置する事後評価委員会による外部評価を実施する。 


評価は、経済産業省に報告するとともに、ＮＥＤＯのホームページで公表する。 


［添付資料］ 


(1-1) 平成１７年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定） 


(1-2) 平成１８年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定） 


(1-3) 平成１９年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定） 


(1-4) 平成２０年度概算要求に係る事前評価書（経済産業省策定） 


(2-1) 平成１７年度実施方針 


(2-2) 平成１８年度実施方針 


(2-3) 平成１９年度実施方針 


(2-4) 平成２０年度実施方針 








事業評価書（事後評価書） 


 


作成日 平成２１年１２月 日 


制度・施策名称 工業標準・知的基盤の整備 


事業名称 
微生物を利用した石油の環境安全対策に


関する調査 


コード番号：P05032 


担当推進部 環境技術開発部 


０．事業概要 


石油資源の輸送、備蓄などの過程における環境汚染・腐食漏洩事故の防止・浄化に対


し微生物作用を活用するための情報整備を行う。 


 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


石油備蓄設備等を腐食させる微生物の分離・同定技術、及びその除去又は働きを低減


させる技術を確立し、データベースとして整理することで、知的基盤としての活用を可


能とする。 


 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


バイオレメディエーションを実現する微生物の分離・同定技術、及び最適な栄養塩添


加条件等を解明し、データベースとして整理することで、知的基盤としての活用を可能


とする。 


 


１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


石油備蓄設備やパイプライン等の維持管理における課題の一つとして腐食対策があ


る。近年、腐食に微生物が関与することが明らかになってきたが、その原因菌による腐


食の機構については不明な点が多く、機構が複合的であることも解明の進展を妨げてい


た。 


 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


マラッカ海峡等オイルロードでの油濁事故対策として、日本の援助等で油濁防除機材


基地等が設営されているが、オイルフェンスや分散剤では海岸に漂着した油に対応でき


ない。石油分解菌を活用した浄化（バイオレメディエーション）技術は、海岸に漂着し


た油の処理に用いられた実績があり、その効果は実証済みだが、表面海水温度 20℃以下


における漂着油のバイオレメディエーション技術の開発は行われていたものの、表面海


水温度が 30℃に近いマラッカ海峡沿岸での石油分解菌の調査は皆無であり、この海域で


の漂着油のバイオレメディエーション技術は調査開始時点では存在しなかった。 
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http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p05032.html





１．必要性（社会・経済的意義、目的の妥当性） 


【事後評価委員会による評価】 


＜肯定的意見＞ 


 我が国のエネルギーの大部分は輸入化石燃料に依存しており、未曾有の価格高騰を経


験した現在、石油の輸送や備蓄における環境上の安全・安心の確保に資する本事業は、


社会経済的意義が極めて高い。 


我が国は石油備蓄中の漏出等によるロスを最小限に抑える努力をする必要があり、ま


た、石油輸送中の大規模な事故による環境汚染への対処について国際的な責任がある。


こうした課題は、ＮＥＤＯがかかわるべき高い公共性を備えている。本事業は、これら


の課題に対して微生物作用という共通の切り口で網羅的な調査を実施、これまで手付か


ずであった石油備蓄タンク等の腐食機構を明らかにして裏付けのある適切な対策をもた


らすとともに、沿岸でのタンカー事故等により生じる海岸線の石油汚染に対する浄化処


理に適切な指針を与え、浄化にかかわる微生物を資源化してその情報とともに提供する


ライブラリーを構築するもので、将来の成果利用においても大きな展開が予想され、投


下予算に十分見合う効果をもたらすものである。 


 微生物腐食は、石油関連施設、原子力発電所、水門・鋼管のような水と関わる構造物


など、多くのエネルギー・工業分野において問題視されているが、腐食を引き起こす微


生物の種類に関する情報は少なく、腐食機構は依然として不明であり、そのため、腐食


防止技術はまだ確立されていない。一方、微生物浄化技術は、水温が比較的低い海水環


境において、いくつかの実施例が報告されているが、水温が 30℃近くの海水環境での実


施例は皆無であった。本事業は、民間施設が調査対象であるため、民間企業の関与が欠


かせない一方で、研究リスクが高く、かつ、網羅的な調査であるため、民間企業が実施


できる範囲を超えており、また、成果が広く活用できる点からも、ＮＥＤＯ事業として


実施するにふさわしい。 


 構築される微生物データベースは、国内外の研究者、民間企業など広く社会に利用さ


れるものと期待でき、経済産業省の知的基盤整備施策の目標達成に大きく寄与するもの


と考えられる。 


 インドネシアの研究機関との共同研究を進めて研究成果を共有し、国際貢献でも価値


が認められる。 


 以上の観点から、本事業の目的は妥当だと考えられる。 


 


＜その他の意見＞ 


 石油浄化における研究の蓄積を考えれば、浄化実証試験のような出口を明確にする研


究をもっと強力に進めるべき時期に来ており、本調査の意義は大きい。 


 


６ 


 







２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 


【実施者による自己評価】 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


米国 1996 年統計によれば、天然ガス・パイプラインの損害は、約 150 億ドルに上り、


微生物腐食に関わるものはそのうち、約 20 億ドルであった。英国でのパイプライン腐食


の約半数が微生物腐食によるものである。2006 年 8 月、米国の石油消費の 2.6%を供給す


るアラスカの石油パイプラインが腐食が原因で全面的に操業停止に追い込まれたが、微


生物腐食が原因と言われている。このように、微生物腐食の防止は、石油の安定供給の


観点から重要である。また、微生物腐食は、原子力発電の配管等でも問題視されている。


本調査事業の成果により、こうした微生物腐食による損害を防止することができ、投入


した予算をはるかに上回る利益が得られるものと期待される。 


実施に当たっては、微生物腐食研究者、成果の利用者として想定される石油連盟の専


門家等から成る調査推進委員会を設け、年 2回の開催によりアドバイスを得た。 


 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


日本向け原油を積んだタンカーよりの原油流失事故は過去インドネシア海域で複数回


起こっており、これからも同様の事故が起きる可能性は高い。本調査事業の成果をもと


に、インドネシア政府が使用できるバイオレメディエーション実施マニュアルを作成中


であり、今後、同国海域での原油流出事故の際の汚染浄化対策に活用される。これは、


投入した予算をはるかに上回る、我が国のエネルギー安全保障上の大きな利益となる。 


本調査事業の実施者である（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は、生物多様性


条約の規定に沿って、インドネシア政府と微生物の利用に関する合意書を締結しており、


同国の微生物を日本に持ち出すことができる我が国唯一の機関である。 


実施に当たっては、バイオレメディエーション研究者、成果の利用者として想定され


る石油連盟の専門家等から成る調査推進委員会を設け、年 2 回の開催によりアドバイス


を得た。 
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２．効率性（事業計画、実施体制、費用対効果） 


【事後評価委員会による評価】 


＜肯定的意見＞ 


腐食低減対策の基礎技術確立のために、知見が乏しい腐食機構解明に焦点を当てると


ともに、我が国の石油輸送の要となるインドネシアにて過去に手が付けられていない熱


帯での浄化技術の最適化と適用可能性確認を目指した上で、微生物の資源化も加えてお


り、目標は十分に戦略的で、具体的かつ明確である。設定された指標は、定量的評価に


なじまない面もあるが、目標達成度を判断するには十分であり、適切なものである。 


微生物腐食の防止や石油汚染の浄化に必要な要素技術をカバーした事業を、限られた


予算と期間の中で巧妙に実施しており、関連微生物を幅広く解析する必要性や海外現地


での作業の必要性を考えれば、妥当なスケジュール・予算配分であったと考えられる。 


石油汚染の浄化に関わる研究で評価の高い（株）海洋バイオテクノロジー研究所（Ｍ


ＢＩ）と微生物資源に関わりの深いＮＩＴＥを中核実施機関とし、我が国の石油輸送の


ホットスポットであるインドネシアの政府研究機関を加えた事業実施体制は適切かつ優


れている。ＭＢＩ、ＮＩＴＥ双方で統括する立場にあったリーダーが選任されて研究成


果は良くまとまっており、実施者間の連携は極めて高いレベルにあったと推察される。


タンク製造等に関わりの深い鉄鋼メーカーや石油汚染浄化で実績をもつ建設会社など成


果の利用者を事業に参画させ、さらに、開発推進委員会（分科会を含む。）を定期的に開


催し、大学だけでなく成果利用が期待される民間企業の委員の意見を取り入れる配慮が


なされている。 


微生物腐食における水溶性ガス田への取組から原油備蓄設備における腐食研究への集


中や、石油分解微生物における石油汚染事故の発生に応じた調査など、情勢変化への対


応は適切になされている。適切な実施体制を目指し、毎年度実施体制を見直して再構築


している点も評価できる。 


 


＜問題点・改善すべき点＞ 


達成度の指標（微生物腐食の低減・遅延率や石油分解・浄化期間の短縮）を挙げてい


るのであれば、数値目標が設定できたのではないか。目標の定量化が不十分であるため、


途中段階での目標達成度の測定・判断があいまいになってしまった可能性がある。 


サブテーマの２項目は、調査の最適化の観点からは、別途実施もあり得た。 


石油開発会社、石油備蓄会社等を調査体制に組み込むことが望ましかった。 


4 年間(実質 3年半)の調査期間において、応用面まで実施計画を広げたことにより、機


構の解析のような知的基盤整備への資源配分が少なくなったのではないか。 


 


＜その他の意見＞ 


予算の配分方法には、分かりにくい点がある。 


 費用対効果については、現時点では不明である。ただし、今後、本事業の成果が石油


関連事業に活用されれば、十分な費用対効果が得られると確信できる。 
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３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 


【実施者による自己評価】 


(0) 最終目標に対する達成度 


 最終目標（実施方針から） 成果 評価


微


生


物


腐


食


対


策


技


術


調


査 


1. 微生物腐食に関与すると思


われる微生物の分離・同定 


 


2. 分離された微生物について、


その腐食機構の解明 


 


3. 微生物付保区対策実施のた


めの基盤的情報の整備 


 


 


1. 微生物腐食に関与すると思われる微


生物の分離・同定を行った。 


 


2. 微生物腐食の機構を明らかにした。 


 


 


3. 本調査で得られた鉄腐食性微生物の


分譲を準備中。本調査で得られた上記微


生物の特性並びに本調査で開発した微


生物腐食診断法及び防食技術に関する


情報を広くネットから提供すべく準備


中。 


達成


 


 


達成


 


 


達成


海


洋


汚


染


の


微


生


物


浄


化


技


術


調


査 


1. インドネシア沿岸よりの多


様な石油分解微生物の分離 


 


 


2. 石油分解微生物を自然環境


中で“活性化”（優占化）する


条件の検討 


 


 


3. 石油分解微生物の特性の解


明 


 


 


 


4. 石油流出事故に対するバイ


オレメディエーション対策実


施のための基盤的情報の整備 


 


 


5. 安全評価法 


1. インドネシア沿岸の石油分解微生物


を幅広く収集し、その性質を明らかにし


た。 


 


2. 栄養塩添加条件を検討し、バイオステ


ィムレーションに最適と思われる緩効


性肥料を選定し、その施用条件を決定し


た。 


 


3. インドネシアで分離した石油分解微


生物の基質特異性、分解能力を評価し、


環境条件に応じて異なる石油分解菌が


優占化する機構を推定した。 


 


4. インドネシアで分離した石油分解微


生物を日本に移入し、第三者への分譲を


可能にした。本調査で得られた情報を広


くネットから提供すべく準備中。 


 


5. バイオレメディエーション実施の結


果生じるであろう原油成分の微生物代


謝産物について、安全性を評価した。 


 


達成


 


 


 


達成


 


 


 


 


達成


 


 


 


 


達成


 


 


 


 


達成
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３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 


【実施者による自己評価】 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


（指標）【同定した腐食菌の数】 


9 種類の腐食菌の分離に成功。本調査事業のように、再現性良くコントロールの数倍


の腐食力を示す微生物の分離は、過去に 1例あるのみ。 


（指標）【開発した技術による微生物腐食の低減・遅延率】 


0.25%グルタルアルデヒド添加、鉄付着性菌の添加、放線菌の産生する２次代謝物（構


造決定に向け研究進行中）という三つの異なる手法により、鉄腐食性メタン菌による


微生物腐食を試験管内でほぼ完全に阻害できた。実用化には更なる検討が必要。 


 


（主な成果） 


・世界初の腐食菌を数多く分離し、世界で初めて腐食機構を解明（2例について）。 


・世界で初めて信頼性の高い微生物腐食診断技術を開発。 


 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


（指標）【同定した分解菌の数】 


691 株（日本に移転した菌株数）。うち、新属又は新種と考えられるもの 186 株。こ


れまで石油分解菌の報告のない 53 属において、石油分解菌を分離・同定。 


（指標）【石油分解・浄化期間の短縮】 


海面を漂う厚さ3.3cmの油層が砂浜海岸に漂着した場合を想定した実環境実験では、


栄養塩無添加の場合と最大添加の場合の 116 日後の分解率は、以下のとおりであり、


分解の促進という点では、2倍に満たない低い値となった。 


栄養塩 カラム全体での分解率 表層カラムでの分解率 


無添加 27.7% 48.2% 


最大添加 46.3% 90.1% 


促進率 1.67 倍 1.87 倍 


これは、実験に用いた現場の砂に周辺集落の生活排水等に由来する栄養塩が含まれ


ていたために、無添加条件でもある程度の分解が起きたものであって、人為かく乱の


ない、栄養塩の乏しい環境での栄養塩添加の効果は、これよりはるかに大きいと推定


される。 


 


（主な成果） 


・熱帯海域における石油分解菌の実態を初めて明らかにした。 


・インドネシア海浜で、世界でも例のない、定量的な実環境バイオレメディエーショ


ン試験を実施。酸素供給が十分な砂浜表面では、厚さ 3.3cm の原油が漂着しても、


栄養塩添加処理により 4か月間でそのほとんどを分解できることを証明。 


・生物多様性条約の規定に沿って分離菌を日本に移転し、分譲を可能とした。 
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３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 


【事後評価委員会による評価】 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


＜肯定的意見＞ 


数値的な目標が設定されていないため、正確な達成度を見積もるのは難しいが、項目


的には、設定したすべての目標をクリアしており、おおむね達成したといえる。 


 微生物腐食における精密な腐食機構を世界で初めて解明したもので、鉄腐食性メタン


生成古細菌の発見や腐食関連酵素（分泌型ヒドロゲナーゼ）遺伝子の同定、硫酸還元菌


との相乗効果の提案、好気性のヨウ素酸化細菌の腐食性の確認を含む世界トップレベル


の非常に優れた成果である。成果には、従来手法に較べて非常に進歩した定量 PCR によ


る微生物腐食環境の評価手法をはじめとする、腐食診断と腐食防止の基盤技術も含まれ


ており、応用面でも意義が大きい。 


さらに、石油タンクだけでなく嫌気状態でのタンクや鉄パイプの腐食にも普遍性を有


することが予想され、効果的な防食処理を提供する市場につながると期待される。予算


に占める微生物腐食の割合は低く、投入予算に余りある成果である。 


また、成果の公開も予定されており、普及の見通しがある。 


 


＜問題点・改善すべき点＞ 


現時点では論文での成果発表や特許の申請が少ない。特に、世界に対する情報発信は


不十分である。今後、速やかかつ積極的に成果発表や特許出願を進めることが望まれる。


事業開始時に、石油関連施設を調査し、微生物腐食の条件、微生物腐食を起こす可能


性のある設備・操業条件等を詳細分析していれば、調査の有効性が高まったと思われる。


石油関連施設の腐食問題全体に対し、本事業の成果によってどの程度の腐食対策効果


が見込めるかという定量的な試算があると良かった。例えば、微生物腐食の速度論的な


解析を通じて微生物腐食による劣化の予測などのパラメータを出すことができれば、実


用的価値がより高まった。 


個々の研究内容については不備な点も多く見られる。例えば、ヨウ素酸化細菌の機構


では具体的な機構に対するデータが示されていない。また、原油備蓄設備からの分離株


の腐食試験では鉄顆粒を用いているが、これでは定量的な腐食特性が把握できない。微


生物腐食の防止技術は、実験室レベルの開発にとどまり、現場における有効性の検証が


実施されておらず、実用性に欠けており、更なる研究が必要と思われる。 


微生物の多様性及び環境の複雑性から、本事業の成果の活用範囲が石油関連施設に限


定される可能性は否定できない。 


 


＜その他の意見＞ 


 微生物腐食の機構がほとんど解明されていなかった一因として、微生物腐食の研究は、


腐食研究者と微生物研究者との協力なしにはできないにもかかわらず、従来、種々の問


題を抱え協力がうまくいっていなかったという状況がある。その意味で、本事業のよう


な腐食研究者と微生物研究者の協力体制が必要であった。 
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３．有効性（目標達成度、社会・経済への貢献度） 


【事後評価委員会による評価】 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


＜肯定的意見＞ 


数値目標が設定されていないため、正確な達成度を見積もるのは難しいが、項目的に


は、設定したすべての目標をクリアしており、おおむね達成したといえる。 


インドネシアのような熱帯地域の海岸でバイオスティムレーションを実施した場合で


も、日本の海岸域と同様に、初めに Alcanivorax 属が優占化して石油成分を分解し、栄


養塩の低下とともに優占菌の変遷が起こることが確認された。これは、従来のバイオス


ティムレーション研究開発成果・施工に関する基本的な知見が熱帯地域にも展開できる


可能性が示されたという意味で評価できる。浄化実験や緩効性肥料などの最適化の検討


を更に積み重ねて汎用性を高めれば、効率の良い汚染浄化技術を開拓できると思われる。


さらに、分解菌の分布は普遍性があると思われ、モニタリングへの活用が期待できる。


微生物資源を日本国内に提供することから、成果は更に増大すると見られ、投入した


予算に見合ったものと考えられる。 


 ホームページでの公開を進めており、公開性は確保している。日本国内への微生物資


源及びその付帯情報の提供を予定しており、成果の普及が考慮されている。この海外微


生物提供事業は、国際的な知的財産の戦略的活用に道をひらくもので、意義は大きい。 


 


＜問題点・改善すべき点＞ 


現時点では論文での成果発表や特許の申請が少ない。今後、速やかかつ積極的に成果


発表や特許出願を進めることが望まれる。 


研究的要素が少ない。種々の問題点を解決するには、機構を踏まえた更なる研究が必


要であり、今後の展開も含めて研究指針を示してほしい。 


石油成分分解特性に関し、熱帯地域の特徴・特有現象などが報告されず、残念である。


今後の詳細な研究を期待したい。 


乳化による拡散も含め、石油分解菌の作用による漂着油浄化の全体的なシナリオ（物


質収支、時間的なもの）が定量的に示せるとなお良かった。獲得した種々の微生物が実


際の現場でどれだけ有効に働くかが未解決に終わった感がある。 


産業的利用に関しては、バイオスティムレーションの新たな手法開発やバイオオーグ


メンテーションへ適用可能性の高い菌株なども示されなかった。 


現地カラム装置でのバイオスティムレーション効果である分解促進率 1.67 倍(表層カ


ラムでは 1.87 倍)は、費用対効果として有効であるのかどうか、判断できない。対象と


して砂地海岸を選定した理由は、観光資源としての経済的価値が大きいからなのか、説


明不足と感じる。生物の生息環境としては、魚などが生息する岩礁が重要なのではない


か(実験的に物質収支をとるのが難しい？)。 
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４．知的基盤整備・波及効果 


【実施者による自己評価】 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


①知的基盤の整備 


微生物腐食に関する多くの知見が得られ、従来知られていなかった多くの新規腐食


微生物が分離できた。これらの情報を広く公開し、また、腐食微生物を同定・分離・


培養する技術を広く紹介すべく、現在、ＮＩＴＥにおいてそのためのホームページを


構築中である。 


②波及効果 


微生物腐食に対処するためのコンサルティング事業を民間事業者が実施するのに十


分な情報が取得できた。従来の不完全な技術に依存したものに取って代わる、正確か


つスピーディーなコンサルティングが可能となった。 


 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


①知的基盤の整備 


海水温度が日本と全く異なるインドネシア海域からは、新たな石油分解菌の発見が


期待された。本調査事業を通じて、インドネシア沿岸の石油分解菌 691 株を保存した。


うち、新種は 186 株に上る。これらの株の提供開始に向けて準備中。 


②波及効果 


石油分解菌は、石油を分解する多様な酵素を産生するので、産業に有用な酵素の宝


庫と言える。石油分解菌のライブラリーは、バイオコンバージョン（微生物による物


質生産）を目指す産業に有用であり、新規の微生物から新規のバイオプロセスが創出


される可能性がある。 


日本のエネルギーの生命線であるオイルロードでの危機管理の強化に貢献できる。 


インドネシアは環境保護に敏感であり、日本の協力でバイオレメディエーション技


術を習得することを熱望しており、本事業の成果によってこの期待にこたえることが


できる。本調査事業を通じて、インドネシアの研究者を育成しており、現在でもその


多くがバイオレメディエーションに関する研究を継続している。 
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４．知的基盤整備・波及効果 


【事後評価委員会による評価】 


(1) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 


＜肯定的意見＞ 


59 属、75 種、130 株を分離しており、目標は達成された。 


腐食原因微生物、腐食関連遺伝子、菌株分離手法、腐食診断技術及び防食技術は、公


開が予定されており、事業実施企業や腐食防食協会から推進委員会に参画している委員


等からも関連業界に提供されると予想され、大いに利用が見込まれる。 


 石油関連施設にとどまらず、全産業分野における貯留タンクや配管の腐食診断や防食


に本事業の成果が活用されるものと予想され、技術的・経済的に大きな波及効果が期待


できる。タンクや配管の腐食予防技術の確立につながれば、新たな標準として JIS 化・


ISO 化につながることも期待される。 


 本事業を通じて、当該分野の研究開発と人材育成が促進された。本事業に参加した研


究者・技術者が関連企業における成果の展開に参画すると期待される。 


 


＜問題点・改善すべき点・その他の意見＞ 


事業終了後も引き続き、知的基盤整備の継続が望まれる。 


 本事業から得られた、微生物代謝の根源的な要素である酸化還元に関する知見は、腐


食対策にとどまらず、物質生産など微生物の産業利用の基礎情報としても意味がある。


こうした観点からも、幅広い応用先を念頭に置いた情報発信が望まれる。 
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４．知的基盤整備・波及効果 


【事後評価委員会による評価】 


(2) 石油の国際輸送における海洋汚染の微生物浄化技術調査 


＜肯定的意見＞ 


 インドネシア海水から新種(属)候補、従来石油分解菌として報告のない 53 属を含む多


数の微生物を分離・解析した成果は、膨大な量の地道な作業の積み重ねで得られた貴重


なものであり、高く評価できる。我が国が得意とする微生物分離・解析技術の成果が、


菌株とデータのセットとしてＮＩＴＥデータベースで公開されることは、国内外の研究


者・利用企業にとって極めて有益である。生物多様性条約の厳しい制限の中、インドネ


シアから友好的に多種類の菌株を移転できたことも、我が国の知的基盤整備に大きく貢


献した。菌株は、海外微生物提供事業によって有償ながら安価に一般に提供され、学会


等における広報活動も積極的に行っていることから大いに利用が見込まれ、波及効果は


大きい。これらの点から、本調査の目標は十分に達成されたものといえる。 


我が国のエネルギーセキュリティー上重要な位置を占める熱帯海洋域で、石油分解菌


の実態を明らかにし、また、初めて実環境バイオメディエーション実験を実施したとい


う点でも意味がある。インドネシア科学院（ＬＩＰＩ）との共同研究を通じて相手国の


研究基盤の整備に貢献できた意義は大きい。現地実験は、インドネシアの研究者にとっ


て、実施手法等で学ぶところが大きかったと思う。 


本事業の成果は、効果的で実用的な浄化技術の確立を後押しすると考えられ、関連分


野への波及効果が確実にあると考えられる。 


 


＜問題点・改善すべき点・その他の意見＞ 


熱帯海洋性の魚を用いた安全性評価試験については、我が国のイニシアチブの下で国


際的な標準化へつなげてほしい。 
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５．事後評価委員会による評価（総論） 


(1) 総合評価 


＜肯定的意見＞ 


本事業は、社会的意義が大きいが民間企業では実施が期待できないテーマに取り組ん


だものであり、その成果は、石油の輸送と備蓄における環境安全の確保において価値が


高く、一部の成果は世界最高レベルに達しており、大いに評価できる。また、経済産業


省の知的基盤整備施策の観点においては、多種多様な微生物を様々な解析手法を用いて


網羅的に解析し、多くの菌株の分離にも成功し、我が国の知的基盤の整備、微生物を切


り口にした技術知見の蓄積に大きく貢献した。当初設定された目標を十分に達成してお


り、当該分野の研究開発と人材育成が促進された。得られた機能性微生物に関する知見


の蓄積は、腐食対策やバイオレメディエーションへの利用はもちろんのこと、微生物に


よるエネルギー変換・物質変換への利用が期待され、大きな波及効果がある。 


「石油関連施設微生物腐食対策に関する調査」では、微生物による腐食機構を精ちに


解明して世界トップクラスの成果を上げた。鉄腐食性メタン生成古細菌と硫酸還元菌と


の共存下での微生物腐食機構の提案は、すばらしい成果であり、その意義は大きい。定


量ＰＣＲによる微生物腐食環境の評価手法も従来法より一段と優れたもので、今後種々


の環境についてデータを取得すれば、標準的なものになり得る。さらに、腐食診断技術


のプロトタイプを提示した上で、新たな防食技術につながる知見も得ている。従来、我


が国石油開発業界では、微生物腐食に関する認識が薄かったが、本事業の波及効果で、


認識も高まりつつあり、本事業をもとにした研究等も実施されている。 


「石油の国際輸送における海洋汚染対策に関する調査」では、熱帯域から極めて多様


な石油分解微生物を分離・解析して世界をリードする成果を得ている。現場から取得し


た膨大な試料から丁寧に微生物を探索し分離に至った尽力がうかがえる。分離された微


生物の数は、受託機関の高度な培養技術を裏付けるものであり、高く評価する。インド


ネシアとの研究協力を通じて分離した微生物の日本への移転・提供を可能にするととも


に、浄化実験によって浄化技術の確立・実用化につながる知見を得ることができた。ま


た、エネルギー資源の大部分を海外に頼る我が国にとって、産油国又は輸送経路にある


国々と友好関係を維持することは、エネルギー戦略上、極めて重要な課題であるところ、


本事業は、当該国との関係確保への貢献が期待できるものであった。 


 


＜問題点・改善すべき点＞ 


事業期間内での成果の公表や公開が十分とはいえず、予定されている成果の公表や公


開を着実に進めることが望まれる。また、本事業の成果を受けた具体的施策のイメージ


がまだ明確になっていないようなので、専門分野の研究者のみならず、広く産業活動に


応用されるような情報発信の検討が望まれる。 


得られた成果は、限られた試料や実験に基づいており、普遍性や汎用性において十分


ではない点がある。汎用性のある腐食診断・防食技術や効率の高い普遍的な浄化技術の


確立に向けて、研究を重ねる必要がある。実施計画に多くの項目を盛り込んだため、石


油汚染浄化機構解析のように完了したとはいえないものがある。評価技術・施工技術な


どの実用面でも課題が残されている。事業開始時に、成果の使用者である石油開発業界、


石油備蓄業界のニーズ分析・施設分析を行い、それをもとにサンプリング等を行ってい


れば、事業自体の腐食対策としての効果を確認できたと思われる。 


両分野とも非常に大きなカテゴリーであり、本事業によって全体を網羅することは困


難であると想像されるところ、対策の全体像に対し、本事業がどの部分を解決したか、


積み残しがどの部分にあるかについて、整理しておくとよいだろう。 


１６ 


 







１７ 


 


５．事後評価委員会による評価（総論） 


(2) 今後に対する提言 


論文発表や特許申請などによる成果の公開や微生物の提供事業を遅滞なく進めること


が望まれる。今後進めるべき研究や実験についての具体的な提言の公表も望まれる。 


本事業の成果を更に展開させる新たな事業の創設が強く望まれる。 


知的基盤としての機能性微生物のデータベースは、微生物の産業利用を考える上で非


常に重要であり、本調査で終わることなく、継続・発展させるべきである。ただし、広


く利用されるよう、使いやすい、適切な公開方法を検討すべきである。 


さらに、技術の実用化及び多分野への波及効果の拡大を図るため、後続の調査研究事


業の立案・実施が強く望まれる。特に、微生物腐食に関しては、本事業で明らかになっ


た新規機構の普遍性を確認するための調査研究が望まれる。石油が存在しない環境でも


同じ機構が働いているのであれば、波及効果が極めて大きいので、石油関連施設に限定


しない一般的（普遍的）な技術の研究開発が非常に重要となる。その際は、産業界の意


見を広く聴くとともに、微生物の専門家と金属腐食防食技術者との合同チームによる実


施が勧められる。なお、本事業の成果をもとに、各事業者が自社の石油関係施設におい


て微生物腐食を分析しつつ知的基盤の整備に貢献していく段階に達していると考えられ


る。一方、バイオスティムレーションは、対象サイトの特性が施工条件に大きく影響す


るので、国の事業として今後どのような観点から知見を収集していくべきかについては、


十分な議論が必要であろう。 


また、ＮＩＴＥとＬＩＰＩとの関係を継続的に発展させていくことが重要である。 
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序 


 


石油備蓄基地設備や天然ガス・パイプライン等で生じる金属腐食において、微生物が関


与する現象は、微生物腐食（Microbiologically Influenced Corrosion：MIC）と呼ばれる。


微生物腐食では、著しい速度で腐食が進行したり、通常では腐食が発生しないはずの環境


でも腐食が生じたりすることから、古くから問題視されてきた。 


微生物腐食に関与する微生物としては、硫酸塩還元菌、硫黄酸化細菌、メタン生成菌等


が挙げられている。しかし、原因となる微生物の特定ができなかったり、様々な種類の微


生物が複合的に関与して起こったりすると考えられることから、微生物腐食の実態につい


ては未だ不明な点が多いのが現状である。微生物による腐食の被害は全腐食の約 10 ％又


はそれ以上を占めると報告されている［スライド 1］。 


微生物腐食の原因菌としては、従来、硫酸塩還元菌が考えられてきた。しかし、これま


で全く微生物腐食原因菌として示唆されていなかった微生物が腐食能を示す可能性が大い


にある。このため、金属腐食微生物ライブラリーを作製する上で、様々な培地を使用した


網羅的な微生物の分離は非常に重要である。 


本調査は、金属腐食に関与する微生物を特定し、分離・培養・保存し、微生物腐食研究


の基盤を作ることを目的とした。そこで、金属腐食関連試料から多種多様な微生物を幅広


く分離・培養し、それら微生物の金属腐食能の有無を検討することで、微生物腐食の全体


像に迫ることとした。 


 


１． 微生物腐食に関与すると思われる微生物の分離・同定 


 


金属腐食が観察されている以下の環境から、様々な微生物の分離を試みた。 


 水溶性ガス田からの鉄腐食菌の分離 


水溶性ガス田からくみ上げた鹹(かん)水を地下に戻す配管に激しい腐食が起こるこ


とが以前から知られていた。本調査開始時においては、この現象が他施設でも起こり


得る一般的な微生物腐食である可能性が考えられたため、このかん水から鉄腐食菌の


分離を目指した。 


 原油備蓄タンクからの鉄腐食菌のスクリーニング 


原油備蓄タンク等の試料から多種多様な嫌気性微生物を幅広く分離・培養し、それ


ら微生物の鉄腐食能の有無を検討することで、鉄腐食菌の分離を目指した。 


また、同様の試料から、水素資化性微生物を幅広く分離し、それらの微生物の鉄腐


食能を調べた。これは、昔からの命題「鉄から発生する水素を食べる微生物が腐食を


引き起こす」の検証を目的としている。 


さらに、鉄を唯一の電子供与体とした嫌気的な集積培養を行い、鉄腐食菌の直接的


な分離を目指した。 


 


1-1 水溶性ガス田からの金属腐食菌の分離 


 


日本は、世界第 2 位のヨウ素生産国であり、国内生産の約 8 割が千葉県の地下に存する
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天然ガス含有かん水に由来している。千葉県東部の水溶性ガス田ヨウ素回収施設において


は、激しい腐食が問題となっている。地中からくみ上げる生産井では激しい腐食が起こら


ないものの、地上での処理を終えたかん水が輸送される配管において激しい腐食が誘導さ


れることから、開放施設において空気にさらされて微生物量が増加したことによる微生物


腐食の可能性が言われてきた。 


生産井でくみ上げられたかん水から天然ガスが回収され、その後のかん水は別の施設に


運ばれて、いったん沈砂槽にためられる。この沈砂槽で懸濁物質を沈殿させた後、ヨウ素


回収プロセスによりヨウ素が回収され、別の沈砂槽にためらる。ヨウ素回収後のかん水は、


地盤沈下を防ぐために、圧入井から地下に還元される。本施設では、このヨウ素回収後の


沈砂槽以降の配管において深刻な腐食が生じている。ひどい場所では、貫通孔が観察され、


それ以外の配管でも全面腐食が観察される［スライド 6］。 


こうした腐食に微生物が関与しているかどうか検討するために、現場からかん水を採取


して持ち帰り、腐食再現試験を試みた。かん水に炭素鋼 SS400 を投入して培養し、腐食の


誘導を観察した。対象区としてかん水を 0.2 μm のフィルターでろ過して除菌した試料につ


いても同様の試験を試みた。培養 2 日目を過ぎたあたりで、除菌していないかん水に浸し


た炭素鋼表面に黒斑が観察された［スライド 7］。 


次に、この黒斑の形成が腐食の発生と関係しているか調べるために、定量的な腐食試験


を試みた。試験方法は、1 週間ごとに試験片のみを新しいかん水中へと移動させ、古いか


ん水サンプル中に溶出した全鉄量を比色定量法で測定した。スライド 8右側のグラフは、1


週目及び 10 週目の時点で、7 日間で試験片から溶出した全鉄量を示したものである。1 週


目では、自然かん水と除菌かん水の間に顕著な差は観察されなかったものの、10 週目では


自然かん水中での鉄溶出量は約 4 倍高くなっている。この結果から、かん水に含まれる微


生物によって鉄溶出の加速が生じている可能性が示された。 


かん水中の微生物群集の解析では、腐食に関与している可能性のある微生物を絞り込む


ことができなかった。そこで、腐食再現試料及び実腐食配管の腐食生成物について、変性


剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE: Denaturing gradient gel electrophoresis）による微生


物群集解析を行ったところ、ヨウ素酸化細菌や Rhodobacteraceae に属する細菌のバンドが


特異的に検出された［スライド 9］。 


これらの微生物が金属腐食に関与しているという報告は現在までない。これらの細菌の


分離と分離した細菌を用いた腐食試験を試みた。 


 


かん水に炭素鋼を投入して集積培養を行った。次いで、かん水にマリンブロスを通常の


1/10 量加え寒天で固化させた培地を用いて、この集積培養物から細菌の分離を行った。そ


の結果、13 株が分離された。これらの分離株の中には、既知のヨウ素酸化細菌と高い相同


性を示すものが確認された［スライド 10］。 


分離した株の系統学的な関係を 16S rRNA 遺伝子の塩基配列に基づいて調べた。分離株の


系統樹［スライド 11］を作成した結果、既知のヨウ素酸化細菌と高い相同性を示した 6株


は、三つのグループに分けられた。dMB-MAT32、dMB-MAT33、dMB-MAT37 株は、Rhodothalassium


に近縁な既知のヨウ素酸化細菌とクラスターを形成し、dMB-MAT3 株は Roseovarius に属す


る既知のヨウ素酸化細菌とクラスターを形成した。他方、dMB-MAT35 及び dMB-MAT36 株は、
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前記の DGGE 解析で検出された Rhodobacteraceae に近縁の新属の菌株であり、ヨウ素イオ


ン酸化能をもたなかった。 


当該 6株について概観したのがスライド 12 である。これらは、三つの分類群に分けるこ


とができた。いずれも桿菌であり、dMB-MAT32 の一群には鞭毛が観察された。dMB-MAT3、


dMB-MAT32、dMB-MAT33、dMB-MAT37 株の 4株には実際にヨウ素イオン酸化能が観察された。


これらの特徴から、それぞれの分類の代表として、dMB-AMT3株、dMB-AMT32株及び dMB-MAT35


株を以後の腐食試験に使用することとした。 


ヨウ素イオン酸化能をもたない dMB-MAT35 株が存在すると、腐食量は無菌区の腐食量よ


りも少なかった。これは、dMB-MAT35 株が好気性菌であるため、酸素を消費し、酸素によ


る化学的な腐食を抑制したためであると考えた。このような好気性菌による炭素鋼の腐食


に対する保護効果は、よく知られた現象である。一方、ヨウ素イオン酸化能が確認されて


いる dMB-MAT3 株及び dMB-MAT32 株では、KI3濃度に依存して強い腐食が観察された。KI3が


添加されていない試験区では、無菌区よりも低い腐食が観察され、dMB-MAT35 株と同様の


現象が起きていたと考えられる。100 ppm の KI3 が添加された区画で腐食速度は最大とな


り、無菌区と比べると dMB-MAT32 株の腐食速度は 4 倍となり、好気性菌による腐食保護区


画と比べると 8倍であった。また、実際に腐食が生じている環境と同じ 18 ppm でも、好気


性菌の区画と比較すると、約 4倍の腐食速度に達していた［スライド 13］。 


このように、ヨウ素イオン存在下で腐食を起こすヨウ素酸化細菌の分離に成功した。こ


の細菌の腐食メカニズムについては、2-2 項で検討した。 


 


1-2 原油備蓄設備からの金属腐食菌のスクリーニング 


 


a. 嫌気性菌の分離 


 


原油備蓄基地、原油生産基地、天然ガス製造所等から採取した試料から嫌気微生物を分


離した［スライド 19］。 


嫌気性微生物は、しばしばコロニー形成が困難なため、液体培地を主に用いて集積培養


を行った。培地は、水素資化性及び有機酸資化性の硫酸塩還元菌及びメタン生成菌を対象


としたものを使用した。培養温度は 25 ℃とした。主に嫌気培養瓶内で寒天によるコロニ


ー化（直接平板法）を行い、コロニーの形成が認められたものについては、液体培地に移


した。コロニー生成が認められないものについては、最大希釈法による分離を行った。分


離した微生物については、16S rRNA 遺伝子配列による同定を行った［スライド 20］。 


4 年間にわたる純粋分離作業の結果、64 属 78 種の微生物株を獲得できた。微生物株が得


られた分類群を系統樹［スライド 21］に示した。嫌気的に増殖を行うことができる中温性


の微生物に関する系統の大部分を得ることができたことが判明した。分離源である原油ス


ラッジや配管等には様々な種類の微生物が存在し、潜在的に様々な微生物が増殖する可能


性をもっている環境であるといえる。16S rRNA 遺伝子配列相同性として 98 %以下を別種で


あるとした場合に、既知種と一致しないものが 119 株に上り、新規な微生物種が多く分離


できたことが判明した。分離した全微生物の 16S rRNA 遺伝子配列に基づいて、できる限り


多種多様な 30 株（スライド 21 中の黄色字）を選抜して鉄腐食能を検討した。 
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分離した微生物による鉄腐食能を検討するために、鉄顆粒（Fe0、SIGMA- ALDRICH）によ


る培養を行った。培地は、H. T. Dinh らの報告（c.項参照）を参考に、人工海水培地に 2.7 


M の鉄顆粒及び硫酸塩や硝酸塩を添加したものを使用した。前培養は分離に使用した培地


を使用し、すべて 25 ℃で培養した［スライド 22］。分離した株について、嫌気的かつ硫酸


塩又は硝酸塩が存在する条件下で鉄腐食が起こるか否かを検討した。メタン生成菌に関し


ては硫酸塩添加区のみ行い、また、本調査で鉄腐食能が示されている M. maripaludis KA1


（c.項参照）も、陽性対照として検討に用いた。非生物的な腐食として未植菌区を陰性対


照に設定した。未植菌区では、硫酸塩又は硝酸塩存在下、それぞれ平均で 4.6 mM と 2.8 mM


の化学的腐食が起こることが分かった［スライド 23～26］。 


硫酸塩が存在する場合、微生物株を添加したもので明らかな鉄腐食を誘導したのは、KA1


株を含む M. maripaludis の 2 株のみであった。増殖基質として水素を利用することができ


ない Methanolobus sp. MIC11-52 は、鉄腐食を誘導しなかった。硫酸塩還元菌である


Desulfotomaculum sp. MIC4-22、Desulfobacter curvatus MIC4-9、Desulfovibrio 


dechloracetivorans MIC5-15 では、非生物的な鉄腐食以上の鉄腐食は起こらなかった。 


硝酸塩が存在する場合、Desulfotomaculum sp. MIC4-22、Prolixybacter sp. MIC1-1、


Desulfobacter curvatus MIC4-9、Malonomonas sp. MIC11-27、Thiomicrospira sp. MIC5-2、


Shewanella sp. MIC5-4 及び Thiobacillus sp. MIC3p-35 について嫌気環境下における鉄


腐食が確認できた。 


傾向として Proteobacteria に属するものが多く腐食能をもっていることを示してはい


るが、腐食能をもつ微生物に特筆すべき系統学的な特徴は見受けられなかった。 


 


以上をまとめると、以下のようになる［スライド 27］。 


 金属腐食関連試料から多種多様な微生物を分離・培養し、それらの金属腐食能の有無


を検討することで、微生物腐食の原因菌の分布を調べた。 


 金属腐食関連試料には、Euryarchaeota、Proteobacteria、Firmicutes、Bacteroidetes


等の多様な微生物が存在し、64 属 78 種に相当する微生物（古細菌・細菌）130 株を純


粋分離した。 


 Methanococcales、Deltaproteobacteria、Epsilonproteobacteria、Gammaproteo- 


bacteria、Bacteroidetes、Desulfotomaculum に含まれる微生物が鉄腐食能を示した。


その鉄腐食は、現象的に様々であった。 
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b. 水素資化性菌の分離 


 


鉄が嫌気条件下の水につかったとき、鉄の酸化（Fe → Fe2+ + 2e-）は、水由来のプロ


トン（H+）によって促進され、分子状水素が発生する（Fe + 2H2O → Fe2+ + H2 + 2OH
-）。


この化学的に発生した水素は、カソード水素（cathodic hydrogen）と呼ばれている。von 


Wolzogen Kuehr と van der Vlugt は、「鉄が水に接したときに形成される“カソード水素


（cathodic hydrogen）”や“水素膜（hydrogen film）”を微生物が消費した結果として微


生物腐食が起こる」という仮説を立てた。これは、“カソード復極説”として知られている


［スライド 28］。しかし、これまでにこれを証明する実験結果は得られていない。 


von Wolzogen Kuehr CAH, van der Vlugt IS. The graphitization of cast iron as an electrobiochemical process in anaerobic soil. 


Watre 18: 147-165. 1934 


 


嫌気環境でのカソード復極による微生物腐食を検証することを目的として、分離した偏


性嫌気性水素資化性菌を選別し、金属腐食能の検討を行った。具体的には、Firmicutes に


属する酢酸生成細菌11株、Deltaproteobacteriaに属する硫酸塩還元細菌9株及びArchaea


に属するメタン生成菌 6株を使用した。鉄腐食試験として、鉄顆粒存在下で 5週間培養し


た後の培養液中の鉄イオン濃度を測定した。結果をスライド 29 に示す。非生物的な腐食と


して未植菌区も検討し、5週間で平均 2.2 mM の化学的腐食が起こることが分かった（スラ


イド 29 中の点線）。非生物的な腐食と比較して強い腐食能を示したのは、これまでの本調


査で明らかとなっていた Methanococcus maripaludis に属する Mic1c10 のみであった。一


方、16S rRNA 遺伝子配列的に完全に同種であると判断できる M. maripaludis Mic4c08 は、


全く腐食能を示さなかった。この結果は、これまでの本調査で分離し、腐食能が確認でき


た M. maripaludis KA1 に対して、基準株である M. maripaludis JJTが腐食能を示さなか


ったのと同様な傾向であり、同じ M. maripaludis であっても、腐食能に関して株レベルで


差異があることが明白である。M. maripaludis Mic1c10 以外では、一部の硫酸塩還元菌


（Desulfovibrio capillatus Mic13c03 と Desulfovibrio dechloracetivorans Mic1c02）


が非生物的な腐食と比較して約 2倍程度の鉄腐食能を示したのみであった。 


分離した微生物株から偏性嫌気性水素資化性菌 26 株を選別し、カソード復極による微生


物腐食が再現できるか否かについて検討した。この結果、カソード復極による微生物腐食


と考えられる現象がいくつかの株で確認はできた。しかし、当該微生物腐食は、非生物的


（化学的）な腐食と比べて最大で 2倍程度であり、嫌気環境下において深刻な微生物腐食


とはならないことが示唆された。一方、偏性嫌気性水素資化性菌である M. maripaludis 


Mic1c10 で起こった鉄腐食は、これらカソード復極に基づいた微生物腐食と比べて非常に


激しく、能動的な M. maripaludis Mic1c10 の関与が考えられるとともに、カソード復極に


よる腐食とは異なる全く新しい微生物腐食機構である可能性を示唆した。 
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c. 鉄腐食菌の直接濃縮 


 


嫌気条件下で鉄を腐食させる微生物を濃縮するため、金属鉄を唯一の電子供与体として嫌


気性菌を濃縮した。全国各地の原油タンク底水を、1.5 g/20 mLの鉄顆粒を唯一の電子供与


体とする培地（Fe培地）に接種し、N2/CO2ガス下で37 ℃で1週間嫌気培養した[スライド30］。


1週間後、培養液を新しい培地に植え継いだ。微生物を分離するため、寒天を用いて固形化


した培地上で水素を唯一の電子供与体として培養し、コロニー形成を行った。獲得したコ


ロニーを水素下で一度増殖させたのち、Fe培地で継代培養した。この濃縮培養から、鹿児


島のサンプル及び大阪のサンプルから、それぞれ、鉄腐食性メタン生成菌Methanococcus 


maripaludis KA1株及びOS7株を得た。これらの株の16S rRNA遺伝子配列は、Methanococcus 


maripaludis JJTのそれと100 %一致し、両株ともM. maripaludis であると同定した［スラ


イド31］。 


 


近年、H. T. Dinh らは、微生物腐食に大きく関与する微生物として、海洋堆積物から硫


酸塩還元菌 Desulfobacterium sp. IS4 株、Desulfomicrobium sp. IS5 株、Desulfovibrio 


sp. HS2 株及びメタン生成菌 Methanobacterium sp. IM1 株の 4株を分離した。 


H. T. Dinh, J. Kuever, M. Mubmann, A. W. Hassel, M. Stratmann & F. Widdel. Iron corrosion by novel anaerobic microorganisms. 


Nature 427: 829-832. 2004 


硫酸塩還元菌は、その生育に伴った硫化水素の発生により金属を著しく腐食させるため、


微生物腐食の代表的な原因菌として扱われ、研究対象とされてきた。また、メタン生成菌


についても、嫌気的有機分解において最終産物の除去を担う微生物群として重要であるこ


とから、微生物腐食にも強く関与している可能性が示唆されてきた。 


今回、原油備蓄タンク底水から分離した鉄腐食菌がいずれも M. maripaludis であった


こと、また、他の方法で分離した鉄腐食性メタン生成菌がいずれも M. maripaludis と分類


された（前記 a.項及び b.項）ことから、この仲間が原油タンク内部の腐食にかかわってい


る可能性が示された。 


 


鉄腐食能を調べるために、分離株を Fe 培地で培養し、培養期間中の水素量、メタン量、


腐食鉄量を測定した。無植菌区は、嫌気的無菌的条件での腐食を調べるために使用した。


嫌気的無菌的条件でも、鉄の酸化が起こり、わずかな量の水素が生成した。しかし、嫌気


的無菌的条件ではメタンの発生は認められなかった。一方、OS7 株の培養液からは、培養


初期には水素発生が認められず、メタン生成が認められた。メタン生成量は、無菌的に発


生する化学的酸化による水素生成量から予想されるメタン生成量（メタン生成菌は、4 mol


の H2から 1 mol の CH4を生成する：4H2 + CO2 → CH4 + H2O）よりもはるかに大きかった。


メタン生成量が増加している間は水素が検出されないが、メタン生成の増加が起こらなく


なってからは、水素が検出され始めた。OS7 株による鉄腐食は、培養 14 日目で無菌区のそ


れと比較して約 8倍高かった。KA1 株でも同様の結果が得られた。 


様々なカルチャー・コレクションに保存されている M. maripaludis 株（C5 株、C6 株、


C7 株、S2 株）の鉄腐食能を調べた。これらの株でのメタン生成量は、無菌的に発生する化


学的酸化による水素生成量から予想されるメタン生成量と一致した。このことから、OS7
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及び KA1 株以外の M. maripaludis は、鉄腐食を誘導しないと結論した［スライド 32］。 


 


d. 鉄腐食性メタン生成菌と硫酸塩還元菌とによる協調的な鉄腐食促進作用 


 


自然環境中では、鉄腐食性微生物が単独で腐食を起こしているわけではなさそうである。


微生物腐食の複雑さを示す例を発見した。それは、2 種の微生物による鉄腐食のシナジー


効果、すなわち、鉄腐食性メタン生成菌と鉄腐食能をもたない硫酸塩還元菌（SRB: Sulfate 


Reducing Bacteria）とによる協調的な鉄腐食促進作用である。 


1 cm2の鉄片を用い、腐食実験を行った［スライド 34］。ここで用いた SRB は鉄腐食能を


もたず、SRB 存在下では、鉄片は、表面がわずかに黒くなる程度である。一方、M. maripaludis 


OS7 株では、強い腐食が起こる。しかし、鉄腐食能をもたない SRB と M. maripaludis OS7


株を共培養すると、より激しい腐食が認められた［スライド 35］。 


この鉄片を切断し、試料断面をクロスセクションポリッシャー加工後（CP加工；SM-09010、


日本電子）、加工断面をエネルギー分散型 X 線分析装置付き走査型電子顕微鏡（SEM-EDS；


JSM7000F、日本電子）を用いて観察した。鉄腐食能をもたない SRB と M. maripaludis OS7


株の共培養で、鉄片の肉厚が著しく減少していることが分かる［スライド 36］。腐食断面


について SEM-EDS を使用して、M. maripaludis 存在下での腐食、及び鉄腐食能をもたない


SRB と M. maripaludis OS7 株を共培養したときの腐食について、腐食断面の元素分布を調


べた。M. maripaludis 存在下での腐食では、C、O 及び Fe に富んでいた［スライド 37］。


一方、鉄腐食能をもたない SRB と M. maripaludis OS7 株の共培養での腐食では、それに加


え、Sが検出された。腐食断面を XRD で解析した結果、両者とも FeCO3に富むことが分かっ


た［スライド 38］。 
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２． 鉄腐食性微生物の腐食機構の解明 


 


2-1 ヨウ素酸化細菌の腐食機構 


 


1-1 項で、ヨウ素酸化細菌がヨウ素イオン存在下で鉄を腐食させることを示した。この


腐食機構を詳しく調べるため、電気化学的試験を実施した。実際の腐食環境では、クロム


鋼製の圧入配管においても腐食が観察されていることから、ステンレス鋼のような耐食性


を示す合金に対しても、本細菌が腐食を誘導し得るかについて電気化学的に検討を行った。 


電気化学試験は、スライド 14 に示すように、作用電極として手作りのステンレス鋼電極


を使用し、試験液にはヨウ素イオンを含んだかん水を用いて開放回路電位（オープンサー


キット・ポテンシャル）を測定した。前保温の後、電位が安定していることを確認して、


各分離株を接種した。 


結果をスライド 15 に示す。黒で示したのが無菌対照区で、顕著な変化は観察されなかっ


た。オレンジで示したヨウ素イオン酸化能をもたない dMB-MAT35 株においても顕著な電位


の変化は観察されなかった。一方、ヨウ素酸化細菌 dMB-MAT32 株は、接種直後から電位の


貴化が観察された。この電位貴化現象は、隙間腐食や孔食といった局部腐食につながる腐


食リスクの増大を示している。さらに、ヨウ素酸化細菌 dMB-MAT3 株では最も激しい電位の


挙動が観察された。接種直後、電位の貴化がわずかに見られた後、急激な電位の低下が観


察され、その後電位の上昇・低下を繰り返し、最終的に低い電位を維持した。このような


挙動は、ステンレス鋼表面の不動体被膜の破壊による電位の急激な低下、再不動体化、不


動体被膜の破壊を示している。不動体被膜の破壊を示しているということは、すなわち、


本細菌によりステンレス鋼電極に腐食が生じていることを示している。 


 


次に、このステンレス鋼の腐食がヨウ素酸化細菌による分子状ヨウ素の生産に依存して


いるかどうか調べるために、様々な濃度のヨウ素溶液（トリヨード溶液、KI3）中でのステ


ンレス鋼電極の開放回路電位の挙動を調べた。1-2 mM のヨウ素溶液中では、電位貴化のみ


が観察され、3 mM 以上のヨウ素溶液では、顕著な電位の上下動、すなわち、腐食の誘導が


観察された［スライド 16］。この挙動は、dMB-MAT3 株での挙動とよく一致することから、


dMB-MAT3 株存在下では 3 mM 以上の分子状ヨウ素が生産されている可能性が考えられる。


しかし、dMB-MAT3 株の試験系には、1 mM の KI3しか添加されておらず、試験液全体で 3 mM


という分子状ヨウ素を生産することはできない。そこで次のようなモデルが考えられる。 


dMB-MAT32 株のようにステンレス鋼に腐食を誘導できないが、金属鉄の腐食を誘導する


ことができるヨウ素酸化細菌は、ヨウ化物イオンから分子状ヨウ素を生産し、この遊離し


た分子状ヨウ素による腐食を誘導していると推定される。一方で、ステンレス鋼に腐食を


誘導した dMB-MAT3 株では、ヨウ素イオンの酸化を行うとともに、その分子状ヨウ素を何ら


かの方法で菌体周辺に留め、金属表面において局所的に分子状ヨウ素の濃度が高い領域を


作り出して腐食を誘導している可能性が考えられる［スライド 17］。 
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2-2 メタン生成菌の腐食機構 


 


鉄腐食性 M. maripaludis OS7 株と M. maripaludis KA1 株の全ゲノム塩基配列を決定し


た。そして、鉄腐食能をもたない M. maripaludis S2 株の全ゲノム塩基配列と比較した［ス


ライド 39］。鉄腐食性 M. maripaludis OS7 株と M. maripaludis KA1 株に存在し、M. 


maripaludis S2 株には存在しない遺伝子を、微生物腐食遺伝子候補とした。これらの遺伝


子候補は、全ゲノム中の 5箇所に分散していた［スライド 40］。 


 


鉄腐食性メタン生成菌 M. maripaludis OS7 株及び KA1 株は、唯一の電子供与体として水


素を利用することが可能である。通常、OS7 株と KA1 株の継代培養には、唯一の電子供与


体として金属鉄を含む Fe 培地を用いる。唯一の電子供与体として水素を含む培地で OS7 株


を複数回継代培養し、Fe 培地に接種した。培養 2週間後、外観から判断して鉄腐食能を示


していない培養液が得られた。この培養液を、水素を含む培地に接種し、2週間培養した。


寒天を用いて固形化した水素培地上でコロニー形成を行い、この培養液から OS7mut1 株を


分離した。OS7mut1 株は、金属鉄を電子供与体としてメタンを生成可能であったが、その


生成量は、鉄の化学的酸化によって生じる水素のみを利用する場合の予想メタン生成量と


ほぼ一致した。これは、OS7mut1 株が、鉄腐食能をもたず、化学的反応で生じる水素のみ


を利用してメタンを生成していることを示している。OS7mut1 株は、水素とギ酸を電子供


与体として利用可能であった。すなわち、OS7mut1 株が鉄腐食能をもたないことは、水素


とギ酸を利用したエネルギー獲得機構には影響しなかった［スライド 41］。 


OS7 株のゲノム情報を元に、OS7 株に特異的な ORF を選抜し、その ORF の PCR を行った［ス


ライド 42］。4 個の ORF（MM2_1355、MM2_1357、MM2_1363、MM2_1365）を除くすべての OS7


株に特異的な ORF の PCR 産物の増幅が、OS7mut1 株 DNA を鋳型として認められた。これは、


OS7mut1 株が少なくとも MM2_1355 から MM2_1365 までの領域を欠失していることを示して


いる［スライド 43］。OS7mut1 株の欠失遺伝子領域の地図をスライド 44 に示す。 


この欠失領域には、鉄腐食性 M. maripaludis（OS7 株と KA1 株）だけが有するヒドロゲ


ナーゼ（水素イオンから水素分子を生成する反応 2H+ ⇆ H2 を可逆的に触媒する酵素）の遺


伝子が存在する。このヒドロゲナーゼは、小サブユニット（MM2_1358）と大サブユニット


（MM2_1360）の二つのサブユニットから成り、小サブユニット（MM2_1358）は、twin arginine 


translocation signal を有している。これらのことは、このヒドロゲナーゼが twin 


arginine translocation system によって、細胞膜外へと放出される可能性を示している。


このヒドロゲナーゼ遺伝子は、MM2_1351 と MM2_1366 との間に存在する。MM2_1366 は、


MM2_1351 の truncated 遺伝子である。すなわち、このヒドロゲナーゼ遺伝子は、direct 


repeatの間に挟まれており、欠失しやすい。このことは、OS7株の中で、MM2_1351とMM2_1366


との間で相同組換えを起こし、ヒドロゲナーゼ遺伝子を含むこの領域を欠失した結果


OS7mut1 株生じたことを示している。この仮説を検証するため、OS7mut1 株を用いて


MM2_1350～MM2_1367 領域の PCR を行った。PCR 産物の電気泳動解析結果は、この PCR 産物


長は、ゲノム解析結果から予想される長さ（約 10 kbp）よりもはるかに短かった。実際、


この PCR 産物のシーケンス解析結果は、OS7mut1 株が、OS7 株の 1127315～1139227 b まで


の領域を欠損していることを示した。 
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以上の結果から、｢鉄腐食性メタン生成菌による微生物腐食は、メタン生成菌が細胞膜外


へ放出したヒドロゲナーゼによって、鉄イオンの溶出と水素分子形成の促進が起こった結


果起こる」という微生物腐食機構を提案する。 


OS7mut1 株の欠損領域には、炭酸脱水酵素とヒドロゲナーゼを細胞膜外へと放出するの


に機能すると予想される twin arginene translocation component、Tat C（MM2_1362）と


Tat A（MM2_1363）も含まれている。この炭酸脱水酵素は、signal P を有しているので、


細胞膜外へと放出されると予想される。メタン生成菌のメタン生成の基質は、水素と二酸


化炭素である（4H2 + CO2 → CH4 + H2O）。炭酸脱水酵素は、炭酸水素イオンと水素イオン


から二酸化炭素分子を生成する反応を可逆的に触媒する酵素である（HCO3
- + H+ ⇆ CO2 + H2O）。


そこで、鉄腐食性メタン生成菌では、鉄から電子を獲得して水素分子生成を促進するヒド


ロゲナーゼと、炭酸イオンから二酸化炭素の生成を促進する炭酸脱水酵素を細胞外に放出


してメタン生成の基質を得ている可能性がある［スライド 45］。ゲノム解析結果から、OS7


株が鉄腐食性ヒドロゲナーゼを細胞膜外に分泌し、鉄腐食を誘導することが予想された。


この仮説を検証するために、以下の実験を行った。 


M. maripaludis OS7 株と OS7mut1 株を H2培地を用いて 37 ℃で 10 日間培養した。この


培養液を滅菌フィルター（millipore、0.22μm filter）を用いてろ過し、菌体を除去した。


この培養液上澄みを Fe 培地に 1 mL 接種し、37 ℃で 2 週間培養した［スライド 46］。OS7


株と OS7mut1 株の培養液上澄みを、それぞれ金属鉄に反応させた。反応期間中の水素量と


腐食鉄量を、スライド 47 に示した。両培養液上澄みによるメタン生成は起こらなかった。


このことは、滅菌フィルターによって培養液から菌体がほとんどすべて除かれたことを示


している。鉄腐食能欠損株である OS7mut1 株の培養液上澄みの添加は、腐食鉄量に影響を


与えなかった。対照的に、鉄腐食性株である OS7 株の培養液上澄みは、腐食鉄量を増加さ


せた［スライド 47］。 


培養液上澄みのタンパクを分解するために、タンパク分解酵素（Proteinase K、Qiagen）


を添加した。タンパク分解酵素の添加は、OS7 株の培養液上澄みによる腐食鉄量増加を完


全に阻害した。この結果は、OS7 株が鉄腐食性物質を分泌していることと、その分泌物が


タンパクであることを示している。OS7 株と OS7mut1 株の培養液上澄みのプロテオーム比


較解析を行い、OS7 株の培養液上澄みに特異的に検出されたタンパクを解析した。OS7 株の


培養液上澄み中に検出されたタンパクのうち、OS7mut1 株の欠失領域中に含まれるタンパ


クは、ヒドロゲナーゼ（MM2_1358 と MM2_1360）と炭酸脱水酵素（MM2_1364）であった。OS7


株の培養液上澄みによる金属鉄からの水素発生量の促進は、CO2ガスと炭酸水素ナトリウム


を除いた溶液中でも起こった。これらの結果と、ヒドロゲナーゼの反応様式から、鉄腐食


を促進するタンパクはヒドロゲナーゼであると結論した［スライド 48］。 


スライド 49 は、鉄腐食性メタン生成菌による腐食誘導メカニズムの提案である。 


 鉄腐食性 M. maripaludis は、鉄から直接電子を引き抜くことができるヒドロゲナーゼ


を細胞外に分泌する。 


 ヒドロゲナーゼの作用によって鉄と H+から作られた水素分子と、炭酸脱水酵素の作用


によって炭酸塩と H+から作られた二酸化炭素を用いて、M. maripaludis は生育する。 
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３． 微生物腐食対策実施のための基盤的情報の整備 


 


微生物腐食対策への取組、すなわち、微生物腐食の診断・抑制技術の開発はほとんど行


われていない。その原因は、以下のようなものであろう。 


 関与する微生物に関する知見が少ない。 


 メカニズムに関する知見が少ない。 


 何をもって微生物腐食を診断すればよいのかが明らかでない。 


この問題解決のため、本調査では、 


 環境試料から網羅的な微生物の分離 


 分離微生物の腐食能の調査 


 腐食性微生物の更なる性質解明 


を行ってきた。この結果、腐食メカニズム解析やゲノム情報から、微生物腐食診断のため


の情報がある程度蓄積されてきた［スライド 51］。ここでは、それらの成果をもとにした


微生物腐食の診断・抑制技術の開発について紹介する。 


 


3-1 腐食菌検出技術の開発 


 


微生物腐食は硫酸塩還元菌（SRB）によって起こるという通説は業界では余りにも有名で


あるため、「微生物腐食判定＝SRB の検出」と受け取られてきた。現場で硫化水素が検出さ


れ SRB が検出されると、SRB による腐食だろうと安易に判断されていた。しかし、本調査


での原油タンク底水での鉄腐食菌の探索においては、鉄腐食能をもった SRB は見出されず、


鉄腐食性 M. maripaludis が高頻度で分離された。よって、この激しい腐食を誘導する微生


物の特異的及び定量的な検出が、原油タンクにおける微生物腐食のリスクの判定に重要で


あると考えた。 


以下、微生物腐食診断技術としての鉄腐食性 M. maripaludis の特異的検出法の開発につ


いて述べる［スライド 52］。 


鉄腐食性微生物を検出する具体的な方法は数多く考えられるが、普及性等から以下の三


つの方法のいずれかを選ぶことが現実的であろう［スライド 53］。 


 環境試料培養に依存した腐食再現試験： 微生物を鋼材と共に培養し、腐食の誘


導を観察するので、微生物が腐食を起こすことの確認はできる。 


 Fluorescence in situ hybridization (FISH)： 当該微生物の局在を知ることが


できるが、実際の現場で行うことは実質的に難しく、腐食サンプルの事後評価向


きの手法。 


 Polymerase chain reaction (PCR)： 培養に依存しないため迅速な評価ができる。


PCR 法の中でも定量 PCR(qPCR: real-time PCR)は、さらに定量的な要素を付加す


ることができるので、物理距離又は経時的な 2 点間のサンプルを用いることで、


腐食のリスクのみならず、腐食の進行をも評価することができる。 


 


鉄腐食性メタン生成菌と SRB による協調的な鉄腐食促進作用が起こる可能性を、1-2 項


で示した。この例に示されたように、鉄腐食性 M. maripaludis の検出が一義的に重要であ
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り、その際、鉄腐食能をもたない M. maripaludis と区別する必要がある。また、M. 


maripaludis と SRB との複合的な微生物腐食によるシナジー効果が見られる場合、両者を


検出できることが好ましい［スライド 54］。 


鉄腐食性 M. maripaludis の 16S rRNA 遺伝子配列は、既知の、鉄腐食能をもたない M. 


maripaludis 株と 100 %合致することが明らかになっている。PCR によって特定の ORF を検


出する場合、鉄腐食能をもたない菌を排除し、鉄腐食性メタン生成菌のみを特異的に検出


するような ORF を選択する必要がある。以下のような条件で、検出対象 ORF を 10 に絞り込


んだ［スライド 55］。 


 ゲノム解析が完了しているほかのメタン生成菌のゲノム上の ORF と相同性を示さ


ない ORF。 


 細胞表層、細胞外タンパク質の ORF。 


 定量 PCR が可能な大きさ（200 bp 以上）の ORF 


鉄腐食性メタン生成菌（M. maripaludis OS7、KA1、Mic1c10 株）及び腐食能をもたない


メタン生成菌（M. maripaludis JJT［基準株］、S2 、C5、C6、C7、［以上ゲノム解析株］Mic4c08


株［環境分離株］）を用いて、上記のORFに対してPCRを行った。その結果、ORF_1355、ORF_1357、


及び ORF_1363 の ORF が、鉄腐食性メタン生成菌である OS7 株、KA1 株、Mic1c10 株のみで


増幅され、この遺伝子領域が鉄腐食性メタン生成菌に特異的であることが示された［スラ


イド 56］。この結果は、OS7mut1 株を用いた新規分泌型ヒドロゲナーゼをコードする遺伝子


の存在する遺伝子クラスターと一致することが後ほど明らかになった。 


鉄腐食性メタン生成菌と SRB による協調的な鉄腐食促進作用が起こる可能性を調べるに


は、SRB の特異的検出が必要である。SRB との共存による鉄腐食性メタン生成菌の腐食促進


作用には、硫酸呼吸による硫化物生成が重要な役割を演じていると思われる。硫酸呼吸に


おける重要な酵素である異化的亜硫酸還元酵素（Dissimilatory sulfite reductase）をコ


ードする dsrAB 遺伝子を標的遺伝子として使用することにした［スライド 57］。 


定量 PCR には、鉄腐食性メタン生成菌に特異的な遺伝子、SRB の dsr 遺伝子に加えて、


メタン生成菌全般に特異的な mcr 遺伝子や細菌・古細菌に普遍的な 16S rRNA 遺伝子を使用


した。これらの遺伝子を増幅し、精製することでコピー数が明らかな Standard DNA 溶液を


調製し、Standard DNA の内部プライマーを用いて real-time PCR を行った。スライド 59


に示すように、この増幅曲線から緑のラインで示した蛍光強度の閾値を設定し、各 DNA 溶


液の CT 値を求め、CT 値とコピー数から検量線を作成し、未知試料のコピー数算出に使用


した。各標的遺伝子をターゲットにして、鉄腐食性メタン生成菌、腐食能をもたないメタ


ン生成菌、硫酸塩還元菌（SRB）の DNA を用いて定量 PCR を行った。SRB に特異的なプライ


マーセットでは、SRB だけを定量的に増幅することができた。また、メタン生成菌全般に


見られる mcr 遺伝子では、鉄腐食能の有無にかかわらず、すべてのメタン生成菌を検出し


た。一方で、鉄腐食性メタン生成菌に特異的な ORF を対象としたプライマーセットでは、


正確に鉄腐食性メタン生成菌のみを特異的に検出できた［スライド 60］。 


次に、この定量 PCR が、単純な単一微生物由来 DNA の系でなく、より高度な複合 DNA を


用いた条件でも行えるかを試験した。鉄腐食性メタン生成菌よりも１けた高い濃度の他の


微生物の DNA を混合した場合でも、反応の特異性、定量性に支障がないことが示された［ス


ライド 61］。 


 Ⅰ-13







 


ここまで、微生物腐食診断技術として、微生物の特異的検出を中心に調査してきた。し


かし、見落としてはいけない重要な環境因子もいくつか存在すると考えられる。ここでは、


炭酸塩濃度について説明する。 


炭酸による化学的な腐食が知られているが、本試験条件の無菌対照区では顕著な炭酸腐


食は生じていない。一方、鉄腐食性メタン生成菌がメタン生成を行っている場合、鉄の腐


食速度は無菌対照区の 12～36 倍である。しかし、利用できる炭酸が枯渇すると、その腐食


速度はメタン生成時の 1/3～1/5 にまで減少する。すなわち、環境要因としての炭酸濃度が


鉄腐食性メタン生成菌の腐食において非常に重要な意味をもっている。 


スライド 63 は、鉄腐食性メタン生成菌を様々な炭酸塩濃度で培養したときのカソードで


の電子流出量を示したグラフである。白、黄、赤と炭酸塩濃度が高くなっている。「Control


（Fe→H2）」では、その炭酸濃度での化学的な水素発生から算出される電子流出量、「OS7


（Fe→CH4）」では、メタン菌がメタン生成を行っているときのメタン生成量から算出され


る速度、「OS7（Fe→H２）」では、メタン生成が炭酸塩の枯渇により止まった後の水素発生か


ら算出される速度となっている。グラフが示すとおり、メタン生成時のカソード反応速度


は非常に高く、無菌対照区の 12～36 倍となっている。一方、炭酸枯渇時では、無菌対照区


よりも高いもののメタン生成時と比べると激減した。この結果は、鉄腐食性メタン生成菌


による腐食において炭酸の供給が非常に重要な要素となっていることを示している。した


がって、鉄腐食性メタン生成菌の腐食リスクを評価する上で、炭酸の供給という環境因子


のモニタリングも必須である。 


 


3-2 微生物腐食評価方法の提案 


 


以上の結果に基づいて、微生物要因と環境要因を考慮した腐食リスク評価方法の一例を


提案する。 


微生物腐食リスク微生物要因として鉄腐食性メタン生成菌と SRB が存在し、かつ、環境


要因として炭酸及び硫酸イオンが検出される場合、この環境は非常に高い微生物腐食リス


クを抱えていると診断することができる。次に高い腐食リスクのランクとしては、鉄腐食


性メタン生成菌と炭酸の存在が挙げられる。鉄腐食性メタン生成菌が検出されても、炭酸


濃度が低い場合、腐食リスクはより低いと考えられる。鉄腐食性メタン生成菌による腐食


リスクの判断基準としては、スライド 65 のようなランク付けが可能であろう。 


本調査で明らかになった知見を総合して作成した微生物腐食診断フローチャートの一例


をスライド 66 に示す。左上の「微生物が存在するかどうか」で始まり、環境要因、微生物


要因を適宜進んで行くと、現状での腐食リスクにたどり着くというものである。これが完


成ではなく、今後も情報の蓄積に伴い、それらの情報を追加していくことで、さらに精度


の高い診断フローチャートへと発展させる必要がある。 
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3-3 腐食防止技術の開発 


 


本調査では、当初の予想を超えて腐食診断技術の開発まで着手することができた。一方


で、微生物腐食の分野においては、防食技術の開発という次のステージに進む必要がある。


本調査では、これらにつながる二つのアプローチを検討した。 


 


 アプローチ 1： 腐食能をもたない微生物を用いた腐食防止［スライド 68］ 


自然界には急速に物質の表面に付着する微生物がまれに存在し、本調査では 10 分程度で


金属表面を覆いつくす程の高度付着性細菌が分離されている。この微生物を鉄腐食菌と混


在させたとき、金属表面に急速に付着し物理的保護となって腐食を阻害する現象が確認さ


れている。このような微生物を防食技術に応用することができるかもしれない。 


 


 アプローチ 2： 天然化合物を用いた腐食防止［スライド 69］ 


自然界には多様な二次代謝を行う微生物が多く存在することが知られており、独立行政


法人製品評価技術基盤機構（NITE）ではこのような微生物を含む膨大な微生物コレクショ


ンを有している。本調査の中でもこの NITE の微生物コレクションの一部を用いて簡易スク


リーニングを行った結果、微生物培養液からのアセトン抽出物を鉄腐食菌の培養液に接種


することで腐食阻害を誘導できることが示された。このような微生物由来天然化合物は、


使用実績のあるグルタルアルデヒドのような、環境負荷の高い防食剤に代わる低環境負荷


型防食剤の開発につながることが期待される。 


 


 


以下は、微生物腐食対策実施のための基盤的情報の整備のまとめである［スライド 70］。 


 鉄腐食性メタン生成菌に固有な遺伝子を特定した。 


 定量 PCR を用いて定量的かつ特異的に鉄腐食性メタン生成菌を検出できることを確認


した。 


 鉄腐食性メタン生成菌と SRB による腐食促進から、検出微生物の組み合わせの重要性


を提示した。 


 炭酸濃度のような環境要因と微生物要因の組み合わせでの評価の重要性を提示した。 


 


 







Ⅱ．石油の国際輸送における海洋汚染対策に関する調査 
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序 


 


マレー半島とスマトラ島の間のマラッカ海峡は、中東、欧州等と東アジアを結ぶ海上輸


送路の要衝であるが、狭く浅瀬が多い上に 1 日数十隻もの大型タンカーが行き交う海の難


所でもあり、航行過密による接触事故や海洋汚染が懸念されている。実際、マラッカ海峡


では、オイルタンカー衝突事故がしばしば起こる。例えば、1975 年、22 万 4 千トンの原油


を満載してペルシア湾から日本に向けて航行していた太平洋海運所属のマンモスタンカー、


祥洋丸がマラッカ海峡とシンガポール海峡の接続点付近で座礁し、約 4,500 キロリットル


の原油が流出した。流出事故が起きれば、インドネシアはその被害者となる。大型タンカ


ーのマラッカ海峡通過は危険であると警告していたインドネシア政府は、日本に補償を請


求した。マラッカ海峡ではこの後、川崎汽船のタンカーとリベリア船籍のタンカーの接触


事故も起きている。 


マラッカ海峡経由以外にもいくつかのオイルロードがあるが、いずれもインドネシア沿


岸を走っている。例えば、30 万トン以上で原油を運搬するタンカーはマラッカ海峡を通航


不可能であるため、ロンボク海峡を常用航路としている。このロンボク海峡はマラッカ海


峡閉鎖時のう回路として想定されているが、分離通航方式及び船舶交通情報等が未整備で


あり、レーダーや航路標識のような航行援助施設・設備についても十分とはいえない。し


たがって、マラッカ海峡閉鎖時にマラッカ海峡を航行する船舶がロンボク海峡へう回した


場合、船舶の集中による石油流出事故等の発生が懸念されている。 


石油流出事故の対策の一つとして、微生物を用いた浄化（バイオレメディエーション）


がある。この技術は、アラスカの石油流出事故の際、大々的に使用された。その後、いく


つかの研究が行われているが、まだ一般的技術として普及するに至っていない。海洋にお


ける原油流出事故のたびに、バイオレメディエーション適用可能性が議論されるが、その


有効性に関する情報が少ないため、迅速かつ的確な対策がとれない場合が多い。原油流出


事故が起こる可能性の高い海域については、バイオレメディエーションに関する基礎情報、


例えば、現場海域に存在する石油分解細菌やその分解力について、あらかじめ調査を実施


しておくことは、危機管理の観点から重要である。 


日本向け石油の輸送経路については、マラッカ海峡とロンボク海峡の 2 地点における石


油流出事故の発生を想定して、バイオレメディエーション適用可能性を明らかにしておく


必要がある。これらインドネシア海域で原油流出事故による汚染が起こり、その汚染をバ


イオレメディエーションによって浄化できるか否かを判断するためには、当該海域にどの


ような分解微生物が生息し、どのような条件でどの程度の分解能力を発揮するのかを知る


必要がある。しかし、インドネシアを含む熱帯海域でのバイオレメディエーション実施例


や分解細菌の分離例等は今まで存在せず、不明な点が多かった。本調査は、このような背


景から実施された［スライド B1］。 


本調査をインドネシア国内で実施するに当たっては、日本では想定し得ない様々な問題


に遭遇した。特筆すべきは、現地の実験環境の整備に多大の努力を必要としたこと、そし


て、現地で分離した石油分解細菌を日本に移転するため、生物多様性条約を遵守した二国


間の取り決めの交渉を必要としたことである。関係者の努力によって、このような問題を


乗り越えて、当初の目標を達成できた。 
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本調査に協力したインドネシア科学院（LIPI）の研究員からは、この調査に参加できた


ことに対する大きな感謝の意が表された。オイルロードのあい路に位置し、石油資源の国


際輸送上重要なこの国との交流・友好にも貢献できたものと自負している。 


 


実施概要 


 


本調査の流れは、以下のとおりである［スライド B2］。 


(1) 石油分解細菌の群集構造と分離 


インドネシア海域において、自然海水中の細菌の群集構造の解析し、原油及び栄養塩


存在下、すなわち、バイオスティムレーション条件下において、どのような石油分解細


菌が優占化するかを調べた。 


(2) 石油分解細菌の活性化手法 


バイオスティムレーションの最適化を目指し、緩効性肥料の選択、肥料の添加量と添


加時期等の検討を行った。 


(3) 石油分解能力の解析 


三つの方法を用いて石油分解微生物を分離した。16S rRNA 遺伝子配列に基づく系統解


析による分類の後、代表的なものについて、石油炭化水素の分解能力を調査した。 


(4) 安全評価法 


微生物分解を受けた石油炭化水素代謝物の毒性に関する評価方法として、海産魚類を


用いた生態毒性試験を検討した。 


(5) 実環境中での実証実験と基盤的情報の整備 


インドネシア海浜の実環境中で、原油の微生物分解を経時的にモニターするための実


験装置を組み立てて、原油汚染に対するバイオスティムレーションの効果を判定するた


めの実証試験を行った。このほか、インドネシア海水から分離した石油分解細菌の石油


分解遺伝子を解析し、また、インドネシア海域の石油汚染現場のサンプル中の石油分解


細菌を調査した。 


 


本調査では、実証試験の拠点としたジャカルタ湾沖のパリ島周辺のほか、マラッカ海峡


及びロンボク海峡において海水を採取し、バイオレメディエーションに関する基礎的なデ


ータを収集した［スライド B4］。その海水中の栄養塩濃度の測定、微生物の群集構造の解


析、この微生物群集のもつ炭化水素分解能力の解析及び微生物の分離を行った。 


インドネシア海域では大きな地域差が認められないこと、インドネシアと日本とでは、


石油分解細菌の分布が大きく異なることが確認された。 


インドネシア現地でのバイオレメディエーション実証試験に先立って、株式会社海洋バ


イオテクノロジー研究所（MBI）釜石センターに設置された「海浜模擬実験装置」を用いて


予備実験を実施し、現地実証試験の問題点を洗い出した。同時に、新たなバイオレメディ


エーション評価法として、コミュニティ・トランスクリプトーム法を開発した。さらに、


現地に生育する微生物の増殖を促すことによって汚染を浄化する手法（バイオスティムレ


ーション）に使用すべき栄養塩（緩効性肥料）の選抜を行った。 


以上の調査から抽出された問題点を解決するようにデザインされた海浜模擬実験装置を


 Ⅱ-3







用い、インドネシアの実環境で実証試験を実施して、選抜した栄養塩によるバイオスティ


ムレーションの有効性を確認した。その際のコミュニティ・トランスクリプトーム法によ


る解析結果から、汚染現場では石油分解細菌がストレス状態にあることが示唆された。 


本調査でインドネシア海域から分離した株の総数は 1,500 株に上る。そのうちの類似の


細菌を除いた 85 属以上にわたる 691 株を NITE に移転した。これらの菌株の中で、新属又


は新種と考えられるものが 186 株であった。これらは現在一般公開に向けて準備中である。 


成果の全容については、「微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査」成果報告


書に記載した。これらの成果の概要と関連情報についても、インターネットを介して広く


公開していく予定である。 


 


１． インドネシア沿岸からの多様な石油分解微生物の分離 


 


1-1 石油分解細菌の群集構造 


 


本調査では、まず、実際の自然海水中にはどのような細菌が生育しているかを、変性剤


濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE: Denaturing gradient gel electrophoresis）を用いて解析


した。次いで、この自然海水に原油及び栄養塩を加えることによって、微生物の群集構造


がどのように変化するかを解析した。最後に、環境中において石油分解に関与する細菌群


を明らかとするために、原油及び栄養塩を添加した海水中で石油分解細菌群を増殖させ、


そこに含まれる石油分解細菌の種類を比較解析した。 


採取前に現場の海水で十分に洗浄した20 L容のポリプロピレン製タンクに海水を採取し、


海水中の微生物は孔径 0.22μmのメンブレン・フィルター上に捕集した。捕集済みのメンブ


レンはドライアイスで凍結して、又は 4 ℃で保冷して研究室まで輸送した。このフィルタ


ーから、ビーズビーティング法を用いてDNAを抽出した。次いで、このDNAから細菌16S rRNA


遺伝子断片を PCR 増幅した。細菌 16S rRNA 遺伝子断片の PCR 増幅には GC クランプを付加


したプライマーを用いた。このようにして得られた 16S rRNA 遺伝子断片について、DGGE


を用いて微生物群集構造を解析した。DGGE では、DNA の変性の度合いの違い（一本鎖 DNA


への解離しやすさ）を用いて、DNA 断片を分離する。DGGE ゲル上のバンドそれぞれは、異


なった細菌から由来した 16S rRNA 遺伝子断片と考えられる。主要なバンドの塩基配列を決


定し、得られた塩基配列は BLAST により相同性検索を行った［スライド B6］。 


 


a. 自然海水中の細菌群 


 


原油で汚染される前の自然海水中の細菌群の DGGE プロファイルをスライド B7 に示す。


マラッカ海峡及びロンボク海峡の全地点において、共通して Synechococcus 属及び


Pelagibacter 属が優占種として検出された。また、日本沿岸とインドネシア沿岸において


共通した優占種として Ruegeria 属が検出された。マラッカ海峡とロンボク海峡においては、


外洋からの一定の海流が存在することから、陸地からの排水の影響等が少なく、両者の細


菌群集構造が類似していると考えられる。 
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b. 原油・栄養塩添加後の石油分解細菌群 


 


清浄な海水中には、微生物を高い密度にまで増殖させるに必要な栄養塩（主に窒素とリ


ン）が十分量含まれていない。よって、原油で汚染された海水にこれら不足している栄養


塩を加えることによって、石油炭化水素を炭素源として利用できる微生物の増殖を促進さ


せ、原油の分解を加速することができる。このように、微生物を用いて環境汚染を浄化す


る技術を一般にバイオレメディエーションと呼ぶ。その中で、現場に生育する石油分解細


菌の増殖を促すことによって汚染を浄化する技術をバイオスティムレーションと呼ぶ。一


方、汚染現場に外来微生物を散布することによって汚染を浄化する技術をバイオオーグメ


ンテーションと呼ぶ［スライド B8］。 


原油・栄養塩添加後の石油分解細菌群の比較を行った。原油と栄養塩を加えて 10 日間


30 ℃で振とう培養した後の培養液中の細菌群集構造を DGGE により解析した。ロンボク海


峡 A 地点（スライド B4 参照）を除く全地点で Acinetobacter venetianus が最も優占化し


ていた。日本沿岸海水においては、Alcanivorax borkumensis が最も優占化していた。イ


ンドネシア沿岸海水においても数地点においてAlcanivorax borkumensisが検出されたが、


日本沿岸海水のバンドとは移動度が異なり、異なる株であると考えられる［スライド B9］。 


 


c. 石油分解細菌群の時期的変動 


 


インドネシア沿岸海水中の細菌群及び石油汚染時にインドネシア海水中に優占化する細


菌群について、時期的な変動を解析した。海水はロンボク海峡 B地点（スライド B4 参照）


において、2008 年 6 月 30 日から同年 12 月 1 日まで 2週間ごとにサンプリングした。この


自然海水に栄養塩と原油を加え、10 日間 30 ℃で振とう培養した。これら自然海水及び原


油分解バッチ培養中の細菌群集構造を DGGE により解析した。その結果、自然海水中では、


実験期間を通して細菌群集はほぼ一定であった。Synechococcus 属及び Pelagibacter 属が


優占種として検出された。原油添加区においても、実験期間を通してほぼ一定の細菌群集


を示し、2種の Alcanivorax sp.が優占種として検出された。インドネシア各地の沿岸海水


中で石油汚染後に優占化した Acinetobacter venetianus は 2 サンプリング時点（8 月 11


日と 10 月 6 日）でのみ、優占種として検出された［スライド B10］。スライド B9 に示した


地点間の比較結果においても、ロンボク海峡 B地点における Acinetobacter venetianus の


優占化度は低く、同地点においては、主として Alcanivorax 属が初期の石油炭化水素分解


に寄与することが推察された。 


 


以上をまとめると、以下のようになる［スライド B11］。 


 栄養塩の添加により石油分解細菌が増殖し、石油分解が促進された。 


 インドネシアと日本では、自然海水中及び石油汚染後に増殖する石油分解細菌群の構


成が異なる。 


 インドネシア海域における石油汚染に対して栄養塩添加（バイオスティムレーション）


が有効であり、熱帯海域における活性化手法の開発が必要である。 
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1-2 インドネシア海水からの石油分解細菌の分離 


 


海洋性の石油系炭化水素分解細菌に関する研究は 60 年以上前から行われているが、海洋


からは、これまでに 19 属の細菌しか分離されておらず、陸域から分離されている約 80 属


に比べわずか 4 分の 1 程度である。さらに、分解細菌はこれまでに主に冷帯・温帯域から


分離されていることが多く、インドネシアのような平均海水温が 30 ℃の熱帯の海域にど


のような分解細菌が存在するのかについてはほとんど知られていない［スライド B13］。 


 


参考：原油成分の微生物分解［スライド B17］ 


原油には、非常に多くの種類の炭化水素及び、S、N、O を含む炭化水素誘導体が含まれ


る。これらは、一般に脂肪族分（飽和分）、芳香族分、レジン分、アスファルテン分に大分


類される。飽和分は石油の主成分であり、n-アルカン、分岐鎖アルカン、環状アルカン等


から構成される。芳香族炭化水素としては、ベンゼン、トルエン等の揮発性芳香族炭化水


素のほか、多環芳香族炭化水素（PAHs）が含まれる。その多くは、アルキル側鎖をもつ。


これらの炭化水素は、微生物によって生分解を受ける。好気的な条件下での分解は、嫌


気的条件下での分解よりも圧倒的に速い速度で起こる。この分解の初発反応は、酸素添加


酵素（オキシゲナーゼ）による水酸基の付与である（4-1 項参照）。アルカン類の場合は、


基質に水酸基を一つ導入するモノオキシゲナーゼによって、メチル基がアルコールに変わ


る。一方、芳香族炭化水素の場合は、基質に二つの水酸基を導入するジオキシゲナーゼに


よって、芳香環に二つの水酸基が導入される。 


 


本調査では、以下の三つの分離法を用い、インドネシア海水から石油分解細菌の分離を


試みた。 


 


a. 自然海水からの石油分解細菌の直接分離 


 


人工海水をベースにした寒天培地に、唯一の炭素源として人工風化アラビアンライト原


油を塗布したものを用いて、自然海水から直接、石油分解細菌の分離培養を 30 ℃で行っ


た。生じたコロニーは、同じ寒天培地上で画線培養し、均一なコロニーを形成するまで画


線培養を繰り返し、純化した［スライド B14］。 


 


b. 石油分解細菌バッチ培養からの分離 


 


インドネシア海水に栄養塩溶液と原油を加え、30 ℃で2週間程度培養した後、その培養液


から石油分解細菌を分離した。炭素源としては、前項a.と同様に原油を用いた。PAH分解細


菌の分離には、多環芳香族化合物（PAHs/PACs：ナフタレン、ジベンゾチオフェン、フェナ


ントレン、ピレン等）をsublimation法（Alley JF, Brown LR. Use of sublimation to prepare solid microbial 


media with water-insoluble substrates. Appl Environ Microbiol. 66: 439–442. 2000）によって寒天培地表面に加
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えたものも用いた。この寒天培地を30 ℃で培養し、生育、クリアゾーンの形成及び培地の


着色によって分解細菌の判定を行った［スライドB15］。 


 


c. 石油分解細菌連続培養からの分離 


 


閉鎖系であるバッチ培養では、開放系である自然環境中の原油汚染事故で集積されるよ


うな石油分解細菌を分離できないおそれがあるので、原油を付着させた砂れきに石油分解


細菌が集積するような連続培養法も併用して、石油分解細菌を分離した［スライド B16］。 


 


上記三つの分離方法を用いて、インドネシア海水から 1,500 株以上の石油分解細菌及び


PAH 分解細菌を分離した。分離した株の 16S rRNA 遺伝子配列を決定し、BLAST 検索等を用


いて系統解析を行った。 


石油分解細菌として、既知のアルカン分解細菌 Alcanivorax 属、Marinobacter 属が分離


された。それ以外に、これまでアルカン分解細菌として報告のない Oceanobacter 属に類縁


の菌株が分離された。さらに、Alpha-proteobacteria、Actinobacteria、Flavobacterium


等、多様な石油分解細菌が存在することが明らかになった。それらの多くは、新属又は新


種の候補株であった［スライド B18］。 


PAH 分解細菌の分離には、主にフェナントレンとジベンゾチオフェンを炭素源として用


いたが、ジベンゾチオフェン分解細菌に比べ、フェナントレン分解細菌が数多く単離され


た。系統解析の結果、PAH分解細菌の多くはAlpha-proteobacteriaに属した［スライドB19］。 


これまで、海洋の PAH 分解細菌では、Cycloclasticus 属について数多くの報告がある。


しかし、本調査の結果では、インドネシア海水中から、多数の新属・新種候補株を含む PAH


分解細菌が確認された。特に、Alpha-proteobacteria 綱の Roseobacter-Sulfitobacter 属


類縁細菌は、これまでに分子生物学的手法により海水中での原油の分解に重要な働きをも


つ こ と が 示 唆 さ れ て い る が 、 分 解 細 菌 と し て 分 離 さ れ て い な い 。 ま た 、


Alpha-proteobacteria 以外にも Gamma-proteobacteria やこれまでに海洋での報告がない


Beta-proteobacteria、Bacteroidetes 等、多様な細菌種の存在が明らかになった［スライ


ド B20］。 


 


以上、インドネシア海水からの石油分解細菌から多様な石油分解細菌を分離し、以下のよ


うにまとめることができる。［スライド B21］ 


 インドネシア海水から、約 1,500 株の細菌を分離した。 


 明らかに重複のない 691 株を、日本に移転した。 


 分離株の系統解析の結果、新種(属）候補 186 株、石油分解細菌として報告のない 53


属を含む、多様な石油分解細菌を分離・保存した。 


 


 Ⅱ-7







２． 石油分解微生物を自然環境中で活性化する条件の検討 


 


2-1 緩効性肥料の選定 


 


海浜環境における石油汚染のバイオレメディエーションには、緩効性の肥料が使用され


る。市販の肥料は様々なものがあり、その成分、溶出の持続性が異なっている。本調査で


は、窒素・リンの海水への溶出量について検討し、バイオレメディエーションに適してい


ると判断できる肥料を選抜した。緩効性肥料を用いる目的は、必要量の窒素・リンを持続


的に供給することである。石油分解細菌のバッチ培養においては、窒素は 2 ppm 程度、リ


ンは 0.5 ppm 程度で十分な生育を示すため、今回の溶出量の良否の基準はこの濃度に従っ


た。 


この溶出試験の結果、オスモコート、次いでスーパーIB が今回の供試肥料の中で最もバ


イオレメディエーションに適した肥料と判断した［スライド B23］。 


 


2-2 大型海浜模擬実験による評価 


 


緩効性肥料添加の効果を、MBI 釜石センターの大型海浜模擬実験装置を用いて調べた。


海水温度は、20 ℃及び 30 ℃で実施した［スライド B24］。原油としてはムース化したもの


を用いたが、20 ℃と 30 ℃では、ムース油の挙動が全く異なっていた。30 ℃においては、


ムース化原油の流動度がはるかに高かった。 


いずれの温度においても、肥料添加 3 日以内に視認できる変化が認められた。海水表面


の原油スリック、又は砂れきに付着した原油の量は、バイオスティムレーションによって


3 日以内に急速に減少した。一方、残留した原油を分析すると、微生物による分解はほと


んど認められなかった。このことから、バイオスティムレーションによって、原油の乳化


が速やかに起こり、砂れきからの原油の剥離等が起こったのであろうと考えられる。乳化


された原油は、海浜模擬実験装置外へと流出したと考えられる。 


このことから、バイオスティムレーションの効果を正確に知るためには、マテリアルバ


ランスをモニターできるような実験系を作らなければならないことが示唆された。この教


訓は、インドネシア実環境中での実証試験に生かされた。［スライド B25］。 


 


2-3 小規模海浜模擬実験による評価 


 


既にいくつかの予備実験から、酸素の供給が石油分解の律速になる可能性が示唆されて


いた。そこで、酸素供給が十分に行われ、かつ、2-2 項の大型海浜模擬実験で明らかにな


った、原油の砂れきからの剥離と流出を定量的に評価できるような小型海浜模擬実験装置


を作成し、日本の海水を用いた 27 日間のバイオスティムレーション実験を行った。［スラ


イド B26］ 


容量 60 L の水槽の上部槽に縦 10.5 cm×内径 2.6 cm のガラス円筒を設置した。このガ


ラス円筒には、均一にムース油を付着（砂れき 25 g 当たり擬似風化原油 0.25 mL）させた


砂れきを 25.0 g 詰めた。この円筒内の砂れきは、常に海水の干満によって洗われている。 
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経時的に円筒をサンプリングし、ジクロロメタンを用いて砂れきからの原油抽出を行っ


た。抽出時の原油成分の損失を防ぐために、採取した砂れきとガラス円筒を丸ごとメジウ


ム瓶にいれ、内部標準としてフェナントレン-d10 を添加した。この状態でジクロロメタン


による全抽出を行った。得られた抽出液について適度に濃縮を行い、GC-MS により各原油


成分を分析した。得られた各成分のピーク面積をフェナントレン-d10 のピーク面積で補正


し、各成分の残存量を算出した。 


コントロールとして、肥料を添加せず、かつ、微生物を含まない人工海水を還流したも


のでの原油成分の残存量を測定した。このコントロールにおいて、アルカン類及び


PAHs/PACs の残存量は、一定量減少した。すなわち、間欠的に海水面が上下することによ


る砂れき表面からの原油成分の剥離・流亡等が起こることが示された。 


一方、肥料添加によって、アルカン及び PAHs/PACs の除去が著しく促進された。このよ


うに、酸素の供給が十分に行われる系においては、肥料添加によるバイオレメディエーシ


ョンの効果は、より顕著に現れることを確認した［スライド B27］。 


 


以上をまとめると、以下のようになる［スライド B28］。 


 緩効性肥料としてはオスモコートが最も適当である。 


 原油の性状（ムース化）は 20 ℃と 30 ℃では異なる。 


 バイオスティムレーションによって、砂れきに付着した原油の砂れきからの剥離が観


察された。 


 原油の微生物分解を評価する海浜模擬実験では、マテリアルバランスの把握が重要で


ある。 


 物理的要因による砂れき表面からの原油成分の剥離・流亡の度合いは、炭化水素分子


種によって異なる。 


 酸素供給が十分であれば、1か月間で、アルカン及び PAHs/PACs の分解又は“可溶化”


が起き、砂れきの顕著な浄化効果が認められた。 
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３． 石油分解微生物の特性の解明 


 


分離した石油分解細菌を原油を含む液体培地で培養し、原油中のどの炭化水素成分が分


解されるかを調べた。アルカン分解細菌については、原油中の n-アルカン及び分岐鎖アル


カンの分解を調べた。一方、PAH 分解細菌と判定されたものについては、各種 PAHs/PACs


を用いた生育試験を実施して、その分解活性を確認した。さらに、活性が高いと考えられ


る PAH 分解細菌については、原油に含まれる芳香族炭化水素の分解についても詳細な検討


を行った。 


 


3-1 原油を用いた分解活性測定 


 


原油を用いて、アルカン分解細菌の分解活性を調べた例をスライド B30 は示している。


既知のアルカン分解細菌である Alcanivorax 属や Marinobacter 属が分離された。それ以外


に、これまでアルカン分解細菌として報告のない属に類縁の菌株の単離に成功した。Gamma- 


proteobacteria の占める割合が多かったが、それ以外にも Alpha-proteobacteria、


Actinobacteria、Flavobacterium 等、多様な菌種が存在することが明らかになった。やは


り特筆すべきは Alcanivorax である。今回分離した石油分解細菌の中で、分岐鎖アルカン


を分解できたのは、Alcanivorax 属の株のみであった。 


 


3-2 アルカン分解細菌の分解活性 


 


主要なアルカン分解細菌として、既知の Alcanivorax 属や Marinobacter 属、及び本調査


でインドネシア海水から新規に分離した Oceanobacteria 関連株が挙げられる。それらの系


統樹をスライド B31 に示す。青字のものが本調査で新規に分離した菌株であり、これらの


分解活性をスライド B32 に示す。 


本調査で新規に分離した菌株のアルカン分解活性を 30˚C で測定し、Alcanivorax の基準


株である A. borkumensis SK2 株の活性と比較した。原油乳化能力は、ほとんどすべての


Alcanivorax 株で検出され、そのほかの属の菌株からは検出されなった。Oceanobacter 関


連株は、直鎖アルカンの分解に関して、A. borkumensis SK2 と同等の高い活性を示した。


Alcanivorax 属株も、2lA10 株を除外して、A. borkumensis SK2 と同等の活性を示した。


Marinobacter sp. 2M3 は最も低い直鎖アルカン分解活性を示したが、Marinobacter 属類


縁株（Alteromonadaceae）2M26、2M46、2M48、2M49 は Alcanivorax sp. 2lA10 よりも高い


直鎖アルカン分解活性を示した。分岐鎖アルカンの分解に関しては、すべての Alcanivorax 


属細菌が分解活性を示す一方、Oceanobacter 関連株や Marinobacter 属細菌では検出され


なかった。したがって、Alcanivorax 属細菌は、温帯海域の石油分解の研究で既に報告さ


れているように、熱帯海域でも、主要な分岐アルカン分解細菌であることが考えられる。 


 


3-3 各種多環芳香族炭化水素を用いた生育試験 


 


PAH 分解細菌については、各種 PAHs/PACs に対する生育試験を寒天培地及び液体培地で


 Ⅱ-10







行った［スライド B33］。その結果、特にフェナントレンを炭素源として生育できる菌株が


多く、ほとんどの菌株で、単離の際に炭素源として用いた PAHs/PACs 以外に少なくとも 2


種類の PAHs/PACs を生育に利用できることが明らかになった。さらに、数多くの菌株で、


微生物による分解が比較的困難だと考えられており、海洋から分解細菌がほとんど単離さ


れていない high-molecular PAHs（フルオレンやピレン）に対して生育することが確認で


きた［スライド B34］。 


 


3-4 芳香族炭化水素分解細菌の分解活性 


 


インドネシア海水から分離された芳香族炭化水素分解細菌の中で、高い分解能力をもっ


ていると予想されたのが、Altererythrobacter に類縁の、1/E25 株である［スライド B35］。


この株の原油中の芳香族炭化水素の分解能力を、温帯から分離された Cycloclasticus 属 


A5 株の分解能力と比較したところ、Cycloclasticus 属の方が高かった［スライド B36］。 


なお、インドネシア海域から採取した漂着油において、1/E25 株に近縁の株が優占化し


ていることが示された（4-2a.項参照）。 


 


 


以上をまとめると、インドネシア海水から分離したアルカン分解細菌の特性は、以下の


とおりである。［スライド B37］ 


 Alcanivorax のみが、分岐鎖アルカンの分解能力をもっていた。 


 インドネシア海水から分離できなかった Oceanobacter は、Alcanivorax と同等の n-ア


ルカン分解活性を示した。 


 Marinobacter の n-アルカン分解活性は、Alcanivorax 及び Oceanobacter よりも劣って


いた。 


 


また、インドネシア海水から分離した芳香族炭化水素分解細菌の特性は、以下のとおり


である［スライド B38］。 


 ほぼすべての分離株が数種の PAHs/PACs を資化できた。  


 PAH 分解細菌のなかで四環 PAH（ピレン）を分解できる菌株の比率が高かった。 


 フルオランテン、フェノチアジン、ピレン等の難分解性化合物を用いた単離菌株は、


生育基質特性が広かった。 


 インドネシア分離株では、25 ℃より 30 ℃での活性の方が高いものが多かった。 
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４． 石油流出事故へのバイオレメディエーション対策実施のための基盤的


情報の整備 


 


4-1 石油分解遺伝子の解析 


 


インドネシア海水から分離した石油分解細菌について、それぞれの株がもつと予想され


る石油分解酵素遺伝子を PCR によって確認した。 


アルカン分解の初発反応は、末端メチル基の水酸化であり、その反応を触媒する酵素の


一つに、alkane monooxygenase (AlkB)がある。一方、芳香族炭化水素分解の初発反応は、


ring-hydroxylating dioxygenase による二つの水酸基の芳香環への導入である。これらを


ターゲットにした PCR を行い、増幅された DNA 断片の配列を決定した。 


 


a. アルカンモノオキシゲナーゼ遺伝子の多様性 


 


アルカン分解細菌のうち、選別した 40 株について、アルカン分解の初発の酸化反応を担


う Alkane monooxygenase 遺伝子（alkB）の PCR によって増幅した。34 株で増幅が確認さ


れた。クローニングを行い alkB の配列を決定した。その推定アミノ酸は、配列の相同性検


索を blastx によって行ったところ、既知の AlkB 配列に対し、約 80～95 %の相同性を示し


た。 


系統解析の結果、これまでに知られている 3種類の AlkB タイプすべてが確認され、イン


ドネシア株は多様なアルカンモノオキシゲナーゼを有することが確認された。系統学的に


新規性の高い株からは、新規性の高い AlkB が確認された。アルカンに対して分解能力が高


いことが知られている Alcanivorax 属、Marinobacter 属では、2 種類以上の AlkB が確認


された。また、既知菌株に対して 16S rRNA 遺伝子の相同性が高くても、AlkB 遺伝子は異


なることが確認された。その一方で、AlkB ホモログ遺伝子が Alcanivorax 属、Marinobacter


属、Stappia 属、Thalassospira 属の異なる属で確認され、ある共通の AlkB が海水中に普


遍的に存在する可能性が示唆された［スライド B40］。 


 


b. ジオキシゲナーゼ遺伝子の多様性 


 


PAH 分解細菌のうち、選別した 300 株について、芳香環への初発の酸化反応を担う二酸


素原子添加酵素（ジオキシゲナーゼ）遺伝子を PCR によって増幅した。184 株で増幅が確


認され、このうち 70 株についてクローニングを行った。その推定アミノ酸配列の相同性検


索を blastx によって行ったところ、既知のジオキシゲナーゼ配列に対し、約 40～95 %の


相同性を示した。 


系統解析の結果、これまでに知られている 4 種類すべてが確認され、インドネシア PAH


分解菌株の保持するジオキシゲナーゼは、アルカン分解細菌の場合と同様に多様性に富ん


でいた。しかし、実験に供した菌株のうち約半数については、既報の 6 種類のプライマー


を用いた PCR においても増幅が見られなかった。このことからインドネシア株には、既報


のものとは異なる新規性の高いジオキシゲナーゼが存在することが示唆された。特に、
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Alpha-proteobacteria の系統学的に新規性の高い株においては、そのジオキシゲナーゼの


新規性は高かった［スライド B41］。 


 


以上をまとめると、以下のようになる［スライド B42］。 


インドネシアで分離した石油分解細菌について、炭化水素分解の初発反応を触媒する酸


素添加酵素遺伝子の塩基配列を解析しその結果、多様かつ新規性の高い炭化水素分解酵素


（モノオキシゲナーゼ・ジオキシゲナーゼ）遺伝子が存在した。また、16S rRNA 遺伝子の


相同性が高くても、相同性の低い炭化水素分解酵素遺伝子をもつ場合があった。 


 


4-2 熱帯海域の石油汚染現場での石油分解細菌 


 


熱帯海域で実際に起こった原油流出事故で、どのような石油分解細菌が出現するかを明


らかにするため、インドネシア海域の石油汚染現場のサンプルについて、以下のとおり調


査した。 


 


a. 漂着油 


 


インドネシア沿岸海域から採取した漂着油の成分を解析したところ、炭素鎖の短いアル


カンについては、分解がかなり進んでいた［スライド B44］。 


この漂着油から DNA を抽出し、その DNA から rRNA 遺伝子の部分配列を増幅した。この


DNA 断片をクローン化後、塩基配列を決定することにより、漂着油に付着している細菌の


分類学的位置について解析した。 


クローンの上位には、Marinobacter や Oceanobacter が位置した。これらのクローンに


対応する細菌の 7割については、分離・培養に成功している［スライド B45］。 


漂着油は、多様かつ新規な石油分解細菌を含んでいた。これは、十分な栄養塩を含む原


油培地では、石油分解細菌の多様性が非常に低くなることと対照的である［スライドB46］。 


 


b. 流出重油 


 


インドネシア、スラバヤの Tanjung Perak 港で起きた重油流出事故の流出油を採取し、


その細菌群集構造を解析した［スライド B47］。 


16S rRNA 遺伝子クローンライブラリー解析の結果、Gammma-Proteobacteria が 76 %を占


めていることが分かった。属レベルでは、Oceanobacter 属が 49 %、Alcanivorax 属が 13 %、


Marinobacter 属が 6 %の割合で優占化していた。Alcanivorax 属及び Marinobacter 属は、


原油と栄養塩を含む海水のバッチ培養においても検出されている。Oceanobacter 属は、バ


ッチ培養では検出されなかったが、インドネシア各地の海水から石油分解細菌を直接分離


した際に多く分離されており、非汚染の海水中における存在比が高いことが示唆されてい


る。 


さらに、流出重油から単離した DNA を用いた DGGE 解析の結果からも、Oceanobacter 属


が高度に優占化していることが確かめられた。一方、周辺海水中の DGGE プロファイルにお
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いては Oceanobacter 属のバンドの存在比は小さく、Oceanobacter 属が流出重油中で活発


に増殖する、又は、流出重油に付着しやすい性質をもつことが推定された。Oceanobacter


属が石油汚染に対応して優占化するという報告は本調査が初めてであり、興味深い知見で


ある［スライド B48］。 


 


以上、様々な状況で出現するアルカン分解細菌は、大きく 3種類である［スライド B49］。 


Alcanivorax は、栄養塩及び酸素が十分に供給されたとき優占化する。Marinobacter は、


栄養塩濃度が不十分なとき、優占化する。この細菌は、硝酸呼吸を行うので嫌気的条件下


でも増殖する。また、リン酸カルシウムのリン成分を利用できる。Oceanobacter は、原油


汚染された海水中、貧栄養条件下で優占化する。 


なぜ、特定の石油分解細菌が特定の条件で優占化するのかの理解は、緒についたばかり


である。このメカニズムを完全に理解することで、状況に併せて、特定の石油分解細菌を


環境浄化に利用するような技術も開発できるであろう。 


なお、スライド B50 に、Marinobacter 等がリン酸カルシウムを利用できることを示す。。 


 


以上、インドネシア海域の石油汚染現場のサンプルの解析から、以下のことが明らかに


なった［スライド B51］。 


 現場海岸漂着油には多様な石油分解細菌が存在する。 


 熱帯海域実環境中での石油汚染物質の自然分解（ナチュラルアテニュエーション）に


は、多様な細菌が関与している。 


 原油流出事故での流出重油中で Alcanivorax 属、Marinobacter 属及び Oceanobacter 属


が高い比率で存在し、これらの細菌が、インドネシア海域での石油分解に重要であろ


う。 


 


 


インドネシア海域で、1,500 株以上の細菌を単離し、そのうちの 691 株を日本に移転し


た。これには、新属・新種候補 186 株が含まれている［スライド B52］。これらの菌株につ


いては、リストを現在作成中であり、NBRC から分譲される予定である［スライド B53・B54］。 


また、本調査で得られた情報は、可能な限り公開していく予定である。 
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4-3 インドネシア海浜におけるバイオレメディエーション実証試験 


 


インドネシアのジャカルタ湾に位置するパリ島の礁湖で、原油が漂着した砂浜海岸に対


するバイオレメディエーションの効果を定量的に把握するための実証試験を行った。特に、


以下の項目について知見を得ることを目的とした［スライド B56］。 


 砂浜海岸に漂着した石油のバイオスティムレーション処理による浄化効果と地中鉛直


方向への移動性（汚染拡散状況）の確認。 


 バイオスティムレーションにより海砂中の油分濃度を低減するために必要な緩効性肥


料の最適な供給量及び供給方法の確認。 


 


a. 実証試験の方法 


 


実証試験サイトをインドネシア、ジャカルタ湾沖に位置するパリ島に設けた。パリ島は、


南北に長い周囲約 5 km の有人島（人口約 700 人）である。島の西端にインドネシア科学院


（LIPI）の分室があり、そこから約 1 km 沖の礁湖に、ヒューム管（コンクリート管）を 6


基据え付けて、その中に中空カラムを設置した［スライド B57］。外海の波が高いときでも


礁湖は比較的波が低く、試験の安全を確保できる。また、ヒューム管と中空カラムを用い


ることにより、周辺海域の汚染を防ぐことができる。 


 中空カラムの仕様 


実証試験には、スライド B58 に示す透明塩化ビニル製の 2 種類の中空カラムを用いた。


一方が海砂採取用カラムであり、他方が間隙水採取用カラムである。中空カラムは、深度


方向に対して 6個の個別カラムを接合しており、試験に必要な強度・安定性を有する。 


海砂採取用カラム及び間隙水採取用カラムに共通する仕様は、以下のとおりである：作


業性の確保、海水による腐食防止、及びカラム内の油拡散状況の把握のため、透明塩ビ管


を用いる。個別カラムの上下両端にフランジをもち、塩ビ製のボルトとナットを用いてカ


ラムとカラムを接合・固定する構造であり、スパナのみで組立可能である。カラム間の接


合部には、耐溶媒性のパッキンを使用して接合部からの漏水を防いでいる。組立カラム 1


本の総重量は 10 kg 程度であり、海砂を充てんした後でも人力で取り扱うことができる。


組立カラムの最下部には、海水は通過させるが油は吸着するガラスフィルターを装着した。


ガラスフィルターを通じて海水が流出入することにより、中空カラム内で砂浜海岸におけ


る干満を再現するとともに、試験期間中に油がカラム下部から周辺海域に漏出するのを防


ぐ構造である。組立カラム上部には、側方部のみに開口部を設けた。カラム内への雨水の


侵入を防ぐとともに、カラム内に常に新鮮な空気が供給される構造である。 


間隙水採取用カラムは、最上部カラム以外の、海砂を充てんする 5 個の個別カラムの中


央部にサンプリングポート（サンプリング孔）を設け、シリコンチューブを接続し、この


チューブを通じて個別カラム内の間隙水をシリンジで採取できる構造である。 


 試験条件の設定 


1 基のヒューム管には、同条件で作成した海砂採取用カラム 6本と間隙水採取用カラム 1


本を設置し、6 基のヒューム管ごとに異なる試験条件を設定した［スライド B59］。試験区


-1 は、原油及び緩効性肥料を添加しないコントロール条件とし、試験区-2 は、原油のみ添


 Ⅱ-15







加する条件とした。試験区-3～試験区-6 は、緩効性肥料の添加量や添加方法について異な


る条件を設定し、肥料の適切な供給方法を把握した。 


試験に使用する原油は、中東から日本に多く輸入されているアラビアンライト原油を


210 ℃で蒸留し揮発性成分を除去したもの（ウェザリング処理原油）を用いた。中空カラ


ム上部からの投入油量は 200 gとした。これは、汚染源（タンカーが座礁した地点等）の


近傍の海面を漂う厚さ 3.3 cmの油層が砂浜海岸に漂着した場合を想定している。この原油


投入量については、予備試験で、カラム中位まで油が浸透しカラム外部への油流出がない


ことを確認している。 


試験に使用する緩効性肥料は、Scott 社のオスモコート（14-14-14）を使用した。オス


モコート（14-14-14）の肥効期間は、農地使用時で約 3か月間である。 


試験区-6 については、緩効性肥料を海砂表面に散布する方法と緩効性肥料を海砂中に混


合する方法を比較するため、中空カラムの組立時に海砂中に緩効性肥料を混合埋設する施


肥方法とした。肥料添加量は、試験区-5 と同一に設定し、比較検討できるようにした。 


カラムに充てんする海砂は、パリ島沿岸に堆積している天然海砂を清浄な海水を用いて


ふるい処理して得られる 0.25～4 mm の範囲内の調整砂を使用した［スライド B60］。 


カラムへの海砂の充てんは、個別カラムごとに行い、海水を海砂に散水しながらハンマ


ーによる周囲の打撃と突き固めにより十分締め固めた。個別カラム間の接続にはパッキン


を挿入し、塩ビ製のボルトとナットを用いて固定した［スライド B61、B62］。 


試験区-1 の 4 か月後に回収する個々の海砂採取用カラムの中央部には、小型自動温度測


定装置（MDS-MKV/T、アレック電子社製）を計 5箇所設置し、海砂中の温度を自動計測した。 


中空カラムを設置するヒューム管底層の透水性が低い、又は中空カラム最下部のガラス


フィルターが目詰まりする場合には、長期的に中空カラム内で干満を再現できなくなる危


険性がある。そこで、中空カラムを設置するヒューム管内に堆積している微細な底泥（シ


ルト分）及び有機物を海水と混合することで巻き上げ、泥水をヒューム管外へ除去した［ス


ライド B63］。管内の底泥を除去後、前記の調整海砂を約 5 cm の高さになるようにヒュー


ム管内部に投入して、底部が水平になるようにならした［スライド B64］。 


組立後の中空カラムは、干潮時にゴムボートを用いてヒューム管まで輸送した。ヒュー


ム管には同条件の 7 本の中空カラム（海砂採取用カラム 6 本、間隙水採取用カラム 1 本）


を 1本ずつ設置した［スライド B65、B66］。 


 試験の開始 


カラム内の海砂上面より海水面が約 2 cm 高くなった 2008 年 8 月 18 日の満潮時（23 時


頃）に、試験区-1 を除くすべての中空カラム内に前記の原油を 200 g ずつ投入した。［ス


ライド B67］。原油投入から 10 時間後に、海砂上面に投入した原油が砂中に浸透している


ことを確認後、試験区-3、試験区-4、試験区-5 を対象として緩効性肥料をカラム内の海砂


上面に添加した。試験開始から 2 か月後の海砂採取用カラムの回収時に同様の方法で追肥


した。添加直後のカラム内の海砂表面の状況をスライド 68 に示す。 


緩効性肥料を添加した日を試験開始日（0日目）とした。 
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b. 実証試験の結果 


 


試験区-1の 116日目に回収した海砂採取用カラムに設置した小型自動温度測定装置に記


録された試験期間中の温度変化をスライド B69 に示す。海砂温度は、日変動があるものの、


季節変動はほとんどなく、25～35 ℃のバイオレメディエーションに適した範囲内で推移し


ていた。日変動範囲は、上部のカラムほど大きく、特に P5 カラムでは一日の温度差が 10 ℃


近く変動する日が多かった。これは、P5 カラムに設置した温度計の海砂位置では海水面の


降下により不飽和状態になる時間が長く、気温の影響を強く受けていたためと考えられる。 


試験開始時、10 日後、60 日後、116 日後における海砂採取用カラムの外観を示す。 


スライド B70：  開始時のカラム外観（左から右へ試験区-1→試験区 6） 


スライド B71：  10 日後のカラム外観（左から右へ試験区-1→試験区 6） 


スライド B72：  60 日後のカラム外観（左から右へ試験区-1→試験区 6） 


スライド B73： 116 日後のカラム外観（左から右へ試験区-1→試験区 6） 


油の物理的な海砂内への浸透は、油の添加直後で約 20 cm、10 日後で約 40 cm まで達し


ていることが視認できた。10 日目以降の油の拡散は、緩効性肥料を添加した試験区-3～試


験区-6 のカラムで観測され、特に、試験区-6 のカラムでは、P3 カラムへの油の拡散が視


認できた。試験開始前の海砂は黄土色であったが、27 日目以降に、油で汚染されていない


カラム下部の海砂が青銅色へ変化していく様子が確認された（試験区-1 を除く）。 


IR 法による全油分濃度の試験前後における減少傾向をスライド B74 に示す。カラム内壁


に付着した油量を考慮しても、投入油量の 200 g に対して試験開始時の測定油分量は約 160 


g と小さかった。これは、アラビアンライト原油中に、IR 法の測定で使用した溶媒では抽


出できないレジン分、アスファルテン分等の重質油成分が存在しているためと考えられる。 


試験終了時に、緩効性肥料を添加していない試験区-2 のカラムを含め、すべてのカラム


で油分濃度の減少が確認された。緩効性肥料を添加していない試験区-2 においても油分の


減少が確認された要因として、本実証試験で使用した海砂が生活排水の影響を受けて比較


的高濃度の栄養塩を含んでいたため、自然に油分が微生物分解された結果と考えられる。


油分の減少率は、緩効性肥料の投入量に応じて高くなる傾向が試験区-3、試験区-4、試験


区-5 の結果から確認できた。また、緩効性肥料を海砂表面に散布した試験区-5 と、海砂上


面から深さ 20 cm まで緩効性肥料を混合した試験区-6 の油分減少率は、ほぼ同様の値を示


した。一方、試験区-6 では緩効性肥料を添加した P5 カラムにおける油減少が試験区-5 と


比較して顕著であることも確認された［スライド B74］。 


試験終了後の試験区-2、試験区-5 及び試験区-6 の P5 カラムにおけるクロマトグラフを


スライド B75 に示す。クロマトグラフは、縦軸（強度）を同一の目盛りを用いて表示して


いる。緩効性肥料を添加していない試験区-2 においてもすべての領域で油成分の減少傾向


が確認されたが、試験区-5 及び 6 では油の減少量が大きく、特に、試験区-6 については、


大部分の油成分が除去されていることが確認された。本クロマトグラフの結果は、P5 カラ


ムにおける全油分濃度の結果と相関性があり、緩効性肥料を直接海砂に混合することによ


る浄化効果が裏付けられた。 


さらにこの結果から、試験終了後の試験区-2、試験区-5 及び試験区-6 の P5 カラムにお


ける飽和分（C12～C36）、ナフタレン（C0～C4）、ジベンゾチオフェン（C0～C4）、フェナン
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トレン（C0～C7）、フルオレン（C0～C2）の各成分の初期濃度に対する残存率を算出したと


ころ、試験区-6 では、飽和分だけでなく、芳香族分も良く分解されていることが示された。 


全試験区 P4 カラムの間隙水中の全細菌数の推移をスライド B76 に示す。間隙水中の全細


菌数は、試験開始前に 105cells/mL オーダーで確認され、油と緩効性肥料を添加した試験


区-3～試験区-6 のカラム上方（P3～P5）の間隙水中では、3～4オーダーの細菌数の増加が


確認された。 


全試験区 P4 カラムの間隙水中の溶存酸素濃度の推移をスライド B77（左）に示す。試験


開始時における間隙水中の溶存酸素濃度の鉛直分布から、上方のカラムに存在する間隙水


ほど溶存酸素濃度が高いことが示された。一方、油を添加した試験区-2～6 では、試験期


間中に溶存酸素濃度の減少傾向が確認され、上方の油が存在しているカラム（P4、P5）で


は溶存酸素濃度がほとんど消失した。なお、ヒューム管内部の海水中の溶存酸素濃度は、


ヒューム管外部の海水と比較して低い傾向を示した。 


全試験区 P4 カラムの間隙水の酸化還元電位の推移をスライド B77（右）に示す。油を添


加した試験区-2～試験区-6 の間隙水の酸化還元電位は、試験開始時に+100 ｍV 程度であっ


たが、試験開始とともに減少していき、試験終了時には-300～-400 mV まで低下している


ことが確認された。なお方、ヒューム管内部の海水の酸化還元電位については、試験区ご


との違いは確認されなかった。 


自動波高計（試験区-1 のヒューム管内に設置）に記録された試験期間中の海水位変動を


スライド B78 に示す。ヒューム管内の海水位は、周辺海域の干満に応じて周期的に変化し


た。試験開始時と比較して、試験開始 60 日後以降は満潮時における海水位が大きくなる傾


向を示した。 


 


c. 原油分解の環境パラメータの考察 


 


好気性石油分解細菌による油分解量を推測するため、カラム内に供給される酸素濃度に


ついて試算した。カラム内での海水位の上下動の都度、カラム下部からは酸素を含む海水、


カラム上部からは大気に含まれる酸素が海砂内に供給される。カラム下部から供給される


酸素量は、水位の上昇分に当たる海水量にコントロールである試験区-1 のカラム内の平均


酸素濃度（3.86 mg/L）を乗じて、試験期間を通じた酸素供給量は 0.72 g/column と算出さ


れた。一方、カラム上部から供給される酸素量は、カラム内の海砂表面からの水位の低下


分にあたる空隙量（空隙率 42 ％から海砂不飽和時の含水率 6.3 ％を引いた間隙比率から


計算）に大気中の酸素濃度（21 ％）を乗して、試験期間を通じた酸素供給量は 57.14 ｇ


と算出された。この結果から、海砂中への酸素供給の大部分は、大気からの酸素供給が占


めていることが分かる。 


次に、試験に用いたウェザリング処理済み原油で最も含有量が多い C16 飽和分（ヘキサ


デカン）を原油中の炭化水素化合物の代表物質として酸素消費量を試算した。ヘキサデカ


ンの完全分解に必要な酸素供給量は次式で計算できる。 


C16H34 + 24.5 O2 → 16 CO2 + 17 H2O 


試験期間を通じてカラム内の酸素濃度は全量消費されると考えると、酸素消費量に基づ


く理論的な油分解量は試験の経過日数にほぼ比例して一次関数的に減少し、試験期間を通
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じたカラム内の油減少量は約 17 g と推定された。一方、試験期間における各試験区の油分


濃度の実測値は、ややばらつきはあるものの一次関数的減少し、油分解量は計算値を大き


く上回った。 


好気性石油分解細菌による油の理論分解量が実測値より低くなった要因として、界面活


性効果で間隙水中に可溶化した油分がカラム下部から流出した可能性がある。しかし、ガ


ラスフィルターに試験区-6 を除いて油成分による着色がみられなかったことから、油分の


カラム外への流出は限定的であると考えられる。 


各カラムの酸素供給量はほぼ同一と考えられ、酸素が油分解の制限因子となっているこ


とは環境測定の結果からも明白である。その一方で、油の分解量は緩効性肥料を多く添加


した試験区ほど大きくなっている［スライド B79］。 


 


緩効性肥料の添加量は、余剰な栄養塩が間隙水中に残存せず、かつ、油分解効果が得ら


れている条件が最適であるといえる。スライド B80 に P4 カラムにおける間隙水中の全窒素


濃度の推移を示す。この結果、初期投入量 60 g/column の試験区-6 及び初期投入量 30 


g/column の試験区-5 においては、間隙水中の窒素濃度が大きく上昇することが確認され、


海水の二次汚染を引き起こす可能性が懸念された。 


一方、試験区-4 の初期投入量 5 g/column より少ない緩効性肥料の投入量であれば、間


隙水中に高濃度の窒素が残存する可能性が低いことが示された。試験区-4 における緩効性


肥料の１回分の単位面積当たり添加量は、約 600 g/㎡であるが、試験区-4 における試験開


始後 2か月間の緩効性肥料の溶出率は約 50 ％であったため、2か月間で緩効性肥料が全量


溶出する可能性があることを考慮すると、緩効性肥料の１回分の単位面積当たり添加量は、


300 g/㎡以下に抑制すべきであると考えられる。 


油分濃度の測定結果から、特に、海砂表面に緩効性肥料を散布するよりも砂中に混合す


る方が、砂中の油分解効果が高いことが示された。オスモコートからの窒素供給速度は、


緩効性肥料を砂中に混合した試験区-6 で溶出速度が大きく、オスモコートのスペック上の


肥効期間である 3～4か月で約 90 ％の栄養塩の放出が行われていることが確認された。一


方、表面散布を行った試験区-5 では、試験開始から 2か月間は肥料の溶出速度が小さかっ


た。この原因として、試験開始から 2 か月間は満潮時の水位が地表面より下部に位置する


日が多く、肥料の溶出が促進されなかったためと推察される。肥料からの栄養塩供給を継


続させるため、少なくとも、干満差が小さい時期における満潮時の海水位の高さより低い


位置に緩効性肥料を混合しておくことが重要であると考えられる［スライド B81］。 


 


d. 菌相の解析 


 


試験区-6 から得たサンプルについて、DNA を抽出し、菌相を解析した。DNA 解析から求


めた試験区-6 における菌相の推移をスライド B82 に示す。代表的な好気性石油分解細菌で


ある Alcanivorax 属細菌は、試験開始直後に高い比率を占めたが、その後は優占率が低下


し、通性嫌気性菌（脱窒細菌）である Marinobacter 属やその他の嫌気性菌の比率が高くな


っていることが確認された。したがって、油の中間代謝産物として間隙水中に可溶化した


有機酸等は、緩効性肥料から溶出した硝酸性窒素を電子受容体として増殖する嫌気性菌に


 Ⅱ-19







より分解が促進されたものと推察された。 


本実証試験の模擬汚染海砂環境では、好気性菌だけでなく嫌気性菌が原油の分解に深く


関与し、これらの細菌群を総合的に活性化することにより酸素が制限因子となっている環


境下でも油分解を促進できる可能性があることが示された。 


 


試験区-6 から得た試験開始後 10 日目のムース化原油では、n-アルカン成分の約 30 %が


分解されていた。このサンプルについて、コミュニティ・トランスクリプトーム解析し、


前記の菌相解析（クローンライブラリー解析）の結果と比較した。コミュニティ・トラン


スクリプトーム解析は、汚染現場に存在する細菌の代謝活性の割合を示し、クローンライ


ブラリー解析は、汚染現場に存在する細菌の割合を示す。コミュニティ・トランスクリプ


トーム解析では、抽出した RNA から cDNA を合成して、得られた 11,062 分子から rRNA をコ


ードしている 1,172 配列をランダム抽出して解析した（スライド B83 左）。クローンライブ


ラリー解析では、抽出した DNA を鋳型にして rRNA コード領域を PCR 増幅し、クローン化し


て 48 配列を解析した（スライド B83 右）。 


両者の結果を比較すると、Alcanivorax が優占菌種であることが強く示唆された。一方、


クローンライブラリー解析の結果では、Marinobacter は、48 配列のうち 1配列しか検出さ


れなかったが、コミュニティ・トランスクリプトーム解析の結果では、2 番目に優占化し


た菌種であると示されたため、Marinobacter は、汚染現場での代謝活性が高いということ


が考えられる。また、クローンライブラリー解析の結果、Alpha-proteobacteria の占める


割合は高かったが、コミュニティ・トランスクリプトーム解析の結果では、


Alpha-proteobacteria は少なく検出された。このことから、Alpha-proteobacteria は海水


中にある量存在するが、代謝活性は低いことが考えられる。 


 


さらに、コミュニティ・トランスクリプトーム解析を通じて mRNA と判定された 122 配列


について、その機能を推定した。生命活動に必須である転写（transcription）・翻訳


（translation）にかかわるもの、また、機能が未知のものを除くと、防御（defense）及


び脂肪酸代謝（lipid metabolism）にかかわるものが目立った。石油を分解している現場


から得られた RNA 由来であるので、脂肪酸代謝にかかわる遺伝子が多く発現するのは予想


されたが、防御にかかわる遺伝子が多く発現していたことは予想外であった。防御にかか


わる遺伝子の中でも、トレハロース類似物質合成酵素（L-2,4-diaminobutyric acid 


acetyltransferase）やトレハロース合成酵素が目立って発現していた［スライド B84］。


トレハロースは、ストレス（栄養塩欠乏、乾燥、ヒートショック等）に応答して合成され


ると報告されていることから、石油汚染現場で石油を分解している微生物がストレスを受


けていることが考えられる。 


Hengge-Aronis R, Klein W, Lange R, Rimmele M, Boos W. Trehalose synthesis genes are controlled by the putative sigma factor 


encoded by rpoS and are involved in stationary-phase thermotolerance in Escherichia coli. J Bacteriol. 173:7918-7924. 1991 


McIntyre HJ, Davies H, Hore TA, Miller SH, Dufour JP, Ronson CW. Trehalose biosynthesis in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 


and its role in desiccation tolerance. Appl Environ Microbiol. 73:3984-3992. 2007 


Purvis JE, Yomano LP, Ingram LO. Enhanced trehalose production improves growth of Escherichia coli under osmotic stress. Appl 


Environ Microbiol. 71:3761-3769. 2005 
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e. まとめと提言 


 


本実証試験の結果、以下の知見を得ることができた［スライド B85］。 


 海砂が油で汚染された海域をバイオレメディエーションで浄化する場合の緩効性肥料


の添加方法として、肥料を表面に散布する方法よりも油汚染した海砂と混合して埋設


する方法が適している。その理由として、1）緩効性肥料からの栄養塩の溶出を阻害せ


ず、緩効性肥料が存在する海砂周辺の油分解効果が高い、2）緩効性肥料が海砂中に埋


設されるため、景観の悪化を防止でき、波や干満によって緩効性肥料が流される危険


性が少ない、の 2点が挙げられる。 


 緩効性肥料を用いる場合に海洋の二次汚染を防止するためには、特に海水の窒素濃度


の上昇に考慮する必要がある。オスモコート（14-14-14）を使用する場合には、１平


方メートル当たりの供給量を 300 g 以下に抑えるべきである。 


 オスモコート（14-14-14）の有効期間は、ほぼカタログデータと一致しており、2～4


か月であった。実際の浄化に用いる場合は、油汚染状況や酸素の供給速度を考慮して、


適正量の緩効性肥料を浄化期間に応じて分割して供給するべきである。 


 油分解には好気性微生物だけでなく嫌気性菌も重要な役割を果たしている可能性があ


る。これらの微生物群の相互作用を十分理解することにより、より効率的なバイオレ


メディエーションを実施できる可能性がある。 


 


2008 年 10 月に、汚染源不明の油が実証試験の拠点であるパリ島に漂着した［スライド


B86、87］。その後、物理的回収が進んだが、一部については、除去できないままであった


［スライド B88］。 


この汚染に対して、バイオスティムレーション試験を開始したが、本調査事業終了によ


って、その後の解析は、インドネシア科学院（LIPI）に委ねられた。このような事態が再


来したときのため、LIPI に対して、以下を骨子とする対策案を提出した［スライド B89］。 


 物理的処理とバイオレメディエーションを組み合わせる。 


 形成されたオイルボールは、物理的に回収する。 


 干満による拡散・細粒化のために物理的処理が困難な場合には、緩効性肥料を用いた


バイオレメディエーションを実施する。 
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５． 原油の微生物分解生成物の安全性評価法 


 


沿岸に漂着した石油を除去するためのバイオレメディエーションを実施した際、石油分


解代謝物だけでなく、海浜に付着した炭化水素が海水中に乳化して“可溶化”され、沿岸


生物に対する毒性が増す可能性がある。 


 


本調査では、石油及び石油分解代謝物の生態毒性の評価するため、ジャワメダカを用い


て、1) 原油分解液の毒性試験と、2)多環芳香族炭化水素化合物（PAHs/PACs）の蓄積試験


を行った。ジャワメダカは、Oryzias 属14種の中で塩分適応能の最も高い種であり、生態


毒性試験魚としての適性を有している［スライドB90］。 


原油分解液毒性試験の結果、20 倍希釈した分解液試験区でジャワメダカ卵の死亡率に何


ら影響が認められなかった。流出油が漂着し海岸でバイオレメディエーションを実施し、


原油が微生物によって分解又は乳化した分解液が 20 倍程度希釈されると仮定した場合、魚


類卵に対する毒性は認められないと考えられる［スライド B91］。 


PAHs/PACs の蓄積試験では、原油水溶性画分と原油分解液水溶性画分の希釈液で飼育し


た試験魚中の PAHs/PACs 濃度は、原油分解液水溶液画分中で飼育した試験魚の方が高かっ


た。この結果から、バイオレメディエーション実施の際は、生物中 PAHs/PACs 濃度のモニ


タリングを実施することが好ましいと結論した［スライド B92］。 
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Methanococcus maripaludis JJT 100 %
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OS7
No. ORF bp


1 MM2_0033 hypothetical protein 183
2 MM2_0038 hypothetical protein 255
3 MM2_0040 hypothetical protein 561
4 MM2_0041 hypothetical protein 375
5 MM2_0042 hypothetical protein 384
6 MM2_0045 hypothetical protein 405
7 MM2_0458 hypothetical protein 222
8 MM2_0459 hypothetical protein 231
9 MM2_0544 hypothetical protein 966
10 MM2_0546 hypothetical protein 1044
11 MM2_0551 hypothetical protein 474
12 MM2_0552 hypothetical protein 198
13 MM2_0562 hypothetical protein 459
14 MM2_0566 hypothetical protein 183
15 MM2_0941 hypothetical protein 2883


No. ORF bp


16 MM2_0942 hypothetical protein 498
17 MM2_0962 hypothetical protein 342
18 MM2_0963 hypothetical protein 186
19 MM2_0966 hypothetical protein 228
20 MM2_0968 hypothetical protein 591
21 MM2_0969 hypothetical protein 447
22 MM2_0970 hypothetical protein 645
23 MM2_0971 hypothetical protein 450
24 MM2_0972 hypothetical protein 432
25 MM2_1353 hypothetical protein 921
26 MM2_1355 hypothetical protein 408
27 MM2_1357 hypothetical protein 426


28 MM2_1363
sec-independent protein
translocase protein TatA


[tatA]
231


29 MM2_1365 putative signaling protein 1635


OS7mut1
PCR
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0972   1353   1355
(432 bp) (921 bp) (401 bp)


1357                  1363                1365
(426 bp)                     ( 231 bp)             (1635 bp)


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


1. H2O, 2. S2, 3. OS7mut1, 4. OS7
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M. maripaludis
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1.


2. Fluorescence in situ hybridization (FISH)


3. Polymerase chain reaction (PCR)
PCR PCR


(qPCR: real-time PCR)
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Dissolution of Fe (�mol/2 cm2)
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PCR


12


ORF ORF 50


PCR 200 bp ORF 10


M. maripaludis OS7 KA1 Mic1c10
M. maripaludis JJT S2


C5 C6 C7 Mic4c08 PCR
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M O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M O K 1 J 2  5 6 7 4 S N M


M O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M M O K 1 J  2 5 6 7 4 S NM O K 1 J  2 5 6 7 4 S N M


ORF_1357 ORF_1363


ORF_0542 ORF_0559 ORF_0594 ORF_0596


M O K 1 J 2  5 6 7 4 S NM O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M M O K 1 J 2 5 6  7 4 S N M O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M
ORF_0671 ORF_0944 ORF_1274 ORF_1355


M: Size marker 5: M. m. C5
(100 bp DNA ladder) 6: M. m. C6


O: M. m. OS7 7: M. m. C7
K: M. m. KA1 4: M. m. Mic4c08
1: M. m. Mic1c10 S: SRB
J: M. m. JJT N: Negative
2: M. m. S2


PCR ORF


M O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M O K 1 J 2 5 6 7 4 S N M M O K 1 J  2 5 6 7 4 S NM O K 1 J  2 5 6 7 4 S N M
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Real-time PCR


16S rDNA Bacteria and Archaea
dsrAB dissimilatory sulfite reductase
mcrA methyl Coenzyme A reductase


PCR
Standard


real-time PCR


Standard DNA real-time
PCR


DNA target gene/16S rDNA


PCR


Standard DNA


Standard DNA
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Real-time PCR


CT
CT


DNA CT
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T
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Neptunomonas naphthovorans
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Oleispira sp. gap-e-97
Oleispira antarcticam partial


Oleispira antarctica partial 1
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lensus
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Acinetobacter sp. ATCC 31012


Lutibacterium anuloederans


Sphingomonas sp. 2MPII


Novosphingobium taihuense stra
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Sample Crude-oil


Minimal medium


Isolation


Artificial seawater + nitrogen (100 ppm), 
phosphorus (8 ppm), Iron (10 ppm) and 
Noble-Agar 1.5%


B14


1.







10-1 10-310-2 10-4 10-610-5


ONR7a
medium


•Acenathtene
•naphthalene
•Phenanthrene
•Fluorene
•Dibenzothiophene


•Pyrene
•Fluoreanthene
•Phenothiazine
•Benzo(a)antharacene
•Crude-oil
•N-parafins


Carbon source


Plating


Dilution


10-1 10-310-2 10-4 10-610-5


ONR7a
medium


•Acenathtene
•naphthalene
•Phenanthrene
•Fluorene
•Dibenzothiophene


•Pyrene
•Fluoreanthene
•Phenothiazine
•Benzo(a)antharacene
•Crude-oil
•N-parafins


Carbon source


Plating


Dilution


B15


1.


�


�


B16


1.







(58%))


(14%))


TCA


CO2


CH3-R-CH3


CH3-R-CH2OH


CH3-R-CHO


�-oxidation


Fatty acyl CoA


Fatty acid


Acetyl CoA


527 (Tiscot and Welte 1984)


(28%))


Phenanthrene


Chrysene


Perylene


S


N
H


Dibenzothiophene


Carbazole Fluorene


OH


OH


OH


OH


OH


HOOC
O


OH


OH


OH


COOH


O


OH


COOH


OHOH
OHOH


OHOH


OHOH
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(<94%)


(<97%)


(<97%)


(<96%)


(<91%)


(<97%)


(<97%)


(<88%)


(<94%)


(<95%)


(<96%)
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Marinobacter related


Alcanivorax
related


Oceanobacter related


Thalassospira


(<89%)


(16S rDNA %)


Stappia
related


1YtBOM04
1YtBO13


ID05P026Bt


1000


ID05P06Bt 
ID05-P62Bt


2-oil-66
Planomicrobium alkanoclasticum758


ID06-088O


879


ID05-P2Bt 
ID05-P3Bt 
ID05-P38Bt 


ID06-025O
SU-R153


1000


717
ID05-P24Bt 
1-oil-34
2-oil-37
1-oil-51
ID05P01Bt


1-oil-24
1-oil-61


1000


1000


956


545


ID05-P11Bt
1-Oil-10


O-087538


783


1000
ID06-0010N


ID06-001O
Acinetobacter sp. ATCC 31012


ID05-2M01
2-oil-33


Alcanivorax sp. OM-2
Alcanivorax sp. Haw1


Alcanivorax sp. I4
2-oil-44
Alcanivorax sp. K3-3


2-oil-17806
Alcanivorax jadensis


Alcanivorax sp. Abu-1
Alcanivorax borkumensis SK2


ID05-P51Bt
Alcanivorax dieselolei


ID05-P45Bt
ID06-15O
ID05-P52Bt
Alcanivorax sp. TE-9
ID05-P46Bt


ID06-013O
2-Liq-10
Alcanivorax sp. Tak-1


Alcanivorax venusti strain ISO


951


708


788


969


Oleispira antarcticam
Oleispira sp. gap-e-97


898


1000
ID05-P10Bt


Halomonas variabilis ANT-3b
Shewanella sp. GA-22


Shewanella sp. SIC1
1YtG100


1000


Oleiphilus messinensis ME102
ID06-0037N


ID06-0086N
2-oil-1
1-oil-2
1-oil-14
1-oil-18


Thalassolituus oleivorans


1000


1YtBOM02
1YtBOM03
YtBO20825


Marinobacter sp. PCOB-2
Marinobacter sp. ice-oil-81
1YtG74981


Marinobacter sp. ME10


577


2-oil-46
2-oil-26


560


935 Marinobacter alkaliphilus
ID06-0110N


638


ID05-P47Bt
1YtG96
ID07RCBP28
Marinobacter aquaeolei VT8
2-oil-3


1-oil-38
Marinobacter hydrocarbonoclasticus


922


729


948


748


974


702


938


1000


378


578


0.02


•
• Alcanivorax,
Marinobacter


• 95
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ID06-OBD5Bt


ID06-OBD2Bt


ID06-039OID06-BWPy1Bt


ID06-OBD4Bt
ID06-OBPh5Bt
ID06-OBPh9Bt
ID06-OBPh6Bt


ID06-OBPh1Bt
ID06-OBPh12Bt
ID06-OBPh10Bt
ID06-OBPh11BtID06-BSPh1Bt


Vibrio cyclitrophicus 2P44.gb
Neptunomonas naphthovorans.gbNeptunomonas sp. CAR-SF.gbCycloclasticus spirillensus.gbCycloclasticus sp. E2.gbCycloclasticus oligotrophus.gbCycloclasticus pugetii.gbCycloclasticus sp. DBF-MAK.gbID06-0076N ID06-M78


ID06-M79
ID06-0106N


ID06-M56
ID06-M54
ID06-M53
ID06-M50
ID06-T53Bl
ID06-T44Bl


P0015Bt


P0014Bt


ID06-OBD8Bt


ID06-OBD6Bt


Pseudoalteromonas sp. EH-2-1.g
ID06-0109O


ID06-KWFt1Bt


ID06-038O


ID06-OBD1Bt


ID06-T4Bl


ID06-T26Bl


ID06-T27Bl


ID06-T28Bl


P060Bt


P061Bt


P063Bt ID06-059O


ID06-013O


ID06-006O


ID06-018O


ID06-0117O


ID06-015O


ID06-060O


SU-R158


ID06-0107O


P056Bt


ID06-0023N


P007Bt


P0013Bt
P43Bl


Yeosuana aromativorans.gb


ID06-042O
ID06-062O


ID06-061O


0.05


Bacteroidetes
Flavobacteriaceae


��proteobacteria
Alcaligenaceae


�-proteobacteria


Roseobacter-Sulfitbacter group


Sphingomonadaceae familiy


Altererythrobacter/Sphingopix (>98%)


Sphingobium (96%)


Sphingomonas (<97%)


Novosphingobium(<98%)


Sphingomonas (<96%)


��proteobacteria


Thalassospira (97-99%)
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U23709.Wolbachia


M21789.Rickettsia


AF062074.Orientia


Kordiimonas gwangyangensis GW1


Y10109.Magnetospirillum


M59061.Azospirillum


D30778.Rhodospirillum


989


AF544015.Parvularcula


AF544016.Parvularcula


P39
P38


1000


1000


Y11551.Roseovarius


X78312.Roseobacter


U77644.Silicibacter


D85829.Roseivivax


640


Y16927.Paracoccus


614


U29386.Rhizobium


D14500.Agrobacterium


L26166.Brucella


705


AJ011759.Aminobacter


D14514.Mesorhizobium


949


1000


1000


967


985


532


AB016610.Asticcacaulis


AJ227754.Caulobacter


M59064.Pseudomonas852


U37337.Sphingomonas


Y10677.Erythromonas


AF281031.Zymomonas


827


1000


1000


548


319


800


1000


1000


0.01


S366610 Woodsholea maritima T
S019650 Rhodovulum robiginosum


S413575 Rhodovulum adriaticum
S020210 Rhodovulum iodosum T 


825


S413580 Rhodovulum sulfidophil


642


S413578 Rhodobacter veldkampii
S390053 Rhodobaca bogoriensis


S390062 Roseinatronobacter thi
S414110 Roseivivax halodurans


999


S414111 Roseivivax halotoleran
S412037 Salipiger mucosus T  


S368744 Oceanicola batsensis
S133991 Jannaschia helgolanden


S437166 Octadecabacter antarct
S438412 Octadecabacter arcticu1000


S416760 Loktanella salsilacus
S416877 Loktanella fryxellensi


518


999
S416878 Loktanella vestfoldens


S486943 Loktanella hongkongens
S368742 Oceanicola granulosus


S471104 Roseisalinus antarctic592
S021200 Antarctobacter helioth


S004338 Sagittula stellata T 
SU-P012639


S016668 Roseobacter denitrific
S414256 Roseobacter denitrific


S012007 Roseobacter litoralis


1000


S014692 Sulfitobacter brevis
S018041 Sulfitobacter mediterr
S021710 Staleya guttiformis T


512


S004794 Sulfitobacter pontiacu
S400181 Sulfitobacter delicatu
S366464 Oceanibulbus indolifex


S400180 Sulfitobacter dubius


506


858


752


558


S434336 Leisingera methylohali
S009291 Phaeobacter gallaecien


S007365 Marinovum algicola T 785
S415130 Jannaschia cystaugens
S471772 Jannaschia cystaugens


AB289591 Thalassobius gelatino


1000


593


673


710


S428856 Roseovarius nubinhiben
SU-P024
SU-P042
SU-P006
SU-P001


DQ178660 Pelagibaca bermudensis


790


910


S363875 Silicibacter lacuscaer
AB255401 Ruegeria mobilis NBRC


S428852 Silicibacter pomeroyi


698


S003166 Roseovarius tolerans


932


983


936


618


0.01


96% homology to 
Pelagibaca bermudensis


96% homology to 
Sagittula stellata


16S rDNA GC


Fatty acid
content: (%)


Salipiger
mucosus


(T)


Pelagibaca
bermudensis


(T)
P6 P42 P24


C16 : 0 12·4 4·9 15·33 11·86 10·99
C16 : 1w7c 1·3
C17 : 0 0·33 0·63
C17 : 0 cyc 0·30
C17 : 1 0·42 0·35 0·23
C18 : 0 2·0 0·8 0·94 1·25 0·95
C18 : 1w7c 78·0 79·7 50·42 74·39 57·43
C18 : 1  11-methyl 1·9 7·5 7·15 3·26 5·67
C19 : 0 cyc 2·3 0·6 19·22 4·04 21·11
C16 : 0 2-OH
C10 : 0 3-OH 2·48 2·23
C11 :0  iso 3-OH 0·34
C12 : 0 3-OH 3·4
C12 : 1 3-OH 2·3 0·2
C20 : 1 0·49


Fatty acid (% Total) P38 P39
Parvularcula
bermudensis
HTCC2503T


C9:0 0.1
C10:0 3OH 0.3 0.3
C12:00:00 0.3 0.2 5.2
C13:0 ISO 0.4 0.2
C13:1 AT 12-13 0.5 0.2
C14:0 0.6 0.5 2.9
C15:0 ISO 2.3 1.4
C15:0 0.3 0.2
C14:0 2OH 0.3 0.2
C16:0 ISO 1.1 0.7
C16:1 w11c 1.2 0.9
C16:0 23.0 20.8 8.6
C17:0 ISO 2.1 2.8
C17:1 w6c 0.2 0.1
C17:0 0.4 0.3
C18:1 w9c 0.5 1.0 6
C18:1 w7c 49.4 59.6 73.3
C18:0 0.7 0.9 4
11 methyl 18:1 w7c 7.6 4.6
C18:1 2OH 0.3 0.2
Summed Feature 2 0.3 0.1
Summed Feature 3 4.5 4.3


91% homology to 
Parvularcula bermudensis
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0.5g 500ml


0 4 7 10 15 20 0 4 7 10 15 20
(1d) (3d) (10d) (17d) (24d) (31d) (1d) (3d) (10d) (17d) (24d) (31d)
16.6 3.6 2.8 2.0 4.7 3.0 0.03 ND ND ND 0.08 ND
14.1 5.1 3.4 17.6 1.9 1.0 2.72 2.66 0.72 3.52 0.31 0.18


ND ND 0.7 1.7 1.8 0.8 0.05 ND ND 0.04 0.10 0.06
ND ND ND ND ND 0.5 0.03 ND ND ND 0.06 ND


11.6 0.9 1.0 ND 0.3 ND 45.60 0.81 1.50 0.59 0.75 0.43
6.6 ND ND ND ND ND 0.08 ND ND ND 0.06 ND


78.2 0.5 ND ND ND 0.4 24.10 2.12 0.49 0.35 0.26 0.14
IB 92.6 4.8 4.3 0.4 ND ND 69.80 1.98 1.46 0.45 0.35 0.21


111.0 1.1 1.8 0.3 ND ND 61.80 2.42 1.94 0.53 0.36 0.27
179.0 0.6 ND ND ND ND 77.40 1.68 0.76 0.27 0.21 0.13
133.0 ND ND ND ND ND 36.70 1.54 0.54 0.23 0.18 0.18


2.7 ND ND ND ND ND 64.50 3.75 0.98 0.19 0.12 0.12
145.0 1.9 1.0 ND ND ND 23.10 1.62 0.22 0.05 0.05 ND


ND (N=0.3, P=0.03) N=2ppm, P=0.3ppm


Total-N Total-P


ppm


(ppm = mg/L)
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– IB[ 40 wt%-N] 160g
– 30[ P2O5 30 wt%] 40 g


•
1500g


• 20
• 12 3 00


• TDC PCR/DGGE
• pH


Air Reservoir 
tank


SW


Sand


Beach simulator


B24


2. “ ”







•


• 20 30
B25


2. “ ”


Siphon


Seawater flow


Vessel


•
•
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Alcanivorax


n-alkane iso-alkane
ID05-P-062Bt Bacillus pumilus s train B402 100 <C16 ×
ID06-153O Acinetobacter sp.  J42 100 C11-29 ×
ID05-P-031Bt Alcanivorax dieselolei P40 100 C13-32
ID06-009Bt Alcanivorax dieselolei NO1A 99 C13-34
ID06-045Bt Alcanivorax dieselolei NO1A 99 C13-34
ID06-091O Alcanivorax sp. B-1084 99 C13-31
ID06-060O Alcanivorax sp. TE-9 99 C13-33
ID06-093O Bordetella petrii 99 × ×
ID06-087O Brevibacterium casei  3Tg 99 <C16 ×
1YtG96 Marinobacter aquaeolei VT8 99 <C16 ×
1YtBOM03 Marinobacter koreensis 96 C13-22 ×
1YtBO20 Marinobacter sp. 97 C11-34 ×
ID06-0037N Oleiphilus messinensis ME102 89 C12-34 ×
ID05-P-002Bt Pseudoalteromonas sp. 95 <C16 ×
ID05-P-003Bt Pseudoalteromonas sp. 95 <C16 ×
ID06-133O Pseudomonas aeruginosa 99 × ×
ID06-074O Pseudomonas aeruginosa PAO1 100 C13-31 ×
ID06-080Bt Pseudomonas aeruginosa sRsB-29 99 C13-32 ×
ID05-P-024Bt Stappia aggregata CHLG 11 100 <C16 ×
ID05-P-011Bt Thalassospira  sp. DBT-1 99 <C16 ×


Strain BLAST search result of 16S rDNA %
Degradation activity


Arabian light 
crude-oil, 10 ml


Minimal
medium, 5 ml


30 ,
7 days


Artificial seawater + nitrogen (100mg/L), 
phosphorus (8mg/L) and Iron (10mg/L)


(2,000 ppm)


GC/MS
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(A) , (B) , (C) , (D) , (E) 


(A) (B) (C) (D) (E)


S


Dibenzothiphene Phenanthrene
Fluorene


S


N


Phenothiazine
Fluoranthene
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Phe
Dibzn


Flu
Phz
Flrt
Pyr


•


•
PAH


Phe Dibzn Flu Flrt Phz Pyr
ID05-P42Bl  Hydrothermal vent strain TB66 + + - +
ID08-RI-320  Rhodobacteraceae bacterium F9 + +
ID08-RI-323  Roseobacter  sp. RW37 +
ID08-RI-298  Salipiger  sp. PR55-4 +
ID05-P17Bl Alpha proteobacterium GMDJE10F1 + + +
ID05-P22BI Alpha proteobacterium GMDJE10F1 + + - +
ID07-0120 Alterierythrobacter  sp. + + + + +
ID07-0220 Alterierythrobacter  sp. + + + +
RCBP14 Hydrothermal vent strain NF 18 + + + +
ID07-0190 Kordiimonas gwangyangensis strain GW14- - + + + +
ID06-RI-670 Novosphingobium pentaromativorans +
ID06-003O Novosphingobium  sp. 2PR51-13 +
ID06-RI-644 Novosphingobium  sp. TUT562 +
ID08-RI-309 Rhodobacteraceae bacterium F9 + + +
ID08-RI-317 Rhodobacteraceae bacterium F9 + +
ID07-0090 Rhodobacteraceae bacterium GPM 2511 + + + + +
RCBP66 Rhodobacteraceae bacterium GPM2533 + + + + + +
ID07-0180 Rhodobacteraceae bacterium GPM2545 + + + + +
ID07-0330 Rhodobacteraceae bacterium R11 + + + + + +
ID08-RI-311 Roseobacter  sp. CSQ-2 + + +
RCBP59 Roseobacter  sp. WHO JT-01 + + + +
ID05-P6Bl Ruegeria  sp. + + +
ID08-RI-321 Salipiger  sp. + +
ID06-158O Sphingobium  sp. +
RCBP84 Thalassospira  sp. 1-1B + + + +
ID07-0020 Tistrella mobilis + + + +


Strain name Best match to
Growth test*
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E. seohaensis (AY562219)


E. citreus (AF118020)


E. flavus (AF500004)


E. vulgaris (AY706935)


E. aquimaris (AY461441)


E. longus (M59062)


E. gaetbuli (AY562220)


E. litoralis (X72962)


100


44


58


27


89


62


A. epoxidivorans (DQ304436)


A. indicus (DQ399262)


A. luteolus (AY739662)


60
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90
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Altererythrobacter


Erythrobacter
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1/E25


A. epoxidivorans (DQ304436)


A. indicus (DQ399262)


A. luteolus (AY739662)
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0.005


Altererythrobacter


Erythrobacter


16S rRNA 1lE25
Altererythrobacter Erythrobacter
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AlkB
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Outgroup_AAB70825_xylMPseudomo
1YtBOM02-1
1YtBOM02-3
025O-Al-2


1YtG74-3
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AJ833975__P_aeruginosa_alkb
AE004581P_aeruginosa_PAO1_alkB


1000
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ID05P051BtAlkB-2976
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ID05-P31Bt
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1000
AJ250560P_chlororaphis_alkb


AJ833927_P_putida_alkb
AY034587Pseudomonas_sp_alkb
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013O-Al-3
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1000
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0.05


Short-chain-length
(C6-12)


Medium-length (C12-16)


Long-length n-alkane (C18-)


(


(80-95%)


CH3-R-CH3


CH3-R-CH2OH


CH3-R-CHO


�-oxidation


Fatty acyl CoA
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AlkB
A B


Alcanivorax, Marinobacter
2 AlkB
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Alcanivorax
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Stappia
Thalassospira


16SrDNA
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Dioxygenase
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OTU No. % Clones Phylogenetic group Closest organism in
 GenBank database (accession no.) % similarity


1 9.83  Marinobacter Marinobacter  sp. MED203 (DQ681151) 99.7


2 8.67 �-Proteobacteria filamentous alpha proteobacterium BIO47 (AY590698) 92.8


3 8.09  Ectothiorhodospiraceae Methylonatronum kenyi  ATM 1 (DQ789390) 92.9


4 4.05  Oceanobacter Oceanospirillum  sp. ME101 (AJ302699) 98.9


5 4.05  Erythrobacter Erythrobacter  sp. NAP1 (AY326259) 99.6


6 2.31  Marinobacter Marinobacter segnegenens  SS011B1-4 (EF157832) 96.4


7 2.31 �-Proteobacteria Nitrosomonas europaea  ATCC 19718 (BX321856) 86.6


8 1.73  Sphingomonadaceae Erythrobacter  sp. S74-1 (EU670653) 96.5


9 1.73  Alcanivorax Alcanivorax  sp. Mho1 (AB053124) 99.9


10 1.73  Alcanivorax Alcanivorax  sp. PR-1 (AB053132) 95.9


.


16S rDNA


B45


4.


NAP, Naphthalene; PHE, Phenanthrene; FLU, Fluorene; DBT, Dibenzothiophene; ALK, n-Alkanes; BS, Biosurfactant
production ability; fmo, flavin-binding monooxygenase gene; alkB, Alkane monooxygenase gene; cyp153, Cytochrome P450 
monooxygenase gene


NAP PHE FLU DBT ALK fmo alkB cyp153


ID06-0037N �-Proteobacteria carbazole-degrading bacterium CAR-SF
(AB086227) 90.6 - - - - + + + +


ID06-0106N �-Proteobacteria Thioalkalivibrio thiocyanodenitrificans
strain ARhD 1 (AY360060) 92.6 - - - - + +


ID06-0076N �-Proteobacteria Aestuariibacter halophilus  strain JC2043
(AY207503) 94.8 + + + + - -


ID06-0110N �-Proteobacteria Marinobacter  sp. HS7 (AB089803) 96.0 - - - - + - +


ID06-0086N �-Proteobacteria Oceanobacter kriegii  strain IFO15467
(AB006767) 96.5 - - - - + - +


Cloned geneDegrading ability
BSClosest organism (accession no.)


% 16S
rDNA


similarity


Phylogenetic
groupIsolate
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Phosphate Solubilizing Organism (PSO)
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Genus :      85 
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Burkholderia
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Muricauda Denitrobacter
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Winogradskyella Epsilon Arcobacter


Firmicutes Aerococcus Gamma AcinetobacterBacillus AeromonasMarinibacillus
AestuariibacterOceanobacillus AlcanivoraxStaphylococcus Chromohalobacter
Haererehalobacter


Proteobacteria


Alpha Agrobacterium HalomonasAminobacter Idiomarina
Aurantimonas Insulimonas
Citreicella Klebsiella


Erythrobacter Lysobacter
Fulvimarina Marinobacter


Kordiimonas Methylophaga


Maricaulis Oceanospirillum


Martelella Oceanospirillum
Mesorhizobium Proteus
Nitratireductor Providencia


Novosphingobium Pseudidiomarina
Ochrobactrum Pseudoalteromonas


Paracoccus Pseudomonas
Porphyrobacter Saccharospirillum
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(%)
37N Insulimonas litoralis strain IMCC1877 90 Alk+, E+ alkB
10N Kangiella koreensis T 88 Alk+, E+ alkB, cyp153
2M01 Gamma proteobacterium PM10 99 Alk+, E+ alkB, cyp153
102N Thialkalivibrio thiocyanodenitrificans strain ARhD 92 Nap+, DBT+, Phe+, Flu+
76N Aestuariibacter halophilus 94 Nap+, DBT+, Phe+, Flu+
23N Arcobacter sp. BSs20195 95 Nap+, DBT+, Phe+, Flu+
110N Marinobacter sp. HS7 95 Alk+ cyp153


32N Thalassolituus oleivorans 93 Alk+, E+, Nap+, DBT+,
Phe+, Flu+ alkB


12N Rhodovulum iodosum 96 DBT+, Phe+
5N Oceanospirillum kriegii 96 Alk+ alkB
21Bt Aerococcus viridans ATCC 700406 99 DBT+, Flu+
11Bt Aeromonas hydrophila strain HC960715-1 90 Phe+
18Bt Alcaligenes sp. 80 97 DBT+
002O Bordetella petrii strain GDH030510. 95 DBT+
4Bt Brevibacterium celere strain KMM 3637 97 Phe+
004O Castellaniella denitrificans strain NKNTAU 97 DBT+
KSD.3Bt Cellulosimicrobium funkei strain CDC 100 DBT+
147O Chelatobacter sp. Pht-3B 97 Flr+
P-010Bt Chromohalobacter sp. IS-Ch1 100 Flu+
P2Bl Citricella thiooxidans strain CHLG 16 100 Phe+, DBT+, Flu+
BWPh.44Bt Demetria terragena 97 Phe+
P-037Bt Haererehalobacter ostenderis strain MSU3710 98 Phe+,DBT+
KWPh.19Bt Halomonas sp.  EPR 11 97 Phe+ dox+
KWD.7Bt Idiomarina sp.  JZDN38 97 DBT+ dox+
KSD.2Bt Klebsiella pneumoniae strain 9.1T 99 DBT+
KWPh.24Bt Kocuria sp.  BF A20 100 Phe+
016O Kordiimonas gwangyangensis strain GW14-5 99 Flr+
KWD.13Bt Lysobacter sp. 96 Phe+, DBT+, Flu+, Flr+
KWPh.42Bt Maricaulis sp.  100 Phe+


16S rDNA


Alk+
Nap+
DBT+
Phe+
Flu+
E+


alkB
cyp153 p450
dox PAH


•
•PAH
•
•Monooxygenase


(AlkB, P450)
•Dioxygenase
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作成年月 ； 平成１６年８月
担当課室名； 知的基盤課
決 裁 者； 徳増 有治
担当課室名； 計量行政室
決 裁 者； 醍醐 辰也
関係課室名； ﾃﾞｻﾞｲﾝ･人間生活ｼｽﾃﾑ政策室
決 裁 者； 三浦 健太郎


平成１７年度 事前評価書


知的基盤の整備施 策 名


（○問題と考える現状をどういう状態にしたいのか。１．施策の目的
○施策が何を対象として、何を達成しようとするものなのか。）


基準認証政策（中期目標）のｄ）知的基盤政策、ｅ）計量行政政策のそれぞれの施策目的によ


る。


（○国民や社会のニーズ、○より上位の行政目的に照らした妥当性、○公益性・市２．施策の必要性
場の失敗、○官民の役割分担、○国と地方の役割分担、○民営化・外部委託の可否、○緊要性の


有無、○他の類似施策、○廃止・休止の可否＜継続＞）


基準認証政策（中期目標）のｄ）知的基盤政策、ｅ）計量行政政策のそれぞれの施策の必要性


による。


目標、指標、モニタリング方法、達成時期、評価時期、外部要因など３．施策の概要、
（○コスト、○これまで達成された効果、今後見込まれる効果、○効果の発現が見込まれる時期、○目


標達成状況に影響しうる外部要因等）


(0) 施策全体


①目標(目指す結果、効果)；


人間力の向上・発揮に必要な科学技術の振興に欠かすことのできない我が国の知的基盤（知


的創造活動により創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、経済活動等の促進


のベースとして活用される、計量標準、計測・評価方法、データベース、研究材料等をいう）につ


いて、２０１０年（平成２２年）を目途に世界最高の水準を目指す。


具体的には、研究開発基盤となる計量標準については、特にバイオ、ナノテク等の次世代産


業のための基盤整備や、環境・安全への対応の基盤となる標準物質の整備等、質的な内容も重


視しつつ、物理標準２５０種類程度（２００５年までに１８０種類程度）、標準物質２５０種類程度（２


００５年までに１８０種類程度）の整備を目指すことにより、海外に頼らない計量標準供給体制を


確保し、我が国が国際経済、研究開発におけるフロントランナーとして、過酷な国際競争に勝ち


抜くことができる事業環境と技術力を確保することを目指す。


また、他の分野においても同様に目標値を設定し、我が国の知的基盤を２０１０年を目途に世


界最高水準のものとすることを目指す。


更に、計量法の適切な解釈・運用や関係諸機関との連携の強化等を通じて、計量制度の的


確な運用を図るとともに、経済・社会の変化に対応した制度や基準等の見直し並びに経済のグ


ローバル化に対応した基準等の国際整合化を推進する（現在は、１１種類の基準のうち、１基準


が整合化済み。今後、残る１０基準についても、国内事情を勘案しつつ対応）。
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知的基盤の整備、計量制度・基準等の見直し・国際整合化等②指標；


③施策の概要；


研究開発活動、さらには広く経済社会活動を安定的かつ効果的に支える知的基盤の戦略的・


体系的な整備を促進する。具体的には、産業技術政策上の重要性を考慮し、知的基盤整備の


重点分野として①計量標準、②地質情報、③化学物質安全管理、④人間生活・福祉、⑤生物遺


伝資源情報、⑥材料の６分野を設定し、さらにそれぞれの分野においても、ＩＴ等先端技術、環境


保全、高齢化、防災等の課題への対応に必要なものに重点化して整備する。


また、計量制度の見直しや技術基準の国際整合性を図るとともに、我が国の法定計量におけ


る技術基準の国際勧告化に向けた調査を行う。


平成２２年度④目標達成時期；


平成１７年度⑤事後評価時期；


特になし⑥目標達成状況に影響しうる外部要因など考慮すべき事項；


［ｄ）］(1) 知的基盤創成・利用促進研究開発事業 （予算：交付事業）


担当課：知的基盤課


知的基盤整備の加速的推進・利用促進を図るために必要な研究開発事業（計量標準①説明；


の開発、計測・評価方法の開発等）を、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤ


Ｏ）の研究開発マネジメント能力を活用して、産学官連携により実施する。


②目標（目指す結果、効果）；新規産業創成を推進するために積極的な整備及び研究開発を


行うべき重点分野である計量標準、地質情報、化学物質安全管理、人間生活・福祉、


生物資源情報及び材料の各分野において、知的基盤として活用される技術及び機器


等の開発並びにデータ等の整備及び利用技術開発を行う。これにより、広範な分野


での産業の活性化及び新規産業の創出に資する。


具体的目標値は各委託事業毎に設定する。


③指標；・知的基盤整備の状況


【１４年度】デジタル海底音響画像：２海域３航海分（合計７００k㎡）の作成


【１５年度】薄膜デバイスの熱物性評価用標準物質：熱拡散率評価方法の開発


ダイオキシン高速分析装置：プロトタイプ装置を開発


④モニタリング方法；年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑤目標達成時期； 平成１６年度（平成１４年度採択事業）


⑥中間評価時期； 実施しない


⑦事後評価時期； 平成１７年度、 ＮＥＤＯ技術評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）


⑧行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連；


新エネルギー・産業技術総合開発機構成は平成１５年１０月独立行政法人化


⑨科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；


知的基盤創成・利用促進研究開発事業


⑩環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；
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＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１１年度 － 企業等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H17FY要求額


NED O交 付 金 NEDO交付金 （補助） 2,189,800[千円] 2,043,940[千円]


の内数 の内数 50,000[千円] 及びＮＥＤＯ交付金 及びＮＥＤＯ交付


（交付金） （平成11～15年度ま 金（平成11～15


50,000[千円] での予算） 年度までの執行）


予算費目名：＜一般＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


［ｄ）］(2) 計量器校正情報システム技術開発事業（予算：交付事業）


担当課：知的基盤課


情報通信技術を利用して遠隔地から計量器等の校正を行うことを可能とする情報シ①説明；


ステムを開発することにより、国内外に立地する我が国企業等の計量標準に対する


ニーズに対応する。


②目標（目指す結果、効果）；計量標準７分野（時間、長さ、電気、放射能、３次元測定機測


定、温度、力学）に関する遠隔校正システムを開発する。


③指標；・遠隔校正要素技術開発状況


【１５年度】・時間・周波数標準：実証実験中


・長さ標準：アセチレン安定化レーザーの製品化


・放射能標準：実証実験中


・３次元測定器標準：ボールプレート校正用補助ゲージの製品化


・温度標準：仲介器を開発


・論文数


件(査読論文３，解説論文８，口頭発表３２）、受賞１件【１４年度】 ４３


【１５年度】 ６５件(査読論文１２，解説論文８，口頭発表４５）


件(査読論文１９，解説論文２２，口頭発表９５）、受賞１件（累計）１３６


・特許申請数


５件【１４年度】


【１５年度】 件 （累計１１件）３


年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時に成④モニタリング方法；


果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


平成１７年度⑤目標達成時期；


⑥中間評価時期； （評価主体：ＮＥＤＯ）平成１５年度、ＮＥＤＯ技術評価委員会


（評価主体：ＮＥＤＯ）⑦事後評価時期； 平成１８年度、ＮＥＤＯ技術評価委員会


行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連； NEDO独法化⑧
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⑨科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；計量器校正情報システム技術開発


⑩環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１３年度 平成１７年度 企業等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（ＮＥＤＯ）


H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H17FY要求額


NED O交 付 金 NEDO交付金 （補助） 500,000[千円] 455,663[千円]


の内数 の内数 150,000[千円] 及びＮＥＤＯ交付金 及びＮＥＤＯ交付


（交付金） （平成13～15年度ま 金（平成13～15


150,000[千円] での累計額） 年度までの確定


額）


予算費目名：＜一般＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


［ｄ）］(3) 中小企業知的基盤整備 （予算：委託事業）


担当課：知的基盤課


中小企業比率の極めて高い材料加工、環境分析、計量校正等の分野においては、①説明；


その加工・分析精度の向上や校正作業の効率向上のために計量標準や化学物質の


安全性情報などの知的基盤の供給が不可欠であるが、これらは未だ十分整備されて


いないのが現状。また、バイオや材料等のハイテク分野ではニッチ市場向けに最先


端の技術を有するベンチャー企業が参入すると考えられるが、このような先端的分野


では、その新技術を評価するための科学的・客観的なモノサシ（計量標準）が不可欠。


このような状況に対応するため、特に中小企業の支援を目指した知的基盤の整備を


実施する。


計量標準、地質情報、化学物質安全管理、人間生活・福祉、生物②目標（目指す結果、効果）；


資源情報及び材料の各分野における知的基盤を整備することにより、新規産業の創成を


促進する。 具体的目標値は各委託事業毎に設定する。


③指標；・知的基盤としての実用化状況


内分泌かく乱物質の新規試験管内試験法を確立し、ＯＥＣＤ試験法のガ【１４年度】


イドライン化に着手。


【１５年度】生体分子の動的観察手法：ＤＮＡ等の動きを観察可能な測定装置（プロ


トタイプ）を開発。


年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時に成④モニタリング方法；


果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


平成１６年度（平成１４年度開始テーマについて）⑤目標達成時期；


⑥中間評価時期； 実施しない
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平成１７年度（平成１４年度開始テーマについて）、⑦事後評価時期；


知的基盤整備特別委員会（評価主体：本省）


行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連； 特になし⑧


⑨科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；中小企業知的基盤


⑩環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１２年度 － 公募により決定する。 企業等


H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H17FY要求額


136,000[千円] 136,000[千円] 160,000[千円] 773,000[千円] 730,491[千円]


（平成12～15年度ま （平成12～15年


での累計額） 度までの確定額）


予算費目名：＜一般＞


（大事項）中小企業新技術研究開発の推進に必要な経費


（中事項）中小企業知的基盤整備


（目）中小企業産業技術調査等委託費


(4) 環境配慮設計推進に係る基盤技術の整備 （予算：交付事業） ＜新規＞［ｄ）］


担当課：知的基盤課


製品中の極微量物質の含有量を正確に計測するためには、標準化された計測手法と① 説明；


ともに、計測機器を校正し計測値の信頼性を担保するための標準物質が必要不可欠で


あり、設計段階における有害物質の管理・削減によるリサイクルの推進、及び迅速なＲo


ＨＳ指令（ＥＵ指令。２００６年７月より、有害６物質を一定基準値以上含有する電気・電子


製品は販売できなくなる恐れがある）対応による欧州市場における競争力の確保を図る


ため、有害６物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤２種）に関する


標準物質を整備する。


② 目標（目指す結果、効果）；


有害６物質（鉛、 に関する標準水銀、カドミウム、六価クロム、特定臭素系難燃剤２種）


当該製品中の有害物質の計測値の信頼性確物質の整備・普及を目指す。これにより、


保が可能となり、製品中に含有される有害物質を製造過程において管理・削減することに


つながり、有害物質の低減化促進に資するとともに、欧州市場等における有害物質の含有


量の低減化された製品の製造・販売が促進される。


③ 指標；


・各濃度毎の有害６物質を含有する標準物質の整備数


（電気・電子製品等に使用されるプラスチックに一定量（極微量）含有される有害６


物質の計測には、高濃度及び低濃度といった各濃度の標準物質を使用すること


が必要となる。このため、各濃度毎の標準物質（ディスク及びペレット）の整備数


を指標とする。）


・標準物質の利用状況（頒布数）







- 6 -


・ＥＵ指令による規制値をクリアした製品の販売額


＜研究開発関連の共通指標＞


１）論文数及びそれら論文の被引用度数


２）特許等取得した知的所有権数、それらの実施状況


３）特に、製品化に際してのライセンス供与数、取得ライセンス料


４）国際標準形成への寄与


※平成１７年度新規のため実績なし


④ モニタリング方法； 年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了


時に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑤ 目標達成時期； 平成１８年度


⑥ 中間評価時期： なし


：ＮＥＤＯ）⑦ 事後評価時期； 平成１９年度、ＮＥＤＯ技術評価委員会（評価主体


⑧ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連；ＮＥＤＯ独法化


⑨ 科学技術関係経費の対象か否か； 対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；環境配慮設計推進に係る基盤整備


⑩ 環境保全経費の対象か否か； 対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；環境配慮設計推進に係る基盤整備


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１７年度 平成１８年度 民間団体等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H1７FY要求額


NED O交 付 金 0 [千円] 0 [千円] 0 [千円] 0 [千円]


の内数


予算費目名：＜一般＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


(5) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 （予算：交付事業） ＜新規＞［ｄ）］


担当課：知的基盤課


①説明；微生物腐食を起こす多くの菌株を分離・固定してライブラリーを構築するとともに、機


能を解析することにより、それらの微生物を除去若しくは働きを低減させるための基


礎技術を確立する。


②目標（目指す結果、効果）；石油備蓄設備等を腐食させる微生物の除去技術若しくは働きを


低減させる技術を確立することにより、腐食被害が減少し、石油備蓄設備やパイプラ


イン等における事故の減少等に資する。


③指標；分離・同定した腐食菌の数及び開発した対策技術による微生物腐食の低減・遅延率


④モニタリング方法；研究開発目標を定め、各事業終了時に経済産業省によるヒアリングを実


施する。


⑤目標達成時期； 平成２０年度
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⑥中間評価時期；実施しない


：ＮＥＤＯ）⑦ 事後評価時期； 平成２１年度、ＮＥＤＯ技術評価委員会（評価主体


⑧ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連；ＮＥＤＯ独法化


⑨科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；


石油関連施設の微生物腐食対策技術調査


⑩環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；


石油関連施設の微生物腐食対策技術調査


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１７年度 平成２０年度 民間団体等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H17FY要求額 H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額 総執行額


NED O交 付 金 0[千円] 0[千円] 0[千円] 0[千円]


の内数


予算費目名：＜石特＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


(6) マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


（予算：交付事業） ＜新規＞［ｄ）］


担当課：知的基盤課


石油分解能の解析及び海浜模擬実験装置を用いた石油分解試験を実施し、栄養塩①説明；


添加条件等、バイオレメディエーションの最適化を図るとともに、環境に対する安全性に


係る調査を行う。


さらに、マラッカ海峡沿岸国（インドネシア、マレーシア、シンガポール）で類似のバイオ


レメディエーション技術が適用可能であることを確認する。


②目標（目指す結果、効果）；マラッカ海峡沿岸における石油分解菌を活用した浄化（バイオレ


メディエーション）の有効性・安全性を検証し、浄化技術を確立することにより、マラッカ海


峡沿岸における石油流出事故への円滑な対処が可能となることにより、ひいては、我が


国への石油安定供給の確保に資する。


③指標；バイオレメディエーションによる石油分解・浄化期間の短縮


④モニタリング方法；研究開発目標を定め、各事業終了時に経済産業省によるヒアリングを実


施する。


⑤目標達成時期；平成２０年度


⑥中間評価時期；実施しない


：ＮＥＤＯ）⑦ 事後評価時期； 平成２１年度、ＮＥＤＯ技術評価委員会（評価主体


⑧ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連；ＮＥＤＯ独法化


⑨科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象
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（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；


マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


⑩環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；


マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１７年度 平成２０年度 民間団体等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H17FY要求額 H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


NED O交 付 金 0[千円] 0[千円] 0[千円] 0[千円]


の内数


予算費目名：＜石特＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


［ｅ）］(7) 法定計量国際化機関勧告審議調査等委託 （予算：委託事業）


担当課：計量行政室


①説明；法定計量における技術基準の国際整合性の観点から、我が国の法定計量におい


て、その技術基準の国際勧告化を目指した積極的対応を行うための調査を行う。


②目標（目指す結果、効果）；法定計量分野の技術基準の国際整合化


③指標；－国際勧告審議件数及びその回答状況


【１４年度】審議件数：３２件（賛成１４件、コメント付き賛成８件、反対５件、賛否を問


わない回答５件）


【１５年度】審議件数：４２件（賛成１８件、コメント付き賛成６件、反対１件、賛否を問


わない回答１７件）


－国際勧告と技術基準整合性度合調査の数


－国際勧告と技術基準比較調査の数


【１４年度】 ８件


【１５年度】 ６件


年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時に成④モニタリング方法；


果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑤目標達成時期； 平成１８年度


⑥中間評価時期； 実施しない


⑦事後評価時期； 平成１７年度、 未定（評価主体：本省）


行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連； 特になし⑧


⑨科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；


⑩環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；
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＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１４年度 平成１８年度 民間団体 企業等


H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H17FY要求額


25,086[千円] 25,086[千円] 26,461[千円] 53,265[千円] 50,138[千円]


（平成１４～１５年度 （平成１４～１５年


までの累計額） 度までの確定額）


予算費目名：＜一般＞


（大事項）基準認証政策の推進に必要な経費


（中事項）工業標準の整備


（目）工業標準化推進調査等委託費


［ｄ）］(8) 人間特性基盤整備事業 （予算：委託事業）


担当課：デザイン・人間生活システム政策室


① 説明；消費者ニーズやライフスタイルの多様化、少子高齢化、グローバリセーション等、急


速に社会経済が変化する中で、人間特性を踏まえた安全で使いやすい製品等の設


計・開発が不可欠。このため、人体寸法等の人間特性に関する基盤を整備する。


② 目標（目指す結果、効果）；人体寸法等の人間特性に関する基盤を整備し、ユニバーサル


デザインに象徴される人間の特性を踏まえた安全で使いやすい製品等の開発に資


する。


③ 指標； ・人体寸法・形状の計測人数


・標準形成への寄与


・人間特性基盤の利用企業数、利用企業からの評価


④ モニタリング方法； 年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了


時に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑤ 目標達成時期； 平成１８年度


⑥ 中間評価時期： なし


⑦ 事後評価時期； 平成１９年度（産業構造審議会技術評価委員会）


⑧ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連；特になし


⑨ 科学技術関係経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称；人間特性基盤整備事業


⑩ 環境保全経費の対象か否か； 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称；


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１６年度 平成１８年度 (社)人間生活工学研究ｾﾝﾀｰ 企業等


H16FY予算額 H15FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H17FY要求額


80,000[千円] 80,000[千円] 0 [千円] 0 [千円] 0 [千円]


予算費目名：＜一般＞


（項）製造産業対策費


（大事項）高度技術集約型産業等の研究開発に必要な経費
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（中事項）人間特性基盤整備対策


（目）技術基準等調査委託費


（目細）人間特性基盤開発調査委託費


（○手段の適正性、○効果とコストに関する分析（効率性）（○特別要４．有効性、効率性等の評価
求などについては、民間需要創出効果、雇用創出効果）、○受益者負担）


(0) 施策全体


知的基盤に要する投資は、それ自体が利潤を生む性格のものでなく、投資を回収することが


期待できない、あるいは、整備に要する投資に対して、市場原理に見合う価格設定が困難であ


るなど、経済的メリットが極めて少ないため、民間独自による整備のインセンティブが働きにくい。


このため、高度な研究開発能力を有する独立行政法人産業技術総合研究所、一定の技術レ


ベルを持った技術者集団としての能力を有する独立行政法人製品評価技術基盤機構等におい


て、国として一元的に整備すべき又は民間で対応が困難な知的基盤を整備する。


一方、知的基盤の重点分野において、各々専門とする民間の能力を活用、又は研究開発マネ


ジメント・コーディネート機能の高いＮＥＤＯを活用し産学官連携で研究開発を行うことで、効果


的・効率的な知的基盤整備が加速的に推進される。


（○各種政府決定等との関係、○会計検査院による指摘、５．有識者、ユーザー等の各種意見


総務省による行政評価、行政監察及び国会による警告決議等の状況を含む。）


【科学技術基本計画（平成１３年３月３０日閣議決定）抜粋】


・知的基盤の整備


解決すべき課題が増大し、研究対象が複雑化・高度化する中、我が国における先端的・独創的・基


礎的な研究開発を積極的に推進するとともに、研究開発成果の経済社会での活用を円滑にすること


が必要である。このため、研究者の研究開発活動、さらには広く経済社会活動を安定的かつ効果的


に支える知的基盤、すなわち、研究用材料（生物遺伝資源等）、計量標準、計測・分析・試験・評価方


法及びそれらに係る先端的機器、並びにこれらに関連するデータベース等の戦略的・体系的な整備


を促進する。


現在整備が進められつつあるこれら４つの領域の知的基盤については、２０１０年を目途に世界最


高の水準を目指すべく、産業界や公的研究機関等において早急に整備を促進する。その際には、中


立性・公共性の高いもの、戦略的観点から支援が必要なものは国主体で整備し、民間活力を利用し


市場形成し得るものは民間主体で行うこととするなど、官民役割分担について十分留意することが必


要である。


利用者にとっての利便性を向上させ、各種の知的基盤が統合的に運用できるよう、所在情報等の


提供や利用者のニーズが整備に反映される仕組みを構築する。また、計量標準等の整備に係る国際


的取組に主導的に参画する。


今後の重要科学技術分野の研究開発の進展に伴って、新たに整備が必要となる知的基盤につい


ては、時機を失せず効果的に整備されるよう、研究開発プロジェクトの中で得られた研究成果（データ


や知見）も有効に蓄積・整備していく。


国は、機動的対応を可能とするため、データや知見の提供と利用に関し、知的財産権その他の法


的問題に関する基本的ルールを整備する。
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知的基盤整備への取組を今後の研究者・技術者の評価の観点の一つとして位置付ける。


【産業構造審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会合同会議／知的基盤整備特別委員


会中間とりまとめ（平成１３年６月）抜粋】


・知的基盤整備体制の考え方


○ 知的基盤の整備は、民間独自の事業としての成立が困難であり、基本的には国が整備する必要


がある。しかし、国全体として知的基盤の底上げを図るため、民間における整備も期待し、民間の


能力も活用することが適当である。


○ 国は、自ら整備が困難な多くの民間企業に替わって知的基盤を整備し、事業環境を提供する役


割を担う必要がある。


○ 国における知的基盤整備体制については、経済産業省で考えると、独立行政法人産業技術総


合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構が整備


実施の中心となる主体であり、それぞれ高度な研究開発機関、行政実施機関、研究開発マネジメ


ント・コーディネート機関としての機能、能力によりその役割分担が整理される。


目標、指標、達成時期、外部要因など）＜参考＞ これまでに終了した事業概要 （説明、


［ｄ）］(1) 石油の合理的利用に資する微生物関連事業 （予算：委託事業）


担当課：知的基盤課


脱硫菌（石油中の硫黄を取り除く微生物）等の石油の合理的利用に資する生物資源①説明；


の高度保存・提供技術を確立する。


②目標達成度（結果、効果）；脱硫菌等の生物資源を利用した石油の合理化利用技術の普及


③指標；保存・提供技術の開発を行った対象微生物の株数


高度保存・提供技術の確立のための予備調査【１４年度】脱硫菌２３株を収集し、


を実施。


脱硫能力の定量的分析法を開発【１５年度】


④目標達成時期； 平成１６年度


⑤ 目標達成状況に影響した外部要因など考慮すべき事項；


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１４年度 平成１６年度 (独)製品評価技術基盤機構 企業等


総予算額（実績） 総執行額（実績）


267,620[千円] 156,552[千円]


平成１４～１６年度までの累計額 平成１４～１５年度までの確定額


予算費目名：＜石特＞


（目）石油製品需給適正化調査等委託費


（目細）石油精製汚染物質低減技術調査等委託費


［ｄ）］(2) 新エネルギー物質生成微生物開発 （予算：委託事業）
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担当課：知的基盤課


水素産生する光合成細菌や炭化水素産生する微生物等の生物資源の高度保存・①説明；


提供技術を確立し、循環型社会の構築・地球環境問題への対応に供する。


②目標達成度（結果、効果）；炭化水素産成菌等の生物資源を利用した新エネルギー生成技


術の普及


③指標；保存・提供技術の開発を行った対象微生物の株数


高度保存・提供技術の確【１４年度】水素生成菌１５株、メタン生成菌５株を収集し、


立のための予備調査を実施。


【１５年度】水素生成菌による水素生成量の定量的測定法を開発


嫌気的Ｌ乾燥法を開発


水素生成菌４株及びメタン生成菌５株について保存法を確立


④目標達成時期； 平成１６年度


⑤ 目標達成状況に影響した外部要因など考慮すべき事項；


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１４年度 平成１６年度 (独)製品評価技術基盤機構 企業等


総予算額（実績） 総執行額（実績）


264,002[千円] 154,753[千円]


平成１４～１６年度までの累計額 平成１４～１５年度までの確定額


予算費目名：＜石特＞


（目）石油代替エネルギー導入促進対策調査等委託費


（目細）新エネルギー物質生成技術調査等委託費
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作成年月 ； 平成１７年８月


担当課室名； 知的基盤課


決 裁 者； 徳増 有治


担当課室名； 計量行政室


決 裁 者； 籔内 雅幸


関係課室名； ﾃﾞｻﾞｲﾝ･人間生活ｼｽﾃﾑ政策室


決 裁 者； 三浦 健太郎


平成１８年度 事前評価書


知的基盤の整備施 策 名


１．施策の目的


基準認証政策（中期目標）のｄ）知的基盤政策、ｅ）計量行政政策のそれぞれの施策目的によ


る。


２．施策の必要性


＜背景、行政関与の必要性＞


基準認証政策（中期目標）のｄ）知的基盤政策、ｅ）計量行政政策のそれぞれの施策の必要


性による。


＜閣議決定等上位の政策決定＞


「科学技術基本計画（平成１３年３月３０日閣議決定）」、「産業構造審議会産業技術分科


会・ 日本工業標準調査会合同会議／知的基盤整備特別委員会中間とりまとめ（平成１３年


６月）」に明記されている。（詳細は５．に掲載）


目標、指標、モニタリング方法、達成時期、評価時期、外部要因など３．施策の概要、


(0) 施策全体


① 目標（目指す結果、効果）： 人間力の向上・発揮に必要な科学技術の振興に欠かすことの


できない我が国の知的基盤（知的創造活動により創出された成果が体系化、組織化さ


れ、更なる研究開発、経済活動等の促進のベースとして活用される、計量標準、計測・評


価方法、データベース、研究材料等をいう）について、２０１０年（平成２２年）を目途に世界


最高の水準を目指す。


具体的には、研究開発基盤となる計量標準については、特にバイオ、ナノテク等の次世


代産業のための基盤整備や、環境・安全への対応の基盤となる標準物質の整備等、質的


な内容も重視しつつ、物理標準２５０種類程度（２００５年までに１８０種類程度）、標準物質２


５０種類程度（２００５年までに１８０種類程度）の整備を目指すことにより、海外に頼らない


計量標準供給体制を確保し、我が国が国際経済、研究開発におけるフロントランナーとし


て、過酷な国際競争に勝ち抜くことができる事業環境と技術力を確保することを目指す。


また、他の分野においても同様に目標値を設定し、我が国の知的基盤を２０１０年を目途


に世界最高水準のものとすることを目指す。


更に、計量法の適切な解釈・運用や関係諸機関との連携の強化等を通じて、計量制度の
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的確な運用を図るとともに、経済・社会の変化に対応した制度や基準等の見直し並びに経


済のグローバル化に対応した法定計量分野における技術基準等の国際整合化を推進する


（現在は、１１機種の基準のうち、１機種が整合化済み。今後、残る１０機種についても、国


内事情を勘案しつつ対応）。


② 指標：知的基盤の整備、計量制度・基準等の見直し・国際整合化等


③ 施策の概要：研究開発活動、さらには広く経済社会活動を安定的かつ効果的に支える知


的基盤の戦略的・体系的な整備を促進する。具体的には、産業技術政策上の重要性を考


慮し、知的基盤整備の重点分野として①計量標準、②地質情報、③化学物質安全管理、④


人間生活・福祉、⑤生物遺伝資源情報、⑥材料の６分野を設定し、さらにそれぞれの分野


においても、ＩＴ等先端技術、環境保全、高齢化、防災等の課題への対応に必要なものに重


点化して整備する。


また、計量制度の見直しや技術基準の国際整合性を図るとともに、我が国の法定計量に


おける技術基準の国際勧告化に向けた調査を行う。


④ 目標達成時期：平成２２年度


⑤ 中間・事後評価時期：平成１７年度（中間）、中間評価を踏まえて次回評価時期を設定


⑥ 目標達成状況に影響しうる外部要因など考慮すべき事項：


・近年の科学技術の発展、国際化の進展等を背景として、安全・安心な国民生活の実


現、先端技術分野における標準供給への期待が拡大。


・計量標準に係る国際的な信頼性確保の枠組み（相互承認協定：ＣＩＰＭ－ＭＲＡ）の締


結(1999)、発効(2005)により、国際的な信頼性を有する計量標準の開発・供給が急務。


重点分野としての絞り込み（重点化・効率化）の考え方：⑦


「平成１８年度 経済産業政策の重点（平成１７年８月３日）」において、平成１８年度の重


点施策として、計量標準の加速的整備を進めることとしており、全省的に取り組むべき分野


である。


＜施策を構成する事業＞


(1) 知的基盤創成・利用促進研究開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


(2) 計量器校正情報システム技術開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


(3) 中小企業知的基盤整備 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


(4) 環境配慮設計推進に係る基盤整備 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


(5) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


(6) マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


（予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


(7) 法定計量国際化機関勧告審議調査等委託 （予算：委託事業） 〔継続〕［e）］


(8) 計量法の執行に係る情報収集・調査事業 （予算：委託事業） 〔新規〕［e）］


(9) 人間特性基盤整備事業 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


(1) 知的基盤創成・利用促進研究開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：知的基盤課


「経済構造の変革と創造のための行動計画」や「科学技術基本計画」において示された① 概要：
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目標（２０１０年までに世界最高レベルの知的基盤の構築）の達成を目指した知的基盤事業を実


施する。


重点各分野において知的基盤として活用される技術及び機器等の開発等を行うこと② 必要性：


により、我が国の知的基盤の水準向上を図るとともに、広範な分野での産業の活性化等を図る


ため本事業を実施する必要がある。


新産業創造を推進するために積極的な整備及び研究開発を行う③ 目標（目指す結果、効果）：


べき重点分野である計量標準、地質情報、化学物質安全管理、人間生活・福祉、生物資源情報


及び材料の各分野において、知的基盤として活用される技術及び機器等の開発並びにデータ


等の整備及び利用技術開発を行う。これにより、広範な分野での産業の活性化及び新規産業


の創出に資する。


④ 計測指標及び指標の推移：


平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度指標名


１ １ ２データベースの整備・公表


６計量標準（標準物質）の開発・供給 １ ６


３製品化等


１ １標準化提案等


６ ４ ４ ６特許申請数


６６ ９０ １１４発表論文数 ４９ ６４


＜研究開発関連の共通指標＞


論文数 論文の 特 許 等 件 特許権の ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被 引 用 度 数 （ 出 願 を 実施件数 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 含む）


６６ ８１ ０ ２ ０ ０ １平成１４年度


９０ ６８ ４ ３ ０ ０ １平成１５年度


１１４ ５２ ６ １ ０ ０ ３平成１６年度


⑤モニタリング方法：年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成２２年度
⑦ 中間・事後評価時期： 平成１７年度 ＮＥＤＯ研究評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）、


中間評価を踏まえて次回評価時期を設定
⑧ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：ＮＥＤＯ独法化
⑨ 科学技術関係経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：


知的基盤創成・利用促進研究開発事業


環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象⑩


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：


＜予算額等＞
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開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１１年度 － 企業等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


NEDO交 付金 NEDO交付金 NEDO交付金 2,189,800[千円] 2,043,940[千円]


の内数 の内数 の内数 及びＮＥＤＯ交付金 及びＮＥＤＯ交付


（平成11～15年度上 金（平成11～15年


期までの累計額。15 度上期までの確


年度下期から17年 定額。15年度下


度 は Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 交 付 期から16年度は


金） ＮＥＤＯ交付金）


予算費目名：＜一般＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


(2) 計量器校正情報システム技術開発事業（予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：知的基盤課


情報通信ネットワーク等を活用して、国家計量標準とトレーサブルな計量標準を用いた① 概要：


校正を効率的に行うためのシステム開発を実施する。


産業技術審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会合同会議の知的基盤整備特② 必要性：


別委員会における、先端の情報通信技術を活用して供給形態の効率化を実現するための研究


開発の重要性の指摘を踏まえ、国家計量標準機関における計量標準遠隔校正要素技術（コア


技術）の開発及びコア技術からの応用開発並びに実証を行うことが必要。これらの取り組みに


より、産業界が必要とする、時間、コスト等の低減等を通じた校正システムの普及、トレーサ


ビリティ確保を通じた競争基盤の強化等が図られることになる。


計量標準主要分野について、情報通信ネットワーク技術等を使用③ 目標（目指す結果、効果）：


して遠隔校正を行うためのシステムとして、海外国家計量標準機関と比較計測可能な遠隔校正


技術の開発、国家計量標準とトレーサビリティのとれた遠隔校正システムの産業界への適用を


目的とした技術開発を行う。


④ 計測指標及び指標の推移：


平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度指標名


４ ５ １０ ３査読論文 －


４ ６ １２ ６解説論文 －


１８ ３１ ４６ ３６口頭発表 －


１受賞 －


３ ３ ３ ３特許申請数 －
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＜研究開発関連の共通指標＞


論文数 論文の 特 許 等 件 特許権の ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被 引 用 度 数 （ 出 願 を 実施件数 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 含む）


５ ２ ３ ０ ０ ０ ０平成１４年度


１０ ６ ３ ０ ０ ０ １平成１５年度


１３ ０ ３ ０ ０ ０ ０平成１６年度


年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時⑤ モニタリング方法：


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成２０年度


⑦ 中間評価時期： 平成１５年度、ＮＥＤＯ研究評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）
⑧ 事後評価時期； 平成２１年度、ＮＥＤＯ研究評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）
⑨ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：ＮＥＤＯ独法化


⑩ 科学技術関係経費の対象か否か： 対象／非対象
（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：計量器校正情報システム技術開発


⑪ 環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１３年度 平成２０年度 企業等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（ＮＥＤＯ）


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


NEDO交付金 NEDO交付金 NEDO交付金 500,000[千円] 455,663[千円]


の内数 の内数 の内数 及びＮＥＤＯ交付金 及びＮＥＤＯ交付


（平成13～15年度上 金（平成13～15年


期までの累計額。15 度上期までの確


年度下期から17年 定額。15年度下


度 は Ｎ Ｅ Ｄ Ｏ 交 付 期から16年度は


金） ＮＥＤＯ交付金）


予算費目名：＜一般＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


(3) 中小企業知的基盤整備 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：知的基盤課
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重点各分野における知的基盤として活用される技術及び機器等の開発等により、我① 概要：


が国の中小企業における知的基盤の水準向上を図るとともに、広範な分野での産業の活性化


等を図る。


大企業の場合、先行的な市場開拓等を狙い、企業戦略として自らが使う知的基盤を② 必要性：


相当程度整備することも可能であるが、中小企業ではそのような戦略を採ることは体力的に


不可能。特に、中小企業比率の極めて高い材料加工、環境分析、計量校正等の分野において


は、その加工・分析精度の向上や校正作業の効率向上に計量標準及び標準物質の供給が不


可欠であるが、これらは未だ十分整備されていないのが現状。


また一方で、新規事業・雇用の創出を促進して活力ある経済を実現するためには、産業の核


となる新たな技術革新を進めることが不可欠であり、それを担う者として最先端の技術を有する


ハイテク中小ベンチャー企業の育成・支援が求められているところ。これらのハイテク分野では、


これまででは考えられなかった微小、微量、高精度な計測・加工が求められることから、その基


盤となる計量標準や標準物質などの知的基盤を早急に提供することで当該中小ベンチャー企


業の支援を行うことが不可欠。


これらの状況に対応するため、主に中小企業の支援を目指した知的基盤整備事業を実施す


る必要がある。


新産業創造を推進するために積極的な整備及び研究開発を行う③ 目標（目指す結果、効果）：


べき重点分野である計量標準、地質情報、化学物質安全管理、人間生活・福祉、生物資源情報


及び材料の各分野において、主に中小企業の支援のための知的基盤として活用される技術及


び機器等の開発並びにデータ等の整備及び利用技術開発を行う。これにより、広範な分野での


産業の活性化及び新規産業の創出に資する。


④ 計測指標及び指標の推移：


平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度指標名


データベースの整備・公表


２ １計量標準（標準物質）の開発・供給


１ １製品化等


標準化提案等


１ ２ １ １特許申請数


４発表論文数


＜研究開発関連の共通指標＞


論文数 論文の 特 許 等 件 特許権の ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被 引 用 度 数 （ 出 願 を 実施件数 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 含む）


１平成１４年度


２平成１５年度


４平成１６年度







- 7 -


年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時に成⑤モニタリング方法：


果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成２２年度


⑦ 中間・事後評価時期： 平成１７年度、中間評価を踏まえて次回評価時期を設定


⑧ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：特になし


科学技術関係経費の対象か否か： 対象／非対象⑨


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：中小企業知的基盤整備事業


⑩ 環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１２年度 － 公募により決定する。 企業等


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


350,000［千円］ 135,548[千円] 136,000[千円] 1,044,548[千円] 855,294[千円]


（平成12～17年度ま （平成12～16年


での累計額） 度までの確定額）


予算費目名：＜一般＞


（大事項）中小企業新技術研究開発の推進に必要な経費


（中事項）中小企業知的基盤整備


（目）中小企業産業技術調査等委託費


(4) 環境配慮設計推進に係る基盤整備 （予算：交付金事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：知的基盤課


① 概要：（国から交付先へ定額、交付先から民間企業等へ委託）


製品中の極微量物質の含有量を正確に計測するためには、標準化された計測手法ととも


に、計測機器を校正し計測値の信頼性を担保するための標準物質が必要不可欠であり、設


計段階における有害物質の管理・削減によるリサイクルの推進、及び迅速なＲｏＨＳ指令対応に


よる欧州市場における競争力の確保を図るため、有害６物質に関する標準物質を整備する。


極微量の含有量の計測は、計測手法や計測機器の精度等により大きな誤差を生じる② 必要性：


危険性があり、予め含有量が正確に計測されている信頼性のある基準（標準物質）により校正


された計測機器を使う必要がある。


③ 目標（目指す結果、効果）：本事業では、当面、ＥＵにおける電気・電子製品の販売に関し


大きな問題となりうる６物質（カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、臭素系化合物（２種））の標


する。また、３Ｒ分野の技術戦略マップにおいては、製品中有害物質準物質の整備を目標と


の含有量計測に信頼性を与える標準物質の開発が位置づけられており、重要テーマの一


つ（資源の有効利用（資源枯渇対策）に効果あり）とされている。


④ 計測指標及び指標の推移 ※１７年度新規事業
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平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度指標名


有害６物質を含各濃度毎の


有する標準物質の整備数※


標準物質の利用状況


（頒布数）


ＥＵ指令による規制値を


クリアした製品の販売額


※電気・電子製品等に使用されるプラスチックに一定量（極微量）含有される有害６物質の計測には、高濃度及び低濃度といった


各濃度の標準物質を使用することが必要となる。このため、各濃度の標準物質（ディスク及びペレット）の整備数を指標とする。


＜研究開発関連の共通指標＞ ※１７年度新規事業


論文数 論文の 特 許 等 件 特許権の ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被 引 用 度 数 （ 出 願 を 実施件数 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 含む）


平成１４年度


平成１５年度


平成１６年度


⑤ モニタリング方法：年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成１８年度


⑦ 中間評価時期： なし


⑧ 事後評価時期： 平成１９年度、ＮＥＤＯ研究評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）


⑨ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連： 特になし


⑩ 科学技術関係経費の対象か否か： 対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：環境配慮設計推進に係る基盤整備


⑪ 環境保全経費の対象か否か： 非対象


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１７年度 平成１８年度 （独）新エネルギー・産業技 民間企業等


術総合開発機構


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


ＮＥＤＯ交付金 ＮＥＤＯ交付金 ０[千円] ０[千円] ０[千円]


予算費目名：＜一般＞


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金
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(5) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：知的基盤課


石油備蓄設備等を腐食させる微生物の分離・同定技術、及びその除去又は働きを低減① 概要：


させる技術を確立し、データベースとして整理することで、知的基盤としての活用を可能とする。


石油備蓄設備やパイプライン等の維持管理における課題の１つとして腐食対策② 必要性：


があるが、近年の調査によって、腐食に微生物が関与することが明らかになってきた。しか


しながら、その原因菌による腐食のメカニズムについてはいまだ不明な点が多く、メカニズ


ムが複合的であることも調査の進展を妨げている。このため本調査では、石油設備の腐食


に関与する微生物を最新の分子的手法を駆使して分離・同定することにより、その特性を


明らかにし、腐食対策実施のための基盤的情報の整備を行う。


石油備蓄設備等を腐食させる微生物を分離・同定してライブラ③ 目標（目指す結果、効果）：


リーを構築するとともに、微生物の除去又は機能を低減させるための基礎技術の確立を行


う。なお、本技術調査の結果、得られる微生物については、保存・提供を可能とする。


④ 計測指標及び指標の推移： ※１７年度新規事業


平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度指標名


同定した腐食菌数


開発した技術による微生物


腐食の低減・遅延率


＜研究開発関連の共通指標＞ ※１７年度新規事業


論文数 論文の 特 許 等 件 特許権の ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被 引 用 度 数 （ 出 願 を 実施件数 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 含む）


平成１４年度


平成１５年度


平成１６年度


⑤モニタリング方法：年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成２０年度


⑦ 中間評価時期： なし


⑧ 事後評価時期； 平成２１年度、ＮＥＤＯ研究評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）


⑨ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：ＮＥＤＯ独法化
⑩ 科学技術関係経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：


⑪ 環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象
（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：
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＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１７年度 平成２０年度 民間団体等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


NEDO交付金 NEDO交付金 0[千円] 0[千円] 0[千円]


の内数 の内数


予算費目名


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


(6) マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


（予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：知的基盤課


バイオレメディエーションを実現する微生物の分離・同定技術、及び最適な栄養塩添① 概要：


加条件等を解明し、データベースとして整理することで、知的基盤としての活用を可能とする。


② 必要性：マラッカ海峡等オイルロードでの 油濁防除油濁事故対策として、日本の援助等で


オイルフェンスや分散剤は海岸に漂着した油には機材基地等の設営が進められているが、


対応できない。一方、 石油分解菌を活用した浄化（バイオレメディエーション）技術は、海


これまでは表岸に漂着した油の処理に用いられた実績がありその効果は実証済みだが、


面海水温度20℃以下における漂着油のバイオレメディエーション技術の調査が行われてき


たところで、 の石油分解菌の調査は皆無で表面海水温度が30℃に近いマラッカ海峡沿岸で


現時点では存在しない。このあり、この海域での漂着油のバイオレメディエーション技術は


インドネシア沿岸の生物遺伝資源を収集・分離し、石油分解能の解析及びため、本調査では、


海浜模擬実験装置を用いた石油分解試験を実施し、栄養塩添加条件等、バイオレメディエー


ションの最適化を図るとともに、環境に対する安全性に係る調査を行う。更に、マラッカ海峡沿岸


国（インドネシア、マレーシア、シンガポール）で類似のバイオレメディエーション技術が適用可能


であることを確認する。分離した石油分解菌・乳化菌を栄養塩存在下で培養後、油分抽出及び


培養液を濃縮し、これを用いて石油分解代謝物の安全性テストを行う。


インドネシア沿岸での漂着油のバイオレメディエーションに関し、③ 目標（目指す結果、効果）：


とともにマラッカ海峡沿岸国への適用可能性を確認する。栄養塩添加条件等の最適化を図る


なお、本技術調査の結果、得られる微生物については、保存・提供を可能とする。


④ 計測指標及び指標の推移： ※１７年度新規事業


平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度指標名


同定した分解菌数


石油分解・浄化期間の短縮
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＜研究開発関連の共通指標＞ ※１７年度新規事業


論文数 論文の 特 許 等 件 特許権の ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被 引 用 度 数 （ 出 願 を 実施件数 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 含む）


平成１４年度


平成１５年度


平成１６年度


⑤モニタリング方法：年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


平成２０年度⑥ 目標達成時期：


⑦ 中間評価時期： なし


⑧ 事後評価時期； 平成２１年度、ＮＥＤＯ研究評価委員会（評価主体：ＮＥＤＯ）
⑨ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：ＮＥＤＯ独法化
⑩ 科学技術関係経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：
⑪ 環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１７年度 平成２０年度 民間団体等（独）新エネルギー・産業技術


総合開発機構（NEDO）


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


NEDO交付金 NEDO交付金 0[千円] 0[千円] 0[千円]


の内数 の内数


予算費目名


（項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費


（大事項）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費交付金に必要な経費


（目）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般勘定運営費交付金


(7) 法定計量国際化機関勧告審議調査等委託 （予算：委託事業） 〔継続〕［e）］


担当課：計量行政室


経済のグローバル化に伴い、計量制度についても国際整合化や国際相互承認に向① 概要：


けた要請が高まっている。そういった国際状況に対応するため、我が国として、ＯＩＭＬ勧告文書


の策定 積極的に関与するとともに、我が国計量制度及びその技術基準について国際整合化に


を図る必要があり、そのための調査を行う。


２００６年から一部の計量器で開始されるＯＩＭＬ/ＭＡＡ（型式試験適合証明書の相互② 必要性：


受入に関する取り決め）ではＯＩＭＬ勧告が適用され、また我が国の技術基準のＪＩＳ化において
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活は、国際整合性の観点からＯＩＭＬ勧告への整合が原則求められる。これらのことからＯＩＭＬ


に対 取り組むための当該事業が必要である。動 して効果的に


法定計量分野における技術基準の国際整合化の推進③ 目標（目指す結果、効果）：


④ 計測指標及び指標の推移：


国際勧告案の審議や各種海外調査等により、関係業界や地方政府関係者の間で国際的な基


準や各国計量制度への知見及び関心が高まっている。これらを基礎に、技術基準のＪＩＳ化等にお


いても可能な限り国際整合化が図られているところ。また、ＯＩＭＬ技術委員会等での国際勧告審


議プロセスにも積極的に参加し、我が国の意見を反映する活動を行っている。


年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了時⑤ モニタリング方法：


に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成２３年度


⑦ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：


⑧ 環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１４年度 平成２３年度 民間団体 企業等


H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H18FY要求額


28,000[千円] 25,086[千円] 25,086[千円] 78,351[千円] 73,739[千円]


（平成１４～１６年度 （平成１４～１６年


までの累計額） 度までの累計額）


予算費目名：


（項）産業技術振興費


（大事項）基準認証政策の推進に必要な経費


（中事項）工業標準の整備


（目）工業標準化推進調査等委託費


(8) 計量法の執行に係る情報収集・調査事業 （予算：委託事業） 〔新規〕［e）］


担当課：計量行政室


計量法の規制当局として適正かつ確実な法執行を行うことが重要であり、新たな社会① 概要：


指標名 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度


国際勧告審議


件数


３２件 ４２件 ４３件


技術基準整合


性度合及び比


較調査


７件 ７件 １２件
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ニーズへの迅速に対応した計量制度の在り方に関する検討が求められるところ、法の執行をよ


り社会のニーズを踏まえた確実なものにするために必要な実態調査を行う。


計量制度は、適正な計量と公正な取引・証明を確保する基盤的制度として機能してき② 必要性：


計量を巡る環境が変化していたが、近年は国民の安全、安心に対するニーズの高まりなど、


る。こうした変化に対応するため、規制当局として計量規制の実態を把握するために本事業


が必要。


規制当局として、責任ある計量行政の執行及び社会③ 目標（目指す結果、効果）：計量法の


のニーズを踏まえた新しい計量制度の検討に必要な、情報収集や規制状況の実態を把握


すること。


④ 計測指標及び指標の推移： ※１８年度新規事業


⑤ モニタリング方法：年度末に調査結果について事業実施主体から調査報告書の提出を求


める。


⑥ 目標達成時期：平成２２年度


⑦ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：


⑧ 環境保全経費の対象か否か： 非対象


（対象の場合）環境保全経費に登録した事業名称：


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１８年度 平成２２年度 民間団体等 計量器メーカー、計量器ユー


ザー


H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）H18FY要求額


80,000 [千円] [千円] [千円] [千円] [千円]


予算費目名：


（項）経済産業本省


（大事項）経済産業本省一般行政に必要な経費


（中事項）一般計量行政


（目）一般計量行政調査等委託費


(9) 人間特性基盤整備事業 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


担当課：デザイン・人間生活システム政策室


① 概要：消費者ニーズやライフスタイルの多様化、少子高齢化、グローバリセーション等、急


速に社会経済が変化する中で、人間特性を踏まえた安全で使いやすい製品等の設計・開


発が不可欠。このため、人体寸法等の人間特性に関する基盤を整備する。


指標名 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度


技術基準策定


数
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② 必要性：欧米や韓国等の政府により計測事業が実施されている中、我が国産業の国際競


争力維持・強化の観点から、ものづくりにおいて広く活用される人体寸法等の人間特性に関


する基盤の早急な整備とともに、計測手法の確立と国際標準化を図る必要がある。


③ 目標（目指す結果、効果）：人体寸法等の人間特性に関する基盤を整備し、ユニバーサル


デザインに象徴される人間の特性を踏まえた安全で使いやすい製品等の開発に資する。


④ 計測指標及び指標の推移：


指標名 平成１６年度


人体寸法・形状の計測人数 2,135名


標準形成への寄与 ※


人間特性基盤の利用企業数、利用企業からの評価 ※


※基盤構築のためのデータ収集等を進めているところ。


＜研究開発関連の共通指標＞


論文数 論文の 特許等件 特 許 権 ﾗｲｾﾝｽ 取得 国際標準


被引用度 数 （ 出 願 の 供与数 ﾗｲｾﾝｽ料 への寄与


数 を含む） 実 施 件


数


平成１６年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０


⑤ モニタリング方法：年度契約時に実施計画書を作成し、年度目標を決定する。年度終了


時に成果報告書を提出させ、達成度をチェックする。


⑥ 目標達成時期： 平成１８年度


⑦ 中間評価時期： なし


⑧ 事後評価時期； 平成１９年度（産業構造審議会技術評価調査会）


⑨ 行政改革（特殊法人改革、公益法人改革など）との関連：特になし


⑩ 科学技術関係経費の対象か否か： 対象／非対象


（対象の場合）科学技術関係経費に登録した事業名称：人間特性基盤整備事業


⑪ 環境保全経費の対象か否か： 対象／非対象


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１６年度 平成１８年度 (社)人間生活工学研究ｾﾝﾀｰ 企業等


H18FY要求額 H17FY予算額 H16FY予算額 総予算額（実績） 総執行額（実績）


75,833[千円] 75,833[千円] 80,000[千円] 80,000 [千円] 73,036 [千円]


予算費目名：＜一般＞


（項）製造産業対策費


（大事項）高度技術集約型産業等の研究開発に必要な経費


（中事項）人間特性基盤整備対策
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（目）技術基準等調査委託費


（目細）人間特性基盤開発調査委託費


４．有効性、効率性等の評価


(0) 施策全体


① 手段の適正性、 、③ 適切な受益者負担② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


知的基盤に要する投資は、それ自体が利潤を生む性格のものでなく、投資を回収すること


が期待できない、あるいは、整備に要する投資に対して、市場原理に見合う価格設定が困難


であるなど、経済的メリットが極めて少ないため、民間独自による整備のインセンティブが働き


にくい。


このため、高度な研究開発能力を有する独立行政法人産業技術総合研究所、一定の技術


レベルを持った技術者集団としての能力を有する独立行政法人製品評価技術基盤機構等に


おいて、国として一元的に整備すべき又は民間で対応が困難な知的基盤を整備する。特に国


家計量標準については、高度な技術レベルでの国際比較の重要性等に鑑み、国家計量機関


（産総研・計量標準総合センター（ＮＭＩＪ））が一元的に整備することが必要。


一方、知的基盤の重点分野において、各々専門とする民間の能力を活用、又は研究開発


マネジメント・コーディネート機能の高いＮＥＤＯを活用し産学官連携で研究開発を行うことで、


効果的・効率的な知的基盤整備が加速的に推進される。


(1) 知的基盤創成・利用促進研究開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


近年の科学技術の加速的発展、国際化の一層の進展等を背景として、知的基盤、特に計量


標準供給への期待が急速に拡大している中で、重点分野のプライオリティを考慮しつつ、民間


活力を活用し、集中的に知的基盤整備を進めることは効率的かつ合理的であり、本事業は有効


と考えられる。


① 手段の適正性


近年の科学技術の加速的発展、国際化の一層の進展等を背景として、医療・食品分野といっ


た安心・安全な国民生活の実現、あるいは、バイオ、ナノテクなどの先端技術分野における計量


標準供給への期待が急速に拡大しているところ。一方、知的基盤は民間独自に整備することが


困難であることから、補助事業等によるのではなく、国が交付先を通じ、委託事業により、成果を


広く普及させることが適正である。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


これまで、知的基盤の重点６分野（計量標準、地質情報、化学物質安全管理、人間・生活福


祉、生物遺伝資源情報、材料）に係る整備を実施してきたが、平成１７年度からは、安全・安心


な国民生活の実現に向けた計量標準分野を重点的に整備しているところ。このため、予算資源


に限りがある中、重点分野のプライオリティを考慮しつつ、民間能力を活用し、集中的に知的基


研究開発、経済活動等盤整備を進めることは効率的かつ合理的である。また、知的基盤は、


の促進のベースとして広く活用されることから、費用対効果は大きいと考えられる。


③ 適切な受益者負担


知的基盤に要する投資は、それ自体が利潤を生む性格のものではなく、投資を回収すること
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が期待できない、あるいは、整備に要する投資に対して市場原理に見合う価格設定が困難であ


るなど、経済的メリットが極めて少ないため、民間独自による整備のインセンティブが働きにくい


特に国家計量標準については、高度な技術レベため、国の事業として実施する必要がある。


ルでの国際比較の重要性等に鑑み、国家計量機関（産総研・計量標準総合センター（ＮＭＩ


また、整備された知的基盤については、広く産業界、国Ｊ））が一元的に整備することが必要。


民が受益するものであり、適切と考える。


(2) 計量器校正情報システム技術開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


先進的な計量標準システムを構築する本プロジェクトは、科学技術と産業の発展に重要である


こと、政策及び産業界のニーズと合致していることから、国が積極的に押し進めるべき事業であ


る。実用化した場合、生産現場における低コスト化や工場の海外進出など、産業界を取り巻く社


会状況の変化と、国際化した生産体制への適応が期待されるため、社会的な意義も高い。


① 手段の適正性


本事業は大学や民間企業との共同研究をも視野に入れて進めており、また、プロジェクト全


体の推移と進展から前倒しで終了させるテーマと継続するテーマとを選別しつつ実施しておるこ


とから、事業の推進手法は効率的かつ合理的と言える。特に、計量標準の遠隔校正といった技


術は、民間独自に整備することが困難であることから、補助事業等によるのではなく、国が交付


先を通じ、委託事業により成果を広く普及させることが適正である。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


先進技術（ＩＴ技術）によって古典的校正手法からの脱却を目指す本事業は、標準供給の高


度化・効率化、校正システムの普及、産業競争基盤の強化、企業内精度管理システムの高度


化、効率化等をもたらすものであり、その波及効果は大である。特に、本事業は大学や民間企


業との共同研究をも視野に入れて進めており、また、プロジェクト全体の推移と進展から前倒し


で終了させるテーマと継続するテーマとを選別しつつ実施していることから、事業の推進手法は


研究開発、経済活動等の促進のベースとし効率的かつ合理的と言える。また、知的基盤は、


て広く活用されることから、費用対効果は大きいと考えられる。


③ 適切な受益者負担


計測標準は産業と科学の基礎であり、その特性の向上と利用法の簡素化は、今後これらの


分野の発展にとって重要であること、計測標準供給の時間的及び空間的制約を、ＩＴ技術を利用


して打破する目的は、産業界のニーズと合致するものであることから、国が積極的に推し進める


べき事業である。


(3) 中小企業知的基盤整備 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


産業の核となる新たな技術革新を担う最先端の技術を有するハイテク中小ベンチャー企業の育


成・支援が求められているところ。これらのハイテク分野では、これまででは考えられなかった微


小、微量、高精度な計測・加工が求められることから、その基盤となる計量標準や標準物質など


の知的基盤を早急に提供する必要があり、そのための本知的基盤整備事業の実施は有効と考
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えられる。


① 手段の適正性


近年の科学技術の加速的発展、国際化の一層の進展等を背景として、医療・食品分野といっ


た安心・安全な国民生活の実現、あるいは、バイオ、ナノテクなどの先端技術分野における計量


標準供給への期待が急速に拡大しているところ。一方、知的基盤は中小企業といった民間独自


に整備することが困難であることから、補助事業等によるのではなく、国自らが委託事業により、


成果を広く普及させることが適正である。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


これまで、知的基盤の重点６分野（計量標準、地質情報、化学物質安全管理、人間・生活福


祉、生物遺伝資源情報、材料）に係る整備を実施してきたが、平成１７年度からは、安全・安心


な国民生活の実現や我が国固有の先端技術による国際市場獲得に向けた計量標準分野を重


点的に整備しているところ。このため、予算資源に限りがある中、重点分野のプライオリティを考


慮しつつ、民間能力を活用し、集中的に知的基盤整備を進めることは効率的かつ合理的であ


研究開発、経済活動等の促進のベースとして広く活用されることからる。また、知的基盤は、


、費用対効果は大きいと考えられる。


③ 適切な受益者負担


知的基盤に要する投資は、それ自体が利潤を生む性格のものではなく、投資を回収すること


が期待できない、あるいは、整備に要する投資に対して市場原理に見合う価格設定が困難であ


るなど、経済的メリットが極めて少ないため、民間独自による整備のインセンティブが働きにくく、


特に中小企業においては、自ら知的基盤を整備することが困難であるため、国の事業として実


国家計量標準については、高度な技術レベルでの国際比較の重要施する必要がある。また


性等に鑑み、国家計量機関（産総研・計量標準総合センター（ＮＭＩＪ））が一元的に整備する


知的基盤については、広く産業界、国民が受益するものであり、適切と考えことが必要。また、


る。


(4) 環境配慮設計推進に係る基盤整備 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


ＲｏＨＳ指令対応では、電気・電子製品等の設計製造段階から有害物質の管理を目的と


した環境配慮設計が有効。そのため、これら製品中の有害物質の計測値の信頼性を確保


するためには、国際整合性を有した国家計量標準の整備が最も効果的な施策である。


① 手段の適正性


広範なサプライチェーンからなる電気・電子製品では、部材などに含有される有害物質の計


測値について客観的・科学的な信頼性確保が最も重要。標準物質の開発はコストと時間がかか


り民間では困難であり、補助事業によらず、国が交付先を通じ、委託事業により、広く成果を普


て位及させることが適正である。３Ｒ分野のロードマップにおいても短期に取り組むべき事業とし


置付けられている。


（効率性）② 効果とコストとの関係に関する分析


我が国の電気・電子製品の欧州向け輸出金額は、家電製品で７０００億円（２００２年）であ


り、ＲｏＨＳ規制対象となる情報通信機器、照明等を入れると数兆円規模に上る。仮に、誤差の
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大きい分析機器で計測されると、我が国の電気・電子製品が販売不可になる危険性があり、当


該産業界に与える影響は甚大。このようなリスクを回避するには、 国家計量設計製造段階から


標準により信頼性のある計測を行うことが最も有効。また、３Ｒ促進の点でも、リサイクルコスト


研究開発、経済活動等の促進のベース低減を支える有効な事業である。また、知的基盤は、


として広く活用されることから、費用対効果は大きいと考えられる。


③ 適切な受益者負担：


開発された標準物質は、国際整合性を持つ国家計量標準として頒布される。これらを用いて


有害物質を正確に計測することにより、我が国の電気・電子産業は世界的に最も信頼性のある


計測値が得られることになり、結果的に、ＲｏＨＳ指令対応製品として国際競争力の強化が図ら


れ、ひいては広く産業界、国民が受益するものであり、適切と考える。また、本事業は、国家戦


略上極めて重要なプロジェクトである。


(5) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


腐食に関与する微生物を収集・分離・同定し、そのメカニズムを解明することにより対策技術を


確立することは、石油備蓄設備や石油精製施設等の事故対策に資するものであり、また、石油


備蓄設備等を腐食させる微生物の除去技術若しくは機能の低減技術を開発することで、腐食被


害が減少し、事故の減少等の効果が期待できるため、本事業は有効と考えられる。


① 手段の適正性


腐食に関与する微生物を収集・分離・同定し、そのメカニズムを解明することにより対策技術


を確立することは、石油備蓄設備や石油精製施設等の事故対策に資するものであり、石油業界


のみならず、我が国全体に利益をもたらすものであるが、これまで研究が進んでいない未知の


分野であることから、民間が実施するためにはリスクが高い。このため、補助事業等によるので


はなく、国が交付先をを通じ、委託事業により、広く成果を普及させることが適正である。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


石油備蓄設備等を腐食させる微生物の除去技術若しくは機能の低減技術を開発することで、


研究開発、経済腐食被害が減少し、事故の減少等の効果が期待できる。また、知的基盤は、


活動等の促進のベースとして広く活用されることから、費用対効果は大きいと考えられる。


③ 適切な受益者負担


本事業は事故対策であり、かつ、事故発生時の社会的影響に鑑みると特定の事業者に限定


されない公共的な側面が強い。また、現時点では基礎データも少なく、研究開発リスクも高いこ


とから、国の事業として実施することが適当。また、これらの対策技術を確立することは、石油備


蓄設備や石油精製施設等の事故対策に資するものであり、石油業界のみならず、我が国全体


に利益をもたらすものである


(6) マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


（予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


本分野は、環境対策の基盤的分野であるとともに民間が行うにはリスクが高いため、国が
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実施することが適当。また、石油輸入大国の責務として、環境配慮に対する前向きな姿勢


従来の方法で対応が困難であった沿岸地域の汚染に対しバイオを示すことは重要。加えて、


レメディエーションは、充分な効果が期待できる。以上により本事業は有効と考えられる。


① 手段の適正性


本分野は、環境対策の基盤的分野であるとともに民間が研究開発を行うにはリスクが高いた


め、補助事業等によるのではなく、国が交付先を通じ、委託事業により、広く成果を普及させるこ


とが適正である。なお、我が国の石油輸入大国としての責務として、マラッカ海峡沿岸地域にお


ける環境配慮に対する前向きな姿勢を示すことは重要。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


タンカー等の事故による流出油の浄化を考えた場合、石油分解菌は環境中に広く存在するこ


とから、従来の方法で対応が困難であった沿岸地域の汚染に対しバイオレメディエーションは、


充分な効果が期待できる。このため、既存の対策と組み合わせることにより、完全な環境保全


研究開発、経済活動等の促進のベースとして対策の実施が可能となる。また、知的基盤は、


広く活用されることから、費用対効果は大きいと考えられる。


③ 適切な受益者負担


本分野は、環境対策及び国際貢献に広く資する基盤的分野であり、国の事業として実施する


必要がある。


(7) 法定計量国際化機関勧告審議調査等委託 （予算：委託事業） 〔継続〕［e）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


法定計量分野の国際整合化は、各国共通の重要な懸案であり、我が国でも本事業を通して関


係者の理解が深まり、技術基準のＪＩＳ化等の国際整合化が徐々に推進してきている。しかし、


我が国の技術基準でＯＩＭＬ勧告に現時点で完全整合しているものは１１機種中、まだ１機種に


過ぎず、今後さらに本事業を進めていく必要がある。


① 手段の適正性


本事業は、法定計量分野における技術基準の国際整合化の推進を目的としているが、


その対象となる計量器は非常に広範な種類に及ぶこと、利害関係者が多岐に渡るためそ


の調整が必要であることに加え、当該技術基準は強制法規として使用されることから、国の


事業として行うことが必要。また、実施手段としては、当該事業の実施に必要な経験やノウ


ハウを持った団体等への委託事業により効率的に実施することが適切である。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


本事業は、多くの種類の計量器に関する技術基準等の国際整合化を行うものであり、横


断的な経験とノウハウ等をもつ外部委託団体を活用することで、我が国として一貫した政策


に基づいた的確な対応を迅速に行うことができるのと同時に、コストの低減も図ることがで


きる。


③ 適切な受益者負担


計量法に基づく技術基準は、広く産業活動から国民生活に関わるものであることから、受


益者は広く国民全般に及ぶ。また、当該基準は強制法規として位置づけられることから、当
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該技術基準の国際整合化を図る本事業は国の事業として、国が負担するのが適切である。


(8) 計量法の執行に係る情報収集・調査事業 （予算：委託事業） 〔新規〕［e）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


近年の計量を巡る環境変化に対応するため、新しい計量制度の在り方について検討す


る諮問が、１７年７月に経済産業大臣からなされたところ。


法の執行をより社会のニーズを踏まえた確実なものにするのに必要な、計量規したがって、


。制の実態を把握するため、本調査事業の実施が必要


① 手段の適正性


本委託事業は、規制当局として確実な法執行の実施及び新たな社会ニーズへの迅速な


対応に必要な情報収集・実態調査のため、税制等他の手法による代替は困難。


② 効果とコストとの関係に関する分析


計量制度の実態把握をするための本事業の実施により、適正な法執行及び機動的な制度見


直しを図ることは、計量制度が適正な計量の実施を確保する社会的基盤であることから、産業


。活動のみならず広く国民生活の裨益につながる


また、本事業の実施に際しては、計量制度の理解と知見を有した民間団体等の委託事


業による実施が効果的である。


③ 適切な受益者負担


計量は、国民生活から産業活動等、ほとんどの分野で日常的に行われるもの。


したがって、計量計測の正確性を担保する計量制度は、国民全体に関わることから、法の


執行をより社会のニーズを踏まえた確実なものにするための本事業は、国が費用を負担す


るのが適切。


(9) 人間特性基盤整備事業 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


〔モニタリング結果及び事業の必要性、有効性、効率性等に係る検証〕


人体寸法等の人間特性に関する基盤を構築する本プロジェクトは、産業の発展に重要であ


ること、政策及び産業界のニーズと合致していることから、国が積極的に押し進めるべき事


安全・安心で使いやすい様々な製品がつくられることとな業である。本基盤の活用により、


社会的な意義も高い。り、また国際競争力強化にも繋がることから、


① 手段の適正性


人体寸法等の人間特性に関する基盤は、様々な業種の企業が安全・安心で使いやすい


製品のものづくりに取り組むための社会的インフラであるため、成果を活用する者が限定さ


れる補助事業で実施することは適当ではなく、また正確で信頼できるものとするためにも、


国が委託事業で実施し、成果をより広く普及することが必要である。


② 効果とコストとの関係に関する分析（効率性）


基盤の整備により安全・安心で使いやすいものづくりの発展が促進され、その結果、我が


また、本事業で開発する計測手法を国際標国のものづくりの国際競争力の向上に資する。
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準化することにより、我が国がこの分野でのリーダーシップを持つことができる。


③ 適切な受益者負担


知的基盤に要する投資は、それ自体が利潤を生む性格のものではなく、投資を回収すること


が期待できない、あるいは、整備に要する投資に対して市場原理に見合う価格設定が困難であ


るなど、経済的メリットが極めて少なく、民間独自による整備のインセンティブが働きにくいため、


国の事業として実施する必要がある。


５．中間・事後評価結果、有識者、ユーザー等の各種意見


(1) 知的基盤創成・利用促進研究開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映：平成１７年度に中間評価を実施する予定。


② 有識者、ユーザー等の各種意見


１７年度に実施テーマの公募を行ったところ、年間の採択可能件数２～３件に対し、知的基盤６


分野全体で８０件、計量標準分野のみでも約２０件の応募があり、本事業に対する関係者の期待


は非常に高い。


(2) 計量器校正情報システム技術開発事業 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映


効果的・効率的に研究開発の成果を生み出していくとの観点から、早期に実用化を進めるた


ヨウ素安定化レーザ、ＡＣ－ＤＣ）、流量、温めのダイナミックなマネジメントの一環として、電気（


について、前倒し終了させた。度


② 有識者、ユーザー等の各種意見


本事業は、標準供給の高度化・効率化（時間、コスト、精度等の高度化）に資するとともに、ト


レーサビリティ確保を通じた産業競争基盤の強化に資するものであり、校正事業を行う各種産業


界のニーズと合致するものであることから、本事業への期待は高い。


(3) 中小企業知的基盤整備 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映：平成１７年度に中間評価を実施する予定。


② 有識者、ユーザー等の各種意見


１７年度に実施テーマの公募を行ったところ、年間の採択可能件数２～３件に対し、知的基盤６


分野全体で８０件、計量標準分野のみでも約２０件の応募があり、本事業に対する関係者の期待


は非常に高い。


(4) 環境配慮設計推進に係る基盤整備 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映：Ｒｏｈｓ指令に迅速に対応するべく、業界団体等のニーズ


を踏まえ、新規事業として今年度から実施しているもの。


② 有識者、ユーザー等の各種意見


材料メーカーの業界団体である（社）日本化学工業協会、電気・電子製品の業界団体である


（社）電子情報技術産業協会、分析機器を製造する（社）日本分析機器工業会及び分析試験所か
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ら、国家計量標準の迅速な整備が望まれている。


(5) 石油関連施設の微生物腐食対策技術調査 （予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映：－


② 有識者、ユーザー等の各種意見


石油業界では、この分野の専門家がおらず、全く知識を有していない。このため、本事業によ


り微生物腐食の原因等が解明されることにより、事故の減少等に貢献するとして、石油業界は、


本事業に期待しており、協力を行うことも表明している。


(6) マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエーション技術調査


（予算：交付事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映：－


② 有識者、ユーザー等の各種意見


石油連盟では、油汚濁防除機材や分散剤の開発等、物理・化学的方法による汚染除去技術


の開発を支援している。これらの事業では、沿岸に漂流した流出油の対応は困難であり、本事


業は、これらの対策を補完するものであることから、石油業界は、本事業に期待しており、協力


を行うことも表明している。


(9) 人間特性基盤整備事業 （予算：委託事業） 〔継続〕［ｄ）］


① 中間・事後評価結果等の反映：－


② 有識者、ユーザー等の各種意見


人体寸法等の人間特性に関する基盤は、安全で使いやすいものづくりに必須のものであ


るが、日本人に関するデータは約１０年前のものが最新となっていたため、産業界からその


更新を強く要望されている。


〔参考：有識者、ユーザー等の各種意見〕


【科学技術基本計画（平成１３年３月３０日閣議決定）抜粋】


・知的基盤の整備


解決すべき課題が増大し、研究対象が複雑化・高度化する中、我が国における先端的・独創的・基


礎的な研究開発を積極的に推進するとともに、研究開発成果の経済社会での活用を円滑にすること


が必要である。このため、研究者の研究開発活動、さらには広く経済社会活動を安定的かつ効果的


に支える知的基盤、すなわち、研究用材料（生物遺伝資源等）、計量標準、計測・分析・試験・評価方


法及びそれらに係る先端的機器、並びにこれらに関連するデータベース等の戦略的・体系的な整備


を促進する。


現在整備が進められつつあるこれら４つの領域の知的基盤については、２０１０年を目途に世界最


高の水準を目指すべく、産業界や公的研究機関等において早急に整備を促進する。その際には、中


立性・公共性の高いもの、戦略的観点から支援が必要なものは国主体で整備し、民間活力を利用し


市場形成し得るものは民間主体で行うこととするなど、官民役割分担について十分留意することが必
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要である。


利用者にとっての利便性を向上させ、各種の知的基盤が統合的に運用できるよう、所在情報等の


提供や利用者のニーズが整備に反映される仕組みを構築する。また、計量標準等の整備に係る国際


的取組に主導的に参画する。


今後の重要科学技術分野の研究開発の進展に伴って、新たに整備が必要となる知的基盤につい


ては、時機を失せず効果的に整備されるよう、研究開発プロジェクトの中で得られた研究成果（データ


や知見）も有効に蓄積・整備していく。


国は、機動的対応を可能とするため、データや知見の提供と利用に関し、知的財産権その他の法


的問題に関する基本的ルールを整備する。


知的基盤整備への取組を今後の研究者・技術者の評価の観点の一つとして位置付ける。


【産業構造審議会産業技術分科会・日本工業標準調査会合同会議／知的基盤整備特別委員


会中間とりまとめ（平成１３年６月）抜粋】


・知的基盤整備体制の考え方


○ 知的基盤の整備は、民間独自の事業としての成立が困難であり、基本的には国が整備する必要


がある。しかし、国全体として知的基盤の底上げを図るため、民間における整備も期待し、民間の


能力も活用することが適当である。


○ 国は、自ら整備が困難な多くの民間企業に替わって知的基盤を整備し、事業環境を提供する役


割を担う必要がある。


○ 国における知的基盤整備体制については、経済産業省で考えると、独立行政法人産業技術総


合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構が整備


実施の中心となる主体であり、それぞれ高度な研究開発機関、行政実施機関、研究開発マネジメ


ント・コーディネート機関としての機能、能力によりその役割分担が整理される。


目標、指標、達成時期、外部要因など）＜参考＞ これまでに終了した事業概要 （説明、


［ｄ）］(1) 石油の合理的利用に資する微生物関連事業 （予算：委託事業）


担当課：知的基盤課


脱硫菌（石油中の硫黄を取り除く微生物）等の石油の合理的利用に資する生物資源①説明；


の高度保存・提供技術を確立する。


②目標達成度（結果、効果）；脱硫菌等の生物資源を利用した石油の合理化利用技術の普及


③指標；保存・提供技術の開発を行った対象微生物の株数


高度保存・提供技術の確立のための予備調査【１４年度】脱硫菌２３株を収集し、


を実施。


脱硫能力の定量的分析法を開発【１５年度】


④目標達成時期； 平成１６年度


⑤ 目標達成状況に影響した外部要因など考慮すべき事項；
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＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１４年度 平成１６年度 (独)製品評価技術基盤機構 企業等


総予算額（実績） 総執行額（実績）


267,620[千円] 242,128[千円]


平成１４～１６年度までの累計額 平成１４～１６年度までの確定額


予算費目名：＜石特＞


（目）石油製品需給適正化調査等委託費


（目細）石油精製汚染物質低減技術調査等委託費


［ｄ）］(2) 新エネルギー物質生成微生物開発 （予算：委託事業）


担当課：知的基盤課


水素産生する光合成細菌や炭化水素産生する微生物等の生物資源の高度保存・①説明；


提供技術を確立し、循環型社会の構築・地球環境問題への対応に供する。


②目標達成度（結果、効果）；炭化水素産成菌等の生物資源を利用した新エネルギー生成技


術の普及


③指標；保存・提供技術の開発を行った対象微生物の株数


高度保存・提供技術の確【１４年度】水素生成菌１５株、メタン生成菌５株を収集し、


立のための予備調査を実施。


【１５年度】水素生成菌による水素生成量の定量的測定法を開発


嫌気的Ｌ乾燥法を開発


水素生成菌４株及びメタン生成菌５株について保存法を確立


④目標達成時期； 平成１６年度


⑤ 目標達成状況に影響した外部要因など考慮すべき事項；


＜予算額等＞


開始年度 終了年度 事業実施主体 主な対象者


平成１４年度 平成１６年度 (独)製品評価技術基盤機構 企業等


総予算額（実績） 総執行額（実績）


264,002[千円] 238,871[千円]


平成１４～１６年度までの累計額 平成１４～１６年度までの確定額


予算費目名：＜石特＞


（目）石油代替エネルギー導入促進対策調査等委託費


（目細）新エネルギー物質生成技術調査等委託費
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平成１９年度予算概算要求等に係る事前評価書 
 


平成１８年８月 


政策名 １．経済産業政策 


施策名 ０４．工業標準・知的基盤の整備 


主管課名 産業技術環境局 基準認証政策課 主管課長名 基準認証政策課長 櫻田 道夫 


  


施策目的 
※長期的インパクト


 


我が国の研究開発成果の国際的な普及や環境・福祉など社会ニーズに的確に対応した製品の普及を図ることにより、世界市場を創出・拡


大させ、我が国の産業競争力の強化及び安全・安心な社会の創造に貢献する。 


 


施策目標・指標 
※中・短期的なアウ


トカム 


 


我が国の基準認証制度の基礎となっている工業標準の推進、適合性評価、知的基盤整備等を一体的に推進し、安全・安心社会の創造と


産業競争力強化を図るために必要な品質と信頼を確保する。具体的には以下の通り。 


 


・日本工業規格（ＪＩＳ）及び国際標準の制定・改正を通して、２０１５年までに我が国が欧米諸国に比べても遜色なく国際標準化をリードできるよ


うにするため、次の目標を達成する。 


－重要技術分野を中心にＩＳＯ（国際標準化機構）での新規提案数を増大（平成１９年度において平成１６年度の２０％以上増）するな


ど、国際標準化活動に積極的に取り組み、我が国主導の国際規格獲得の拡大を図る。 


－平成１４年４月に策定した環境ＪＩＳアクションプランや平成１５年６月に策定した高齢者・障害者への配慮に係る標準化の進め方（提


言書）に基づき、環境、高齢者・障害者対応等社会ニーズに合致した規格を着実に整備するとともに、強制法規、ガイドライン等への


引用など規格の利用を促進する。 


－適合性評価制度について、平成１７年１０月から施行された新ＪＩＳマーク表示制度に平成２０年９月までに完全移行し、国際整合性を


確保するとともに、消費者の購買選択や企業間取引等の市場・社会ニーズを反映したものにすることによって、社会的コストの低減


や信頼性確保等を図る。 
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・２０１０年（平成２２年）までに、知的基盤（知的創造活動により創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、経済活動等の促進の


ベースとして活用される、計量標準、計測・評価方法、データベース、研究材料等をいう）の重点分野（計量標準、地質情報、化学物質安全


管理、人間生活・福祉、生物遺伝資源情報、材料）について下記の整備目標にしたがって整備を図ることにより、人間力の向上・発揮に必


要な科学技術の発展に資する。 


－研究開発基盤となる計量標準については、特にバイオ、ナノテク等の次世代産業のための基盤整備や、環境・安全への対応の基盤


となる標準物質の整備等、質的な内容も重視しつつ、物理標準２５０種類程度、標準物質２５０種類程度の整備を目指す。 


－地質情報（地球科学情報）については、２０万分の１地質図幅について、全国をカバーする１２４図幅を整備し、隣り合う地質図の地


層境界線、断層などの不一致を調整して、見やすくする（シームレス化）。 


－生物遺伝資源情報として、生物遺伝資源機関を整備し、微生物を中心とした生物遺伝資源を７万程度提供できる体制を確立する。 


－ガラスについて、ガラス組成数で３０万件程度のデータベースを整備するとともに３物性以上の国際標準化を目指す。 


－法定計量分野における技術基準等の国際整合化を推進する（現在は、１１機種の基準のうち、１機種が整合化済み。今後、残る１０


機種についても、国内事情を勘案しつつ対応）。 


 


 


施策の必要性 
※施策の背景、行


政関与の必要性 


 


標準は、互換性の確保、品質の確保等を通して我が国産業の効率性の向上及び国際競争力の強化をもたらす極めて有効な手段である。


しかしながら、標準は知的資産と異なり、それ自体が普遍的なものであることから、特に標準と民間の経営戦略が一致したものについては民間


主体で標準化が推進される場合もあるが、それ以外の環境、高齢者・障害者対応、製品安全等の分野では、社会的ニーズが高いにも関わら


ず民間の利益に直接結びつく場合が少ないため、標準化は進まない。こうした社会ニーズに応えるため、国が幅広い国内外の利害関係者と


の調整を行うこと等を通じて標準化を推進する必要がある。 


また、標準が策定されたものについては、現実に取引される製品等がその標準に適合していることを判断できなければ標準化制度の信頼


性が確保できない。このため、直接又は間接的に標準との適合性を確認・証明すること（適合性評価）が必要である。適合性評価については、


国際整合性を確保するとともに信頼性が高くかつ効率的に運用されることが求められることから、平成１７年１０月に改正・施行された新ＪＩＳマー


ク制度においては、国が登録を行った民間機関が事業者を認証する制度となった。今後は、登録される認証機関及びＪＩＳマーク制度の信頼


性を維持していくことが行政の役割となっている。 


  


研究開発活動を始めとする知的創造活動の成果は知的資産として蓄積され、それが新たな研究開発や知的創造につながる。しかし、単に


知的資産として蓄積されるのみでは、社会全体での新たな研究開発や活動にはつながらない。したがって、研究開発成果の経済社会全体で


の活用を円滑にし、研究開発活動のみならず広く経済社会活動を安定的かつ効果的に支えていくためには、「知的基盤」として、蓄積された


知的資産が体系化され、広く供用可能とされたていることが必要である。知的基盤は、①特定の者の独占により産業の発展や公共の福祉を阻


害する恐れがあるため、広く国民に公開・提供することが必要、②網羅的、体系的な収集・整理が求められ、整備に相当の投資が必要、③知


的基盤自体が利潤を生む性格のものではないので、その利用のみによって投資を回収することは期待できない、という性質を有していることか


ら、公共的性格を持つ財・サービスの供給として、民間の能力を活用しつつも国を始めとする公的機関が主体的な役割を担うべきである。この


ため、高度な研究開発能力を有する独立行政法人産業技術総合研究所、一定の技術レベルを持った技術者集団としての能力を有する独立
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行政法人製品評価技術基盤機構等において、国として一元的に知的基盤を整備することは有効である。特に国家計量標準については、高


度な技術レベルでの国際比較の重要性等に鑑み、国家計量機関（産総研・計量標準総合センター（ＮＭＩＪ））が中核となって整備することが必


要である。 


また、計量制度は、暦や貨幣制度と同様に、社会の基盤的制度である。従って、経済・社会のニーズの変化に合わせて、民間の能力を活


用しつつ必要に応じ適切に制度の見直し等を行いながら、行政が責任を持って的確かつ効率的に制度を運用していくことが適当である。 


 


 


施策目標実現 


へ向けた 


取組の全体像 


 


以下の２分野について、重点的かつ相互に連携させて取り組む。 


Ⅰ．我が国の産業競争力の強化 


Ⅱ．安全・安心な社会の構築 


 


 各分野における主な取組は以下のとおり。 


Ⅰ．我が国の産業競争力の強化 


 活力ある経済活動基盤づくりと我が国技術の国際市場を拡大するため、以下の施策を実施。 


①我が国の優れた技術について、国際市場の獲得につながる国際標準化を推進 


②モノ作り産業の競争力基盤となる計量標準供給システムの強化や健全な校正市場、製品認証・試験市場の構築 


③グローバルな活躍のための事業継続計画（ＢＣＰ）、社会的責任（ＳＲ）に関する企業行動の国際ルール作り 


④グローバルなビジネスのための技術的貿易障壁の低減 


⑤情報通信分野等におけるデファクト重視からデジュール重視への変化を踏まえた国際標準化の推進 


⑥サービス産業の生産性向上のための基準認証の活用 


 


Ⅱ．安全・安心な社会の構築 


 安全・安心の信頼性を支える科学的根拠や有効な仕組みを提供し、外部不経済による市場の失敗を回避するため、以下の施策を実施。 


 ①ＪＩＳの強制法規への活用を図るとともに、環境や福祉の分野におけるＪＩＳ制定を推進 


 ②安全・安心な社会を支える、特に先端分野での研究連携において研究結果の正確な評価・比較に必要となる物差し（計量標準）を早急に


整備する。 


 ③ＪＩＳマーク製品の市場監視の強化のための試買検査を確実に実施するなど、新 JIS マーク制度を定着させる。 
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 （取組の全体像）  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


施策の実施状況 


 


《施策開始時期～終了予定時期》 


平成 18 年度 ～ 平成 22 年度 


 


基準認証政策の役割 


・基準認証政策は、科学的根拠に基づく信頼あるルールを提供する手段 


産業競争力の強化 安全・安心な社会の構築 


・技術の市場価値の評価視点・手


法の提供 
・国家標準、国際標準の整備 


・技術的規制（任意制度を含


む）の中核的機能として科学


的根拠に基づく技術的信頼性


基準認証政策 


 
 


基


準


認


証 


計


量


我が国技術の 
国際市場を拡大 


外部不経済による


市場の失敗を回避
安全・安心の


根拠を付与


活力ある経済


活動の基盤
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《目標達成状況・指標の推移》 


指標 H12 年度 Ｈ13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度
H18 年度


6 月現在 
目標値(H22 年度) 


＜工業標準・適合性評価＞ 


①ISO における新規提案数（件） 15 14 17 26 12 13※ H19 年度に 


H16 年度比２０％増 


②ISO における国際幹事引受け数 


 （比率(%)） 
32(4.33) 35(4.74) 36(4.88) 40(5.42) 41(5.59) 47  


③IEC における国際幹事引受け数 


 （比率(%)） 
11(5.64) 10(5.56) 11(6.25) 11(6.29) 14(8.05) 14  


④ISO における議長引受け数（比率(%)） 27(3.65) 29(3.92) 32(4.34) 35(4.74) 35(4.77) 41  


⑤IEC における議長引受け数（比率(%)） 4(2.05) 4(2.22) 3(1.70) 3(1.71) 3(1.72) 3  


⑥国際規格制定件数（件） 2 2 5 6 8 10※  


⑦適合性評価の方法に ISO/IEC ルー


ルが導入されている法律数 
0 1 0 6 1  


＜知的基盤＞ 


⑧物理標準の整備（累計） 82 136 152 179 196 250 


⑨標準物質の整備（累計） 76 119 150 184 196 250 


⑩２０万分の１地質図幅（累計） 99 101 103 105 106 124 


⑪微生物を中心とした生物遺伝資源


の提供数（累計） 
－ － 約 3万 約 4万 約 5万    菌株 7万程度 


⑫ガラス組成データの整備（累計） － 約 20 万 約 22 万 約 23 万 約 25 万 30 万件程度 


 


（備考） 


○ ②～⑤、⑦については暦年のデータ 


○ ①、⑥については重要技術分野（基準認証研究開発事業として実施したもの）の数 （※については平成 17 年度のデータ） 
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《投入コスト》 


 H１５年度 H１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 


総予算執行額（億円） ２３  ２９    ２６ 
３９


（予算額）


３９


（見込額）


（備考） 


○交付金及び共通管理経費については除く 


 


 


平成１９年度にお


ける施策の展開 


 


これまで本施策を実施してきたが、現状は、現在の我が国の国際標準化の取組・働きかけは必ずしも我が国の経済力に見合ったものとは言


えず、また、計量標準についても国際競争を勝ち抜ける事業環境・技術力の確保や社会ニーズへの対応への必要性が高まるなど、施策目標


の達成に向けてなお一層の努力が必要な状況となっている。こうした現状を踏まえ、平成１９年度要求に当たっては、以下の施策の改善・見直


しを行う。 


 


《予算》 


・我が国の国際標準提案能力を飛躍的に高める観点から、我が国が優位にある技術分野を主たる対象とした「基準認証研究開発事業」及び


「中小企業基準認証研究開発事業」を抜本的に強化する。 


・独立行政法人製品評価技術基盤機構の第２期中期計画を踏まえ、バイオテクノロジー分野、化学物質管理分野、適合性認定分野、生活安


全分野の業務を実施する体制を整備するため、「独立行政法人製品評価技術基盤機構運営費交付金」等の拡充を図る。 


 


《法令・ガイドライン》 


・計量制度について、最近の先端技術等の新たな技術分野や食品安全・健康医療・環境等の生活関連分野などの幅広い分野において、新


たな計量標準設定のニーズが増大していること、一方で、適切な計量標準の設定が困難になっていること等を踏まえ、計量制度のあり方につ


いて見直しを行い、必要な制度の整備を行う。 


・将来的な基準認証制度全般を国家的見地から見直すため、「基準認証戦略研究会（仮称）」を開催し、今後の政策の在り方について議論


し、当該結論を踏まえた対応を行う。 
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施策の 


有効性・効率性 
※施策効果 


※施策効果と施策


コストとの関係、他


の施策手段との比


較等 


 


（工業標準） 


《施策効果・有効性》 


標準化は、多様化、複雑化、無秩序化するものを統一化、単純化、秩序化することにより、互換性の確保等を図り、社会的コストの低減を図


るものである。ＷＴＯ／ＴＢＴ協定により各国の規格は国際標準と整合化することが求められており、国際標準の獲得により、世界市場獲得のた


めの熾烈で無駄な競争を避けることが出来、産業競争力強化の観点から有効性は高い。 


 


《効率性》 


当該施策は、その実施から数年以内にＪＩＳや国際規格が策定されており、目に見える形で成果が現れる極めて効率性の高い施策である。


これまでの具体的成果として、平成１７年度には、 


・ＩＣカード、バイオメトリクス、光触媒等我が国が技術的優位にある分野で１3 件の国際標準提案 


・ＩＳＯにおいてプラスティック等の新たに４件の国際幹事を引受 


・高齢者・障害者配慮設計指針（情報バリアフリー）等、高齢者・障害者分野で１６件のＪＩＳ制定・改正、ＪＩＳ原案の作成 


・電安法等の技術基準で引用する６０件のＪＩＳを制定 


・消費生活分野では、抗菌加工製品、ガス石油機器の省エネルギー基準達成率試験方法等３２件のＪＩＳを制定・改正 


・環境試験方法等、６０件のＪＩＳの制定・改正（環境ＪＩＳアクションプログラム） 


等を実施。このように、本施策は、規格作成に必要なデータの取得等必要最低限の費用で、社会や産業活動に多大な効果をもたらすことが


できる極めて効率性の高い施策である。 


 


（知的基盤） 


《施策効果・有効性》 


知的基盤の整備により、知的創造活動により創出された成果が体系化、組織化され広く供用可能とされる。これを活用することで、更なる研


究開発、経済活動等が促進され、ひいては科学技術の発展につながるため、有効性は高い。 


 


《効率性》 


知的基盤の重点分野において、各々専門とする民間の能力を活用、又は研究開発 マネジメント・コーディネート機能の高い独立行政法人を


活用し産学官連携で研究開発を行うことで、効果的・効率的な知的基盤整備が加速的に推進される。 
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関連する閣議決


定や施政方針演


説等における位


置付け 


 


○「経済成長戦略大綱」 （平成１８年７月６日 経済・財政一体改革会議決定） 


 第５．生産性向上型の５つの制度インフラ 


４．ワザ：技術革新 


（３）イノベーションを加速化する戦略的な標準化 


研究成果の市場展開を加速するため、2015 年までに我が国が欧米諸国に比べても遜色なく国際標準化をリードできるようにする。この


ため、戦略研究分野において官民が連携し、事業・研究・知財の戦略と一体化した国際標準化を実現するとともに、専門人材の育成など


民間企業、研究機関等の国際標準化活動を支援する。 


また、特に先端分野での研究連携において研究結果の正確な評価・比較に必要となる物差し（計量標準）を、2010 年までに世界最高レ


ベルの質・量とする。このため、国が自ら整備する計量標準（国家計量標準）のみならず、海外や民間の計量標準を国家計量標準に準ず


るものとして指定し、迅速に供給する仕組み（指定計量標準制度(仮称)）を構築する。 


 


○「第３期科学技術基本計画」 （平成１８年３月２２日 総合科学技術会議決定）   


第３章 科学技術システム改革 


３．科学技術振興のための基盤の強化 


（２）知的基盤の整備  


（４）標準化への積極的対応  


 


○「イノベーション創出総合戦略」 （平成１８年６月１４日 総合科学技術会議決定） 


 ３．イノベーションを結実させる政策の強化 


  （１）新技術の利用促進、国際標準化など出口政策の強化 


    ○次世代ネットワーク技術やリサイクル技術等の戦略重点科学技術における国際標準化への官民の取り組み強化（人材の確保等）とそ


のフォローアップ 


 


○「知的財産推進計画２００６」 （平成１８年６月８日 知的財産戦略本部決定） 


  第３章 Ⅱ．国際標準化活動を強化する 


   １．国際標準総合戦略を策定する 


   ２．国際標準化活動を展開する 


   ３．標準化活動を行う人材を育成する 


   ４．技術標準に関連する知的財産権の取扱いルールを整備する 


 


○「消費者基本計画」（平成１７年４月８日 閣議決定） 


 具体的施策  
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（２）選択の機会の確保 ②計量・規格の適正化 


（７）経済社会の変化に応じた対応 ②国際的な連携の確保 


（８）その他 ⑥企業の社会的責任への取組の促進 


 


○「新経済成長戦略」 （平成１８年６月９日 経済産業省公表） 


  第４章第４節 ワザ：技術のイノベーション  


(3)基準認証政策 


     ・イノベーションの加速化に直結する国際標準化の推進 


     ・国際標準化への戦略的働きかけ（アジア地域との連携） 


     ・貿易・投資相手国の不正措置の是正 


     ・計量標準・標準物質や評価手法の整備加速 


     ・標準化推進のための人材育成 


 


○「グローバル経済戦略」 （平成１８年４月１２日 経済産業省公表） 


  Ⅲ．４．（１）「アジア標準」の形成 


   「アジア標準」の例：製品規制・規格に係る共通基盤の構築 


  Ⅳ．３．（３）国際標準化活動の重点的強化 


   ①企業と国における取組の抜本的強化（国家戦略としての推進） 


   ②国際標準化活動に係る支援強化（研究開発との一体的推進） 


   ③人材の育成・活用 


   ④東アジアでの国際標準化パートナーシップの構築 


   ⑤独自規格への対処 


 


中間・事後評価の


時期 
平成２２年度 


 


施策に対する 


ユーザーや有識


者の意見 


 


（日本工業標準調査会委員からの意見：平成１８年１月～３月） 


・我が国では標準化がハード寄りになっていることが問題であり、システム面、ソフト面の標準化も併せて進めるべき。 


・安心は安全が基礎であり、その上で安全であることを感じさせていくための基盤を整備していくことが重要。 


・知的基盤の整備は計画にとらわれすぎず、時代のニーズを先取りして整備することも重要。 


・今後国際標準になりそうな分野における基盤を整備しておく必要がある。 
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施策目標を実現するための具体的措置 


【予算措置（研究開発事業を除く）】 


補助金・委託費・調査


費等名 
会計名 


再掲 


（施策名） 


新規


継続


補助・


委託等


開始 


年度 


終了 


年度 


17 年度


予算額


（億円）


17 年度 


執行額 


（億円） 


18 年度


予算額


（億円）


19 年度


要求額


（億円）


事業概要 


（１）社会ニーズ対応型


基準創成調査研究事


業 


一般会計 － 継続 委託 
平成 18


年度 


平成 22


年度 
- - 4.0 4.2


安全・安心に関する強制法規（計量法、製品安全４法、建


築基準法、薬事法等）の技術基準への引用、高齢者・障


害者配慮、環境保護等の社会ニーズに対応したＪＩＳ原案


の作成。 


（２）新規分野・産業競


争力強化型国際標準


提案 


一般会計 － 継続 委託 
平成 18


年度 


平成 22


年度 
- - 4.0 4.2


セキュリティマネジメント、リスクマネジメント等の新たな分


野や新技術分野における国際標準提案の作成。 


（３）国内人材育成等基


盤体制強化 
一般会計 － 継続 委託 


平成 18


年度 


平成 22


年度 
- - 0.26 0.26


規格作成に必要な分野別の技術的知識等について研修


を実施し、消費者団体、学生等のＪＩＳ原案作成能力の向


上を図る。 


（４）基準認証研究開発


事業 
一般会計 － 継続


補助・


委託 


平成 14


年度 


平成 22


年度 
6.8 6.4 7.7 10.6


ライフサイエンス、情報、環境及びナノテクノロジー・材料


の４分野を中心として、国際標準作成のための研究開発


を実施。 


（５）中小企業基準認証


研究開発事業 
一般会計 － 継続 委託 


平成 14


年度 


平成 22


年度 
2.1 1.9 1.8 3.0


我が国の産業のうち中小企業比率が高い分野で、高い


技術力を背景に国際標準獲得により市場拡大が予想さ


れるものについて、国際標準やＪＩＳを作成するための研


究開発を実施。 


（６）国際標準創成国際


共同研究開発事業 
一般会計 － 継続 交付金


平成 11


年度 


平成 22


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


我が国の大学等の研究機関と関係国との共同研究チー


ムにおいて、国際標準提案のために必要な信頼性、反復


性を実証するための研究を行うことにより、ＩＳＯ等の国際


標準化機関における円滑な標準策定を図る。 


（７）開発成果標準化フ


ォローアップ研究事業 
一般会計 － 継続 交付金


平成 16


年度 


平成 22


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯの研究開発プロジェクトであって終了したものの


成果について、国際標準原案作成のためのフォローアッ


プ研究事業を実施。 


（８）新発電システム等


調査委託 
電源特会 


○ 


（原子力の 


推進） 


継続 交付金
昭和 61


年度 


平成 22


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


超電導を利用した電力システムや火力発電等の発電用


設備について、安全性や安定性等が確保できるよう、構


成機器や構成要素としての新素材等に関する試験評価


方法の確立、規格整備等の標準化を図るための調査研


究。 
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（９）エネルギー使用合


理化システム標準化調


査 


石油特会 


○ 


（省エネルギー


の推進） 


継続 交付金
平成 7


年度 


平成 22


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


素材や機器等システム全体のエネルギー消費等に関し、


エネルギー合理化等を図るための試験評価方法の確


立、各種エネルギー関連機器の規格整備等の標準化に


関する調査研究。 


（１０）基準認証政策の


広報に係る経費 
一般会計 － 継続 委託 


平成 17


年度 


平成 22


年度 
0.20 0.14 0.30 0.28


新ＪＩＳマークへの移行など、積極的な政策の普及・広報


の実施。 


（１１）独立行政法人製


品評価技術基盤機構


運営費交付金 


一般会計 － 継続 交付金
平成 13


年度 
未設定 76.8 - 76.3 77.3


化学物質総合管理、微生物遺伝資源の整備・活用、国


際ルールに基づく認定、製品安全の推進等を、法規制等


に基づき着実に実施。 


（１２）独立行政法人製


品評価技術基盤機構


施設整備費補助金 


一般会計 － 継続 補助 
平成 13


年度 
未設定 1.8 1.8 1.2 1.0


製品評価技術基盤機構における個人情報等セキュリティ


確保のための施設の整備。 


（１３）知的基盤創成・利


用促進研究開発事業 
一般会計 － 継続 交付金


平成 11


年度 


平成 22


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


民間の研究開発ポテンシャルを活用した、知的基盤とし


て活用される技術及び機器等の開発並びにデータ等の


整備及び利用技術開発。 


（１４）計量器校正情報


システム技術開発事業
一般会計 － 継続 交付金


平成 13


年度 


平成 20


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


情報通信ネットワーク技術を活用して計量器の遠隔校正


を行うための技術開発。 


（１５）中小企業知的基


盤整備 
一般会計 － 継続 委託 


平成 12


年度 


平成 22


年度 
1.4 1.3 1.7 0.9


民間の研究開発ポテンシャルを活用した、中小企業の事


業活動等に貢献する知的基盤としての技術及び機器等


の開発並びにデータ等の整備及び利用技術開発。 


（１６）中小企業への計


量標準供給基盤強化


事業 


一般会計 


○ 


（経営革新・


創業促進） 


継続 補助 
平成 18


年度 


平成 20


年度 
- － 5.5 3.0


地域の試験検査機関等を活用し、中小企業が行う加工・


製造プロセスの精度・信頼性を客観的に証明できる精度


管理システムの構築。 


（１７）国際度量衡中央


事務局分担金 
一般会計 － 継続 分担金


明治 19


年度 
未設定 1.2 1.2 1.3 1.4 メートル条約加盟国に課せられた分担金。 


（１８）石油関連施設の


微生物腐食対策技術


調査 


石油特会 


○ 


（石油・天然ガ


スの安定供給


確保） 


継続 交付金
平成 17


年度 


平成 20


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


石油中に生息し金属腐食を引き起こす微生物の除去低


減のための基礎技術の確立し、得られた微生物について


知的基盤として整備・提供を行う。 


（１９）マラッカ海峡沿岸


の石油対策に対処でき


るバイオレメディエーシ


ョン技術調査 


石油特会 


○ 


（石油・天然ガ


スの安定供給


確保） 


継続 交付金
平成 17


年度 


平成 20


年度 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ 


交付金 


ＮＥＤＯ


交付金


ＮＥＤＯ


交付金


マラッカ海峡沿岸の熱帯海域における石油分解菌を活


用した浄化技術の確立し、得られた微生物について知的


基盤として整備・提供を行う。 


（２０）法定計量国際化


機関勧告審議調査等


委託 


一般会計 － 継続 委託 
平成 14


年度 


平成 23


年度 
0.25 0.23 0.27 0.27


国際法定計量機関の国際勧告案に対する、我が国計量


制度の国際整合化を円滑に行うための対処方針の策定


等に係る専門家による検討や実態調査。 


（２１）計量法の執行に


係る情報収集・調査事
一般会計 － 継続 委託 


平成 18


年度 


平成 22


年度 
- - 0.40 0.38 計量法の適正かつ確実な執行に必要な実態調査等。 
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業 


（２２）計量制度国際機


構分担金 
一般会計 － 継続 分担金


昭和 35


年度 
未設定 0.14 0.14 0.15 0.16


ＯＩＭＬ（国際法定計量機関）を設立する条約の加盟国に


課せられた分担金。 


（２３）国際標準化機構


分担金 
一般会計 － 継続 分担金


昭和 40


年度 


平成 30


年度 
1.4 1.4 1.4 1.5 ＩＳＯ（国際標準化機構）の加盟国に課せられた分担金。 


（２４）国際電気標準会


議分担金 
一般会計 － 継続 分担金


昭和 40


年度 


平成 30


年度 
0.90 0.90 0.88 0.92


ＩＥＣ（国際電気標準会議）の加盟国に課せられた分担


金。 


【予算措置（研究開発事業）】 


補助金・委託費・調査


費等名 
会計名 


再掲 


（施策名） 


新規


継続


補助・


委託等


開始 


年度 


終了 


年度 


17 年度


予算額


（億円）


17 年度 


執行額 


（億円） 


18 年度


予算額


（億円）


19 年度


要求額


（億円）


事業概要 


（１）計量標準基盤技術


研究 
石油特会 


○ 


（石油・天然ガ


スの安定供給


確保） 


継続 委託 
平成 16


年度 


平成 19


年度 
1.2 1.0 1.1 1.1


石油及び天然ガスの生産合理化に資するため、国家標


準につながる石油流量の計測技術の開発を等を行う。 


（２）計量標準基盤技術


研究 
電源特会 


○ 


（原子力の 


推進） 


継続 委託 
平成 16


年度 


平成 19


年度 
9.8 9.1 6.8 5.5


既設の発電所の出力を増強し、有効活用を図るため、現


状の給水流量測定の不確かさを低減するための技術開


発と、測定値の信頼性を長期にわたって保証するために


不可欠な流量計校正設備の開発党を行う。 


【法令・ガイドライン等】 


関連する法令・ガイドライン等名 法令・ガイドライン等の概要 


工業標準化法 


適正かつ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによって、鉱工業品の品質の改善、生産能率


の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与


することを目的とする。 


計量法 計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 


【審議会等】 


審議会等名 関連する検討内容 


日本工業標準調査会 


・国際標準化活動基盤強化アクションプランの推進 


・「第３期科学技術基本計画」（平成１８年３月）を踏まえた知的基盤整備計画の見直し 


 等 


計量行政審議会 ・「指定計量標準（仮称）制度」の創設など、計量制度の見直し 
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【独立行政法人等】 


独立行政法人名 関連する業務概要 


製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 


国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 


A．バイオテクノロジー分野 


B．化学物質管理分野 


C．適合性認定分野 


D．生活安全分野 


新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 


【技術分野毎の計画】 


＜７＞ 各分野の境界分野・融合分野及び関連分野 


急速な知識の蓄積や新知見の獲得によって、異分野技術の融合や、新たな技術領域が現れることを踏まえ、上記のライフ


サイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料及びエネルギー等にまたがる分野、境界分野、標準化・知的基盤整備 


等について、機動性・柔軟性を持って研究開発を推進するものとする。（中略）加えて、これらの関連分野における研究開発


や、産業技術・エネルギー技術全般に係る標準化・知的基盤整備等に資するよう所要の活動を行う。 


産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ） 


○工業標準化への取り組み 


○研究開発（計量の標準） 


 ・国家計量標準システムの開発・整備 


 ・特定計量器の基準適合性の評価 


 ・次世代計量標準の開発 


 ・国際計量システムの構築 


 ・計量の教習と人材の育成 


【実施体制】 


施策に関連する主な課室 関連する業務概要 当該業務の実施体制 関連する機構定員要求概要 


産業技術環境局 基準認証政策課 


・経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する総合的な政策の企画・


立案、推進 


・工業標準の整備及び普及その他の工業標準に関する事務の総括 


・日本工業標準調査会の庶務 


７人 ― 


    〃      基準認証広報室 ・基準認証に関する普及・広報に関する事務 ４人 ― 


    〃      標準企画室 
・工業標準の整備及び普及に関する事務並びに工業標準化に関する国際


機関及び国際会議に関する事務 
６人 ― 


    〃      基準認証国際室 ・基準認証政策に係る海外との連絡調整 1２人 ― 







 


 04－14


    〃      認証課 


・経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する外国との相互承認に関


する総合的な政策の企画及び立案並びに推進 


・工業標準に対する適合性の確認 


・鉱工業品の生産方法又は使用方法に関する経営管理システムに関する工


業標準の整備及び普及 


２０人 ― 


    〃      知的基盤課 


・鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るための技術上の情報及び研究


材料の整備 


・計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保 


・地質の調査及びこれに関連する業務 


・（独）製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般 


・計量行政審議会の庶務 


７人 ― 


    〃      計量行政室 ・適正な計量の実施の確保 計量行政室長１人、７人 ― 
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平成２０年度予算概算要求等に係る事前評価書 
 


平成１９年８月 


政策名 １．経済産業政策 


施策名 ０４．工業標準・知的基盤の整備 


主管課名 産業技術環境局 基準認証政策課 主管課長名 基準認証政策課長 朝日 弘 


  


施策目的 
※長期的インパクト


 


我が国の基準認証制度の基礎となっている工業標準の整備、適合性評価、知的基盤整備等を一体的に推進し、我が国の研究開発成果の


国際的な普及や、環境・福祉など社会ニーズに的確に対応した製品の普及を図り、産業競争力を強化するとともに、安全・安心な社会を構築


する。 


 


施策目標・指標 
※中・短期的なアウ


トカム 


我が国の基準認証制度の基礎となっている工業標準の整備、適合性評価、知的基盤整備等を一体的に推進し、産業競争力の強化及び安


全・安心な社会の構築を図るために必要な品質と信頼を確保する。 


具体的目標・指標は以下のとおり。 


 


（１）工業標準の整備 


 標準化は互換性・品質の確保等を通して、産業競争力の強化、安全・安心な社会の構築に貢献する有効な手段であるが、我が国では欧米


と比較して、国際標準化に関する産業界の取組が十分ではない等により、我が国のＩＳＯ／ＩＥＣへの参画状況は、いまだ経済力に見合ってい


るとは言い難い水準となっている。そのため、企業経営者の意識改革、国際標準の提案に向けた重点的な支援強化、世界で通用する標準専


門家の育成等を通じて、欧米に比肩しうるよう、国際標準化を戦略的に推進する。 


【目標】「国際標準化戦略目標」 


       ２０１５年（平成２３年）までに、 


①国際標準の提案件数を倍増する。（ＩＳＯ／ＩＥＣ 基準：平成１３～１５年度平均 ６３件） 


②欧米並みの幹事国引受数を実現する。 


（ＩＳＯ／ＩＥＣ 基準：平成１８年２月時点 独１５１、米１４８、英１２５、仏１０２、日６０、中１２） 


 


（２）適合性評価 







 


 04－2 


 標準化制度の信頼性を確保するために、直接又は間接的に標準との適合性を確認・証明する、適合性評価が必要である。国際整合性の確


保、信頼性が高い効率的な運用のため、平成１７年１０月に改正・施行された新ＪＩＳマーク制度において、今後信頼性を維持していく。 


【目標】新ＪＩＳマーク表示制度へ平成２０年９月までに完全に移行する。 


 


（３）知的基盤の整備 


研究開発活動を始めとする知的創造活動の成果は知的資産として蓄積され、それが新たな研究開発や知的創造につながるが、ただ知的


資産として蓄積されるのみでは、社会全体での新たな研究開発や活動にはつながらない。したがって研究開発成果の経済社会全体での活用


を円滑にし、研究開発活動のみならず広く経済社会活動を安定的かつ効果的に支えていくためには、「知的基盤（※）」として蓄積された知的


資産が体系化され、広く供用可能とされていることが必要である。 


※知的基盤  知的創造活動により創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、経済活動等の促進のベースとして活用される、


計量標準、計測・評価方法、データベース、研究材料等をいう 


【目標】平成２２年までに、知的基盤の重点分野（①計量標準、②地質情報、化学物質安全管理、人間生活・福祉、③生物遺伝資源情報、


④材料）において、下記の目標を達成する。 


 ①物理標準３３４種類、標準物質３１４種類の整備（当初目標：物理標準２５０種類、標準物質２５０種類） 


       ②２０万分の１地質図幅 


        ・全国をカバーする１２４図幅を整備 


        ・シームレス化（隣り合う地質図の地層境界線、断層の不一致の調整） 


       ③生物遺伝資源機関の整備、微生物を中心とした生物遺伝資源を７万株程度提供できる体制の確立 


       ④ガラス組成数３０万件程度のデータベースの整備、３物性以上の国際標準化 


 


 


施策の必要性 
※施策の背景、行


政関与の必要性 


《工業標準》 


標準は、互換性の確保、品質の確保等を通して我が国産業の効率性の向上及び国際競争力の強化をもたらす極めて有効な手段である。


しかしながら、標準は知的資産と異なり、それ自体が普遍的なものであることから、特に標準と民間の経営戦略が一致したものについては民間


主体で標準化が推進される場合もあるが、環境、高齢者・障害者対応、製品安全等、社会的ニーズが高い分野を含め、民間の利益に直接結


びつかない等、民間主体での標準化が進まないものについて、国が幅広い国内外の利害関係者との調整を行うこと等を通じて標準化を推進


する必要がある。 


また、標準が策定されたものについては、現実に取引される製品等がその標準に適合していることを判断できなければ標準化制度の信頼


性が確保できない。このため、直接又は間接的に標準との適合性を確認・証明すること（適合性評価）が必要である。適合性評価については、


国際整合性を確保するとともに信頼性が高くかつ効率的に運用されることが求められることから、平成１７年１０月に改正・施行された新ＪＩＳマー


ク制度においては、国が登録を行った民間機関が事業者を認証する制度となった。今後は、登録される認証機関及びＪＩＳマーク制度の信頼


性を維持していくことが行政の役割となっている。 


 


《知的基盤》 
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研究開発活動を始めとする知的創造活動の成果は知的資産として蓄積され、それが新たな研究開発や知的創造につながる。しかし、単に


知的資産として蓄積されるのみでは、社会全体での新たな研究開発や活動にはつながらない。したがって、研究開発成果の経済社会全体で


の活用を円滑にし、研究開発活動のみならず広く経済社会活動を安定的かつ効果的に支えていくためには、「知的基盤」として、蓄積された


知的資産が体系化され、広く供用可能とされていることが必要である。知的基盤は、①特定の者の独占により産業の発展や公共の福祉を阻害


する恐れがあるため、広く国民に公開・提供することが必要、②網羅的、体系的な収集・整理が求められ、整備に相当の投資が必要、③知的


基盤自体が利潤を生む性格のものではないので、その利用のみによって投資を回収することは期待できない、という性質を有していることか


ら、公共的性格を持つ財・サービスの供給として、民間の能力を活用しつつも、国を始めとする公的機関が、早期に知的基盤を整備して民間


企業に広く利用できるようにすることにより、研究開発の早期実現に資する主体的な役割を担うべきである。その中で、高度な研究開発能力を


有する独立行政法人産業技術総合研究所や一定の技術レベルを持った技術者集団としての能力を有する独立行政法人製品評価技術基盤


機構等における、国として一元的な知的基盤の整備は有効である。特に国家計量標準については、高度な技術レベルでの国際比較の重要


性等に鑑み、国家計量標準機関（産総研・計量標準総合センター（ＮＭＩＪ））が中核となって整備することが必要である。 


また、計量制度は、暦や貨幣制度と同様に、社会の基盤的制度である。したがって、経済・社会のニーズの変化に合わせて、民間の能力を


活用しつつ必要に応じ適切に制度の見直し等を行いながら、行政が責任を持って的確かつ効率的に制度を運用していくことが適当である。 


 


施策目標実現 


へ向けた 


取組の全体像 


 


 産業競争力の強化、安全・安心な社会の構築に必要な品質と信頼を確保するため、以下の項目について、重点的に取り組む。 


 


Ⅰ．産業競争力の強化 


 活力ある経済活動基盤づくりと我が国技術の国際市場を拡大するため、以下の施策を実施。 


（１）我が国の優れた技術について、国際市場の獲得につながる国際標準化を推進する。 


①企業経営者の意識改革 


国際標準化の経済的効果や成功・失敗事例、各種スキームの活用方法について、企業の第一線管理者等を対象としたシンポジウムを


開催する。また、我が国発の提案が国際標準として採用された場合に企業にもたらす経済的効果の分析など標準化の研究を引き続き実


施する。 


②国際標準の提案に向けた重点的な支援強化 


   我が国が優位にある技術分野（ナノテクノロジー、ロボット、バイオメトリクス、光触媒、ＩＣタグ等）を中心に重点分野を特定し、研究開発


から国際標準原案の作成・提案・制定に至るまで一貫して計画的に推進すべく、官民の資源配分の重点化を図る。また、研究開発プログ


ラムへの標準化のビルトインの強化、技術戦略マップと国際標準化戦略の融合について積極的に取り組み、研究開発と標準化の一体的


推進を図る。 


③世界で通用する標準専門家の育成 


   国際会議においてリーダーシップをとれる専門家の育成に向けた研修を強化するとともに、大学等での標準化教育の充実を図る。ま


た、標準化に係る総理大臣表彰制度の創設を図る。 


④アジア太平洋地域における連携強化 


   アジア諸国に対して、現地セミナーの実施、専門家派遣、研修生受入による標準化技術協力を推進する。アジア太平洋地域内の様々
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な標準化活動を我が国が積極的にリードし、国際標準原案の作成・共同提案などの促進を目的とした、アジア太平洋イニシアティブを実


施する。 


⑤諸外国の独自標準と技術規制の制定への対応 


   在外公館等の職員に基準認証に関する基礎知識を身につけるための情報提供や研修を行い、情報収集能力を高め、我が国とし各国


政府や標準化機関への働きかけ、当該分野での迅速な国際標準の提案などの必要な対応を行う。 


（２）モノ作り産業の競争力基盤となる計量標準供給システムの強化や健全な校正市場の構築を図る。 


計量法計量標準供給制度（JCSS）登録等を受けて新たな校正サービスを開始するための校正施設整備、人的能力向上、制度管理 


システム構築等に、財政的支援を実施する。また、２年間で認定の取得をさせることにより、確実な校正サービスメニューの増大を図る。 


 


Ⅱ．安全・安心な社会の構築 


 安全・安心の信頼性を支える科学的根拠や有効な仕組みを提供し、外部不経済による市場の失敗を回避するため、以下の施策を実施。 


 （１）強制法規に活用されるＪＩＳの整備を図るとともに、環境・福祉・安全の分野におけるＪＩＳ化・国際標準化を推進する。 


 （２）安全・安心な社会を支える、特に先端分野での研究連携において研究結果の正確な評価・比較に必要となる物差し（計量標準）を早急


に整備する。 


 （３）ＪＩＳマーク製品の市場監視の強化のための試買検査を確実に実施するなど、新 JIS マーク制度を定着させる。 
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 （取組の全体像）  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基準認証政策の役割 


施策の目標： 


我が国の基準認証制度の基礎となっている工業標準の整備、適合性評価、知的基盤整備等を一体的に推進し、我が国の研究開発成果


の国際的な普及や、環境・福祉など社会ニーズに的確に対応した製品の普及を図り、産業競争力を強化するとともに、安全・安心な社会を


構築する。 


産
業
競
争
力
の
強
化


◆工業標準の推進 


【目標】国際標準化戦略目標 


 2015 年までに欧米諸国に比肩しうるよう、 


国際標準化を戦略的に推進する。 


  ①国際標準の提案件数を倍増する。 


  ②欧米並みの幹事国引受数を実現する。 


◆適合性評価 


【目標】新 JIS マーク表示制度へ平成 20 年 9 月までに完全移行。 


◆知的基盤整備 


【目標】平成 22 年までに、知的基盤重点分野において、下記目標を達成。


計量標準：物理標準 334 種類、標準物質 314 種類の整備 


地質情報：20 万分の 1 地質図幅 


       ・全国をカバーする 124 図幅を整備 


       ・シームレス化 


生物遺伝資源情報：機関の整備、微生物を中心とした 


生物遺伝資源を 7 万株程度提供できる体制の確立 


材料：ガラス組成数 30 万件程度の DB 整備、3 物性以上の国際標準化 


活力ある経済活動基盤づくりと我が国技術の国際市場を拡大するため、以下を実施 


（１）我が国の優れた技術について、国際市場の獲得につながる国際標準化の推進 


①企業経営者の意識改革 


②国際標準の提案に向けた重点的な支援強化 


③世界で通用する標準専門家の育成 


④アジア太平洋地域における連携強化 


⑤諸外国の独自標準と技術規制の制定への対応 


（２）モノ作り産業の競争力基盤となる 


計量標準供給システムの強化や健全な校正市場の構築


 


安全・安心の信頼性を支える科学的根拠や有効な仕組みを提供し、外部不経済による市場の失敗を回避するため、以下を実施 


（１）強制法規に活用される JIS の整備を図るとともに、環境・福祉・安全の分野における 


JIS 化・国際標準化を推進 


（３）JIS マーク製品の市場監視の強化のための試買検査を確実に実施するなど、 


新 JIS マーク制度を定着 


（２）安全・安心な社会を支える、特に先端分野での研究連携に


おいて研究結果の正確な評価・比較に必要となる物差し（計量


標準）を早急に整備 


 


安
全
・
安
心


社
会
の
構
築


・社会ニーズ対応型基準創成調査研究事業 


・新規分野・産業競争力強化型国際標準提案事業 


・国内人材育成等基盤体制強化事業 


・基準認証研究開発事業 


・国際標準創成国際共同研究開発事業（NEDO 交付金） 


・開発成果標準化フォローアップ研究事業（NEDO 交付金） 


・新発電システム等調査委託（NEDO 交付金） 


・エネルギー使用合理化システム標準化調査（NEDO 交付金） 


・知的基盤創成・利用促進研究開発事業（NEDO 交付金） 


・中小企業知的基盤整備事業 


・計量器校正情報システム技術開発事業（NEDO 交付金） 


・石油関連施設の微生物腐食対策技術調査（NEDO 交付金） 


・マラッカ海峡沿岸の石油汚染に対処できるバイオレメディエー


ション技術調査（NEDO 交付金） 


・中小企業への計量標準供給基盤強化事業 


・製品評価技術基盤機構運営費交付金・施設整備費補助金 


＜工業標準＞ ＜知的基盤＞ 


予算 
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施策の実施状況 


 


《施策開始時期～終了予定時期》 


平成 18 年度 ～ 平成 22 年度 


 


 


《目標達成状況・指標の推移》 


(1)工業標準 


指標 
平成 13～


15 年平均


平成 14～


16 年平均


平成 15～


１７年平均


平成 16～


18 年平均
目標値(H27 年度） 


①ISO、IEC における提案件数（比率(%)） 63(8.8) 71(10.1) 86(13.9) 94(12.3)
倍増 


（基準：平成 13～15 年平均） 


 


指標 H14 年度 Ｈ15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 目標値(H27 年度) 


②ISO、IEC における国際幹事引受け数


 （比率(%)） 
51(5.59) 55(6.06) 58(6.40) 60(6.64) 63(6.99)


欧米並み 


（基準： 


平成 18 年 2 月時点）


※平成 18 年 2 月時点における欧米の引受け数：米国 148、イギリス 125、ドイツ 151、フランス 102 
 


(2)知的基盤 
指標 H14 年度 Ｈ15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 目標値(H22 年度) 


③物理標準の整備（累計） 152 179 196 232 252 334（当初目標：250）


④標準物質の整備（累計） 150 184 196 225 242 314（当初目標：250）


⑤２０万分の１地質図幅（累計） 103 105 106 107 112 124 


約 3 万 約 4 万 約 5 万 － － － ⑥微生物を中心とした生物遺伝資源の


提供数（累計）※ （2 万） （2 万） （3 万） 約 3 万 約 4 万 菌株 7 万程度 


⑦ガラス組成データの整備（累計） 約 22 万 約 23 万 約 25 万 約 25 万 約 27 万 30 万件程度 


  ※⑥は平成１６年度までＤＮＡクローンを含む件数（上段）を目標としていた。 
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《投入コスト》 


 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 H２０年度 


総予算執行額（億円） ２６
２９


（予算額）


３１ 


（予算要求額） 


※総予算執行額は、施策の各年度における事業構成（前年度の事前評価書）に基づいて集計された額であるため、予算要求書における額と


は必ずしも一致しない。 


※平成 18 年度の執行額は、３４施策への整理が未実施であったため、参考値として記載する。 


※総予算執行額には、独立行政法人運営費交付金事業及び再掲事業、共通管理経費、事務費を含まない。 


 


 


平成２０年度にお


ける施策の展開 


 


平成 19 年度は、「国際標準化戦略目標」達成に向け始動した１年目として、「国際標準化戦略アクションプラン」を策定した。予算において


は基準認証研究開発事業を拡充した。しかし、いまだ現状においては、現在の我が国の国際標準化の取組・働きかけは必ずしも我が国の経


済力に見合ったものとは言えず、また、計量標準についても国際競争を勝ち抜ける事業環境・技術力の確保や社会ニーズへの対応の必要性


が高まるなど、施策目標の達成に向けてなお一層の努力が必要な状況となっている。こうした現状を踏まえ、平成２０年度要求に当たっては、


以下の施策の改善・見直しを行う。 


 


《予算》 


・我が国の国際標準提案能力を飛躍的に高め、産業競争力を強化するために、国際標準化戦略目標達成に向けて、消費者団体や中小企業


等における「国際標準を作成できる人材」や「国際会議でリーダーシップを発揮できる人材」の育成等を行う「国内人材育成等基盤体制強化


事業」及び競争力強化に向けた、MEMS やサービスロボット等の新技術分野における国際標準原案の作成・提案を行う「新規分野・産業競争


力強化型国際提案事業」を抜本的に強化する。 


・研究開発と標準化を一体的に推進するため、NEDO における研究開発成果に基づく国際標準原案の作成・提案を行う NEDO 運営費交付金


事業の強化を図る。 


・独立行政法人製品評価技術基盤機構の第２期中期計画を踏まえ、製品安全分野（経年劣化対策）の業務を実施する体制を整備するため、


「独立行政法人製品評価技術基盤機構運営費交付金」等の拡充を図る。 


・計量標準基盤技術研究事業（ｴﾈﾙｷﾞｰ勘定及び電源開発促進勘定）の２事業については、当初の事業目標を達成したため１９年度で廃止


（終了）。 


 


《法令・ガイドライン》 


・先端技術分野や食品安全・健康医療・環境等の生活関連分野において、新たな計量標準設定のニーズが増大している反面で、適切な計量


標準の設定が困難になっていること等を踏まえ、計量制度に係る必要な制度整備を行っていく。 
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施策の 


有効性・効率性 
※施策効果 


※施策効果と施策


コストとの関係、他


の施策手段との比


較等 


 


《施策効果・有効性》 


産業競争力の強化、安全・安心な社会の構築における品質・信頼の確保のため、工業標準・知的基盤の整備に関する施策は以下の点で、


有効性が高い。 


（工業標準） 


標準化は、互換性の確保、品質の安定、技術の固定化を通じて製品の普及、市場の拡大を可能とする有効なツールであり、戦略的な国際


標準化活動は市場獲得に結びつく。 


例えば、光触媒の性能評価試験方法の国際標準化などは、我が国から国際標準化を提案し、世界市場の急成長、日本製品の市場拡大を


もたらした成功事例となっている。このように国際標準化は産業競争力強化の観点から、有効性が高い。 


しかし、欧米では、国家政策として国際標準化を明確に位置づけ、戦略的に国際標準化を推進し、産業界も自らの問題として積極的に国際


標準化活動に取り組んでいるのに対し、我が国でも、国際標準の獲得に向けて取り組んできてはいるものの、産業界による主体的な取組の不


足等により、依然として我が国のＩＳＯ／ＩＥＣにおける活動水準は、欧米主要国と比べて相当な開きがある。そのため、企業経営者による意識


改革の促進、国際標準提案に向けた重点的な支援強化の施策等により実現される研究開発、特許、経営戦略と一体的な、かつ産業界が戦


略的に推進する国際標準化活動は、欧米主要国に遅れをとることなく、我が国が優位な技術分野における国際標準の獲得を促進し、市場拡


大・獲得、ひいては産業競争力の強化に資する。 


また、少子高齢化、安全・安心への関心の高まりなどの社会ニーズに対応した消費者保護、高齢者・障害者配慮、環境問題への対応等の


公共福祉分野等の標準化については、民間の利益に結びつきにくく、民間主体では進まないため、国主導で産業界と連携して標準化を進


め、公共調達で規格を採用すること等により、高齢者・障害者にとってアクセシビリティが高く、安全・安心な社会基盤の供給が可能となる。具


体的には社会ニーズ対応型基準創成調査研究事業等により、平成１７年度には、高齢者・障害者配慮指針等、高齢者・障害者分野で 16 件の


JIS 制定・改正、ＪＩＳ原案の作成等の成果をあげている。（※１８年度実績は集計中） 


（知的基盤） 


知的基盤への投資自体は利潤を生む性格のものではないが、知的基盤の重点分野において、各々専門とする民間の能力を活用、又は研


究開発マネジメント・コーディネート機能の高い独立行政法人を活用し産学官連携で研究開発を行うことで、知的基盤の整備を加速的に推進


し、知的創造活動により創出された成果を効果的、効率的に体系化、組織化し広く供用することが可能となる。 


 


《効率性》 


（工業標準） 


 工業標準の整備、国際標準化の戦略的取組に関する施策は規格作成に必要なデータの取得等最低限のコストで、目に見える形で成果が


現れる極めて効率性の高い施策である。 


例えば、基準認証研究開発事業で実施した、「橋梁・ビル免震用積層ゴムの研究開発及び標準化」においては、日本がコンビナーを引き受


けるなど、我が国主導による国際標準化活動を積極的に推進したことにより、日本の研究開発成果が短期間で国際標準化に結びついた具体


的事例である。この規格は新しい技術で関連分野では初めての規格であり、積層ゴムの世界的規模での市場への効率的な普及とともに、日


本の技術により安全・安心分野における国際貢献にも寄与している。 
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※参考：免震建物の普及状況（出典 日本免震構造協会データ） 


日本 約 1600 棟、中国 570 棟、アメリカ 約 100 棟、イタリア 約 30 棟、台湾 約 27 棟 


 


（知的基盤） 


戦略的な計量標準の整備に関する施策により、臨床検査・食品安全・環境などの分野で新たな規制等に係る標準物質への対応が急務とな


っている状況下で、限られた資源のもとで、的確で効率的に対応することが可能となる。 


 


 


関連する閣議決


定や施政方針演


説 等 に お け る 位


置付け 


○「基本方針２００７」（平成１９年６月１９日 閣議決定） 


Ⅲ 成長可能性拡大戦略－イノベーション等 


【具体的手段】 


(4)イノベーションの加速 


③知的財産戦略（「知的財産推進計画２００７」）の推進 


・（略）また、国際標準化活動のリーダー育成など「国際標準総合戦略」を着実に実行するとともに、今後重要となる技術分野についての


分野別知財戦略を平成１９年中に策定する。 


 


○「イノベーション２５」（平成１９年６月１日 閣議決定） 


 第５章 「イノベーション立国」に向けた政策ロードマップ 


１．社会システムの改革戦略 


（１）早急に取り組むべき課題 


１）イノベーション創出・促進に向けた社会環境整備 


④知的財産戦略・標準化活動の新たな展開 


・ 標準化活動の国際展開 


国際標準化の活動を抜本的に強化する観点から、以下の取組を行う。 


- 国際機関や国際会議の場でリーダーシップを取れる人材の計画的な育成を強化。また、産業界や研究機関・大学等において


国際標準人材を適切に評価することを促進し、長期間にわたり同一人物が国際標準分野における交渉に携わることができるよ


うな方策を検討するとともに、国際標準分野の優れた能力を有するシニア人材等の活用や、国際規格策定に係る人材の育成


を促進。 


- 日本が強みを有する環境・エネルギー等の分野において、環境管理会計、電気・電子製品に係る環境配慮設計手法、循環資


源の利用等、アジア諸国とも連携した標準化活動の国際展開を推進するとともに、「アジア・太平洋標準化イニシアティブ」を策


定・推進する等、国際標準化活動におけるアジア・太平洋地域との連携、技術者の人的交流を強化。 


- 国費による研究開発の評価を行うための指針等において、研究成果の国際標準化が期待される分野については、国費による


研究開発プロジェクトの事前、中間及び事後評価等における評価項目として国際標準化に関する取組を明確に位置付け、研


究開発と標準化を一体的に推進。 
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５）世界に開かれた社会形成 


②国際知的財産戦略・国際標準化活動の推進 


さらに、我が国発の国際標準の獲得を推進するため、欧米並みの国際議長・幹事引受と、ＩＳＯ（国際標準機構）及びＩＥＣ（国際電気


標準会議）における国際標準の提案件数の倍増を２０１５年までに実現。 


 


○「知的財産推進計画２００７」 （平成１８年５月３１日 知的財産戦略本部決定） 


第３章 知的財産の活用 


Ⅱ．国際標準化活動を強化する 


１．国際標準総合戦略を実行する 


２．産業界の意識を改革し、国際標準化への取組を強化する 


３．国際標準化活動に対する支援を拡充する 


４．国全体としての国際標準化活動を強化する 


５．国際標準人材の育成を図る 


６．アジア等の諸外国との連携を強化する 


７．国際標準に関するルールづくりに貢献する 


 


○「経済成長戦略大綱」 （平成１９年５月２８日改訂 経済財政諮問会議報告） 


第１．国際競争力の強化 


１．我が国の国際競争力の強化 


（１）科学技術等によるイノベーションを生み出す仕組みの強化 


併せて、産業活力再生特別措置法・産業技術力強化法等の改正、「知的財産推進計画2007」、「イノベーション促進のための特許


審査改革加速プラン2007」（ＡＭＡＲＩプラン2007）、「国際標準総合戦略」、「国際標準化戦略目標」の策定等を踏まえ、これら施策を


着実に推進する。 


 


第５． 生産性向上型の５つの制度インフラ 


４．ワザ：技術革新 


（３）イノベーションを加速化する戦略的な標準化 


研究成果の市場展開を加速するため、「国際標準総合戦略」に沿って、2015 年までに我が国が欧米諸国に比べても遜色なく国際


標準化をリードできるようにする。このため、ＩＳＯ・ＩＥＣにおけるデジュール標準の獲得を目指して設定した「国際標準化戦略目標」の


達成等に向けて、官民が連携して、経営戦略と研究・知財戦略の一体化した国際標準化を実現するとともに、専門人材の育成など民
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間企業、研究機関等の国際標準化活動を支援する。 


また、特に先端分野での研究連携において研究結果の正確な評価・比較に必要となる物差し（計量標準）を、2010 年までに世界最


高レベルの質・量とする。このため、国が自ら整備する計量標準（国家計量標準）について、その開発を推進するとともに、適切に需要


家に供給するための仕組み作りを行う。 


 


○「知的財産戦略について－大学等の知的財産活動の推進を中心に－」（平成１９年５月１６日 総合科学技術会議決定） 


 Ⅰ．知的財産を活用したイノベーションの創出 


  ４．国際的な取組を強化する 


①平成１８年１２月に策定された「国際標準総合戦略」を、平成１９年度も産学官を挙げて確実に実行する。その中で、ＩＳＯ、ＩＴＵ等のデ


ジュール標準化活動の強化を図るとともに、フォーラムやデファクト標準を含む多様な国際標準化スキームの戦略的活用、研究開発・


知的財産戦略と一体的な標準化の取組みを促進する。また、産業界による国際標準化活動に関するアクション・プランの策定を促す。 


②平成１９年度から、研修や大学での教育を通じた標準化人材の育成を強化する。また、国際標準化活動における国の表彰制度や民間


の経験者が活躍できる環境の整備など、産業界や各企業等の標準化に係る人材の確保･育成を促す仕組みを強化するとともに、産業


界や大学・学会、公的研究機関に対して、国際標準化に取り組む人材を適切に評価・処遇するよう促す。 


 


○「国際標準総合戦略」（平成１８年１２月６日 知的財産戦略本部決定） 


 第１章 産業界の意識を改革し、国際標準化への取組を強化する 


 第２章 国全体としての国際標準化活動を強化する 


 第３章 国際標準化人材の育成を図る 


 第４章 アジア等の諸外国との連携を強化する 


 第５章 国際標準化のための公正なルール作りに貢献する 


 


○「第３期科学技術基本計画」 （平成１８年３月２２日 総合科学技術会議決定）   


第３章 科学技術システム改革 


３．科学技術振興のための基盤の強化 


（２）知的基盤の整備  


（４）標準化への積極的対応  


 


○「イノベーション創出総合戦略」 （平成１８年６月１４日 総合科学技術会議決定） 


 ３．イノベーションを結実させる政策の強化 


  （１）新技術の利用促進、国際標準化など出口政策の強化 


    ○次世代ネットワーク技術やリサイクル技術等の戦略重点科学技術における国際標準化への官民の取り組み強化（人材の確保等）とそ
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のフォローアップ 


 


○「消費者基本計画」（平成１７年４月８日 閣議決定） 


 具体的施策  


（２）選択の機会の確保 ②計量・規格の適正化 


（７）経済社会の変化に応じた対応 ②国際的な連携の確保 


（８）その他 ⑥企業の社会的責任への取組の促進 


 


中間・事後評価の


時期 
平成２２年度 


 


施策に対する 


ユーザーや有識


者の意見 


（産業構造審議会総会 平成１９年８月１日） 


・研究開発と標準化の推進を一体的に行うのが有効で、そのためには研究開発プロジェクトを進める際には標準化も実現できるような仕組み


を、ビルトインする形で組む必要がある。これからは「Ｒ＆Ｄ」にＩＳ（インターナショナルスタンダード）を加えて、「Ｒ＆Ｄ＆ＩＳ」を推進すべき。 


・NEDO は 5 年間で 1 兆円近くの予算を研究開発プロジェクト推進に投入しているが、そのフォローアップのために 1000 分の 1 程度の額の予


算を標準化に割り当てるだけで、国際標準化の提案や新規市場創出につながるのではないか。 


・国際標準化につなげる人材が必要だが産業界で育っていない。国際競争力を発揮する上で重要なので強力に育成し、処遇を高めていくべ


き。 


 


（日本工業標準調査会総会 平成１９年６月２８日） 


・産業技術総合研究所で標準化についての研究がかなり意欲的に行われている。研究開発と標準化の一体的推進については、日本の将来


にとって大変重要であり、アクションプランの中で研究開発と国際標準化の融合を取り上げたのはよいことである。産総研の事例を他の独立行


政法人や企業等に周知することが必要。 


・大学の職員や、自治体職員、企業の一般職員向けに標準化の重要性を知らせるセミナーが少ない。標準化の情報にもっとアクセスできるよう


な環境を整備すべき。 


・国際標準専門家の内容や魅力について、若者に知らせるような取組が重要。 


 


（日本工業標準調査会標準部会 平成１９年６月１９日） 


・消費者の標準化活動への参画については、消費者への情報提供だけでなく、消費者が規格作りに積極的に参加することが重要であり、両


方向からのアプローチが必要。 


・標準化の重要性やどのように企業活動に結びつくのかということを示し、政府として企業の経営者に働きかけることが必要。 


・企業の標準担当者が適切に評価されるような仕組みを設けるべきではないか。例えば、資格、認定制度、表彰等を検討していただきたい。 


・政府も国際標準化を支援するための予算措置を拡充することが必要。 
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（国際標準化官民戦略会議 平成１８年１１月２９日） 


・欧州は自らの標準を世界市場において標準化しようという戦略を採用。中国も本格的に国際標準を獲得するために戦略を作っている。そうし


た中で、我が国の戦略目標の取組方針には大いに賛成。標準は日本の弱い部分でもあり、政府としての支援を今後も期待。 


・産学官の連携を進めるにあたって、国際標準化の重要性について政府としても明確に取り上げていただきたい。 


・公的な研究開発についても、ミッションを良く認識して、長期的に標準化を視野に入れて取り組んでいただきたい。 


 


（日本工業標準調査会知的基盤整備特別委員会 平成１８年９月６日） 


・遠隔校正については、いつでもどこでも誰でもできるものとして大きな期待をもっている。研究開発を引き続き強力にやって欲しい。 


・計量標準整備が我が国の国益に直結する重要な課題であることは、ほぼ全員の一致した考えだと思う。 
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施策目標を実現するための具体的措置 


【予算措置（研究開発事業を除く）】 


事業名 会計名 
再掲 


(施策) 


新規


継続


補助 


委託 


等 


開始 


年度 


終了 


年度 


18 年度


予算額


(億円)


18 年度


執行額


(億円)


19 年度 


予算額 


(億円) 


20 年度


要求額


(億円) 


事業概要 


Ⅰ．工業標準化の推進 


(1)社会ﾆｰｽﾞ対応型基


準創成調査研究事業 
一般会計 - 継続 委託 H18 


 


H22 


 


4.0 3.8 3.7 4.6 


安全･安心に関する高齢者･障害者配慮､環境保護等の社会ﾆ


ｰｽﾞに対応したＪＩＳ原案や国際標準原案、強制法規(計量法､


製品安全 4 法､建築基準法､薬事法等)の技術基準へ引用され


るＪＩＳ原案の作成・提案。 


(2)新規分野･産業競争


力強化型国際標準提


案事業 


一般会計 - 継続 委託 


 


H18 


 


H22 4.0 3.5 4.0 5.0 
国際競争力強化に向けての､MEMS やｻｰﾋﾞｽﾛﾎﾞｯﾄ等の新技術


分野等における国際標準原案の作成･提案｡ 


(3)国内人材育成等基


盤体制強化事業 
一般会計 - 継続 委託 H18 H22 0.26 0.14 0.24 0.8 


産業界や消費者団体等における「国際標準を作成できる人材」


及び「国際会議においてリーダーシップを発揮できる人材」の


育成や、大学、大学院向けの標準化に関するモデル教材の活


用・普及 


Ⅱ．基準認証研究開発 


(4)基準認証研究開発


事業 
一般会計 - 継続


補助 


委託 
H14 H22 7.7 7.0 9.8 11.1 


ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ､情報通信､環境及びﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･材料の重点 4 分


野を中心として我が国の国際競争力を一層強化するため、国


際標準原案作成のための研究開発や確実に国際標準を獲得


する事業の実施｡ 


Ⅲ．計量行政 
(5)法定計量国際化機


関勧告審議調査等委


託 


一般会計 - 継続 委託 H14 H23 0.3 0.2 0.2 0.2 


国際法定計量機関の国際勧告案に対する､我が国計量制度の


国際整合化を円滑に行うための対処方針の策定等に係る専門


家による検討や実態調査｡ 


(6)計量法の執行に係る


情報収集･調査事業 
一般会計 - 継続 委託 H18 H22 0.4 0.3 0.4 0.3 計量法の適正かつ確実な執行に必要な実態調査等｡ 


(7)計量標準基盤技術


研究 


ｴﾈﾙｷﾞｰ 


需給勘定 


○ 
( 石 油・


天 然 ガ


ス ・ 石


炭の安


定供給


確保) 


終了 委託 H16 H19 1.1 1.0 1.0 - 
石油及び天然ｶﾞｽの生産合理化に資するため､国家標準につ


ながる石油流量の計測技術の開発等を実施｡ 
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(8)計量標準基盤技術


研究 


電源開発 


促進勘定 


○ 


( 原 子


力の推


進 ・ 電


力基盤


の高度


化) 


終了 委託 H16 H19 6.8 6.5 5.2 - 


既設の発電所の出力を増強し､有効活用を図るため､現状の給


水流量測定の不確かさを低減するための技術開発と､測定値の


信頼性を長期にわたって保証するために不可欠な流量計校正


設備の開発等を実施｡ 


Ⅳ．基準認証政策の広報 
(9)基準認証政策の広


報に係る経費 
一般会計 - 継続 委託 H17 H22 0.3 0.2 0.2 0.2 新 JIS ﾏｰｸへの移行など､積極的な政策の普及･広報の実施｡ 


Ⅴ．中小基準認証研究開発 


(10)中小企業基準認証


研究開発事業 
一般会計 - 継続 委託 H14 H22 1.8 1.7 2.0 2.4 


我が国の産業のうち中小企業比率が高い分野で､高い技術力


を背景に国際標準獲得により市場拡大が予想されるものにつ


いて､国際標準原案作成のための研究開発や確実に国際標準


を獲得する事業の実施｡ 


Ⅵ．中小知的基盤整備 


(11)中小企業知的基盤


整備 
一般会計 - 継続 委託 H12 H22 1.7 1.6 0.8 0.8 


民間の研究開発ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを活用した､中小企業の事業活動等


に貢献する知的基盤としての技術及び機器等の開発並びにﾃﾞ


ｰﾀ等の整備及び利用技術開発｡ 


(12)中小企業への計量


標準供給基盤強化事


業 


一般会計 － 継続 補助 H18 H20 5.5 1.5 3.0 1.0 


地域の試験検査機関等を活用し､中小企業が行う加工･製造ﾌﾟ


ﾛｾｽの精度･信頼性を客観的に証明できる精度管理ｼｽﾃﾑの構


築｡ 


Ⅶ．基準認証国際分担金 


(13)国際度量衡中央事


務局分担金 
一般会計 - 継続 分担金 M19 - 1.3 1.3 1.5 1.6 ﾒｰﾄﾙ条約加盟国に課せられた分担金｡ 


(14)計量制度国際機構


分担金 
一般会計 - 継続 分担金 S35 - 0.1 0.2 0.2 0.2 


OIML(国際法定計量機関)を設立する条約の加盟国に課せら


れた分担金｡ 


(15)国際標準化機構分


担金 
一般会計 - 継続 分担金 S40 - 1.4 1.4 1.5 1.6 ISO(国際標準化機構)の加盟国に課せられた分担金｡ 


(16)国際電気標準会議


分担金 
一般会計 - 継続 分担金 S40 - 0.9 0.9 0.9 1.0 IEC(国際電気標準会議)の加盟国に課せられた分担金｡ 


Ⅷ．計量士国家試験 
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(17)計量士国家試験費 一般会計 － 継続 事務 - - 0.3 － 0.3 0.3 計量士国家試験実施のための事務処理経費。 


Ⅸ．工業標準・知的基盤整備事務処理共通経費 


(18) 工業標準・知的基


盤整備事務処理共通


経費 


一般会計 - 継続 事務 - - 3.0 - 2.5 2.5 基準認証政策に係る一般的事務処理共通経費。 


Ⅹ．独法運営費、独法施設整備補助 


(19)独立行政法人製品


評価技術基盤機構運


営費交付金 


一般会計 - 継続 交付金 H13 - 76.3 - 75.9 79.4 


化学物質総合管理､微生物遺伝資源の整備･活用､国際ﾙｰﾙに


基づく認定､製品安全の推進等を､法規制等に基づき着実に実


施｡ 


(20)独立行政法人製品


評価技術基盤機構施


設整備費補助金 


一般会計 - 継続 補助 H13 - 1.2 - 1.0 1.2 
製品評価技術基盤機構における個人情報等ｾｷｭﾘﾃｨ確保のた


めの施設の整備｡ 


(21)開発成果標準化ﾌｫ


ﾛｰｱｯﾌﾟ研究事業 
一般会計 - 継続 交付金 H16 H22 


NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


NEDO の研究開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄであって終了したものの成果につ


いて､国際標準原案作成のためのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研究事業の実施｡ 


(22)国際標準創成国際


共同研究開発事業 
一般会計 - 継続 交付金 H11 H22 


NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


ISO 等の国際標準化機関における円滑な標準策定を図るた


め、我が国の大学等の研究機関と関係国との共同研究ﾁｰﾑに


おける国際標準原案の作成・提案｡ 


(23)知的基盤創成･利


用促進研究開発事業 
一般会計 - 継続 交付金 H11 H22 


NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


民間の研究開発ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを活用した､知的基盤として活用され


る技術及び機器等の開発並びにﾃﾞｰﾀ等の整備及び利用技術


開発｡ 


(24)計量器校正情報ｼｽ


ﾃﾑ技術開発事業 
一般会計 - 継続 交付金 H13 H20 


NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ技術を活用して計量器の遠隔校正を行うた


めの技術開発｡ 


(25)新発電ｼｽﾃﾑ等調


査委託 


電源開発 


促進勘定 


○ 


(原子


力の推


進・電


力基盤


の高度


化) 


継続 交付金 S61 H22 
NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


超電導を利用した電力ｼｽﾃﾑや火力発電等の発電用設備にお


ける新素材等の標準化に関する調査研究の実施｡ 


(26)ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理


化ｼｽﾃﾑ標準化調査 


ｴﾈﾙｷﾞｰ 


需給勘定 


○ 


( 省 ｴ ﾈ


ﾙｷﾞｰの


推進) 


継続 交付金 H7 H22 
NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


素材や機器等ｼｽﾃﾑ全体のｴﾈﾙｷﾞｰ消費等に関し､ｴﾈﾙｷﾞｰ合


理化等を図るための標準化に関する調査研究の実施｡ 


(27)石油関連施設の微 ｴﾈﾙｷﾞｰ ○ 継続 交付金 H17 H20 NEDO NEDO NEDO NEDO 石油中に生息し金属腐食を引き起こす微生物の除去低減のた
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生物腐食対策技術調


査 


需給勘定 ( 石 油・


天 然 ガ


ス ・ 石


炭の安


定供給


確保) 


交付金 交付金 交付金 交付金 めの基礎技術を確立し､得られた微生物について知的基盤とし


て整備･提供｡ 


(28)ﾏﾗｯｶ海峡沿岸の


石油汚染に対処できる


ﾊﾞｲｵﾚﾒﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ技術


調査 


ｴﾈﾙｷﾞｰ 


需給勘定 


○ 
( 石 油・


天 然 ガ


ス ・ 石


炭の安


定供給


確保) 


継続 交付金 H17 H20 
NEDO


交付金


NEDO


交付金


NEDO 


交付金 


NEDO 


交付金


ﾏﾗｯｶ海峡沿岸の熱帯海域における石油分解菌を活用した浄


化技術を確立し､得られた微生物について知的基盤として整


備･提供｡ 


【法令・ガイドライン等】 


関連する法令・ガイドライン等名 法令・ガイドライン等の概要 


工業標準化法 


適正かつ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによって、鉱工業品の品質の改善、生


産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の


増進に寄与することを目的とする。 


計量法 計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 


【審議会等】 


審議会等名 関連する検討内容 


日本工業標準調査会 ・国際標準化アクションプランの推進 等 


計量行政審議会 ・計量行政の検討 等 


【独立行政法人等】 


独立行政法人名 関連する業務概要 


製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ） 


国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 


A．バイオテクノロジー分野 


B．化学物質管理分野 


C．適合性認定分野 


D．生活安全分野 
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新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 


【技術分野毎の計画】 


＜７＞ 各分野の境界分野・融合分野及び関連分野 


急速な知識の蓄積や新知見の獲得によって、異分野技術の融合や、新たな技術領域が現れることを踏まえ、上記のラ


イフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料及びエネルギー等にまたがる分野、境界分野、標準化・知的


基盤整備 


等について、機動性・柔軟性を持って研究開発を推進するものとする。（中略）加えて、これらの関連分野における研究


開発や、産業技術・エネルギー技術全般に係る標準化・知的基盤整備等に資するよう所要の活動を行う。 


産業技術総合研究所（ＡＩＳＴ） 


○工業標準化への取り組み 


○研究開発（計量の標準） 


 ・国家計量標準システムの開発・整備 


 ・特定計量器の基準適合性の評価 


 ・次世代計量標準の開発 


 ・国際計量システムの構築 


 ・計量の教習と人材の育成 


【実施体制】 


施策に関連する主な課室 関連する業務概要 当該業務の実施体制 
関連する機構定員要求概


要 


産業技術環境局 基準認証政策課 


・経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する総合的な政策の企画・


立案、推進 


・工業標準の整備及び普及その他の工業標準に関する事務の総括 


・日本工業標準調査会の庶務 


課長、10 人 ― 


    〃      基準認証広報室 ・基準認証に関する普及・広報に関する事務 室長、1 人 ― 


    〃      標準企画室 
・工業標準の整備及び普及に関する事務並びに工業標準化に関する国際


機関及び国際会議に関する事務 
室長、9 人 ― 


    〃      基準認証国際室 ・基準認証政策に係る海外との連絡調整 室長、10 人 ― 


    〃      認証課 


・経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する外国との相互承認に関


する総合的な政策の企画及び立案並びに推進 


・工業標準に対する適合性の確認 


・鉱工業品の生産方法又は使用方法に関する経営管理システムに関する工


業標準の整備及び普及 


課長、15 人 ― 
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    〃      知的基盤課 


・鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るための技術上の情報及び研究


材料の整備 


・計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保 


・地質の調査及びこれに関連する業務 


・（独）製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般 


・計量行政審議会の庶務 


課長、10 人 ― 


    〃      計量行政室 ・適正な計量の実施の確保 室長、11 人 ― 
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